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(57)【要約】
【課題】制御基板に対する不正行為を好適に抑制するこ
とができる遊技機を提供する。
【解決手段】パチンコ機１０は、遊技に関する制御を行
う主制御基板を基板ボックス３２０に収容してなる主制
御装置１８０を有している。主制御装置１８０は、遊技
盤８０に固定された取付台の軸部と基板ボックスに設け
られた軸受けと係止状態となることで取付台に対して取
り付けられている。基板ボックスは、当該基板ボックス
が前記軸受けを用いた取付台への再取り付けが不能とな
る再取付不能状態となった場合に、取付台から同基板ボ
ックスが取り外し可能になるとともに、同基板ボックス
が開封可能となるように構成されている。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御基板と、
　内部空間が形成されており、その内部空間に前記制御基板を収容する基板ケースと、
　前記基板ケースに設けられたケース側取付部と、
　前記基板ケースが配設されるベース体に設けられ、前記ケース側取付部に係合すること
により前記ベース体に対して前記基板ケースを取付状態とするベース側取付部と、
　前記ケース側取付部の少なくとも一部が前記基板ケースから分離されることにより前記
ケース側取付部と前記ベース側取付部との係合を解除するとともに前記ケース側取付部と
前記ベース側取付部との再係合を不可とする解除部と
を備え、
　前記ベース側取付部は軸部であり、前記ケース側取付部は前記ベース側取付部が挿入さ
れる軸受け部であり、
　前記基板ケースは、相互に組み合わされることにより前記内部空間を区画形成する第１
ケース構成体及び第２ケース構成体を有しており、
　前記ケース側取付部は、前記第１ケース構成体に設けられた第１取付部と、前記第２ケ
ース構成体に設けられた第２取付部とが組み合わされてなり、
　前記基板ケースは、
　前記ベース側取付部が前記ケース側取付部に挿入された場合に、同ケース側取付部内に
て同ケース側取付部と係合することにより前記取付状態となり、
　前記解除部により前記再係合が不可となることにより前記ベース体への再取り付けが不
能となる再取付不能状態となった場合に、前記ベース体から同基板ケースが取り外し可能
になり且つ同基板ケースが開封可能となるように構成されていることを特徴とする遊技機
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機やスロットマシン等の遊技機は、遊技制御処理を実行するＣＰＵ、遊技制御
プログラムが記憶されたＲＯＭ、遊技の進行により発生する各種データを一時的に記憶す
るＲＡＭ等の各種電子部品が実装された制御基板を備えている。そして、ＲＯＭに記憶さ
れた制御プログラムに従って、ＣＰＵにより遊技機に搭載されている各種遊技機器が制御
され、一連の遊技が実行される。制御基板は、基板ケースに収容された状態で遊技機に取
り付けられており、同制御基板の基板ケース外への露出等が抑制されている。
【０００３】
　この種の遊技機では、制御基板そのものや同制御基板のＲＯＭ（ＲＯＭがＣＰＵと共に
１チップ化されている場合には当該チップ）が正規のものとは異なる不正なものに交換さ
れるといった不正行為が数多く報告されている。このような不正行為に対処すべく、例え
ば、上記基板ケースに封印構造（いわゆる、カシメ構造）を設けて基板ケースの開封時に
は破壊等による開封痕跡を残すようにする等の不正対策が採用されている（例えば特許文
献１参照）。このような不正対策は、基板ケースが開封された事実や制御基板が交換され
た事実を目視確認する場合にその確認作業を補助するものであり、またこのような不正対
策の存在により不正行為を躊躇させる効果がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１８０９１７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記封印構造等の不正対策が施されていても、未だに不正行為が行われ
ているのが実状である。例えば、封印構造等を巧妙に破壊することにより、開封の痕跡を
残存させることなく基板ケースの開放がなされるおそれがある。このように痕跡の隠蔽が
なされた場合、制御基板に対する不正の発見が困難になると懸念される。
【０００６】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、制御基板に対する不正行
為を好適に抑制することが可能な遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、
　制御基板と、
　内部空間が形成されており、その内部空間に前記制御基板を収容する基板ケースと、
　前記基板ケースに設けられたケース側取付部と、
　前記基板ケースが配設されるベース体に設けられ、前記ケース側取付部に係合すること
により前記ベース体に対して前記基板ケースを取付状態とするベース側取付部と、
　前記ケース側取付部の少なくとも一部が前記基板ケースから分離されることにより前記
ケース側取付部と前記ベース側取付部との係合を解除するとともに前記ケース側取付部と
前記ベース側取付部との再係合を不可とする解除部と
を備え、
　前記ベース側取付部は軸部であり、前記ケース側取付部は前記ベース側取付部が挿入さ
れる軸受け部であり、
　前記基板ケースは、相互に組み合わされることにより前記内部空間を区画形成する第１
ケース構成体及び第２ケース構成体を有しており、
　前記ケース側取付部は、前記第１ケース構成体に設けられた第１取付部と、前記第２ケ
ース構成体に設けられた第２取付部とが組み合わされてなり、
　前記基板ケースは、
　前記ベース側取付部が前記ケース側取付部に挿入された場合に、同ケース側取付部内に
て同ケース側取付部と係合することにより前記取付状態となり、
　前記解除部により前記再係合が不可となることにより前記ベース体への再取り付けが不
能となる再取付不能状態となった場合に、前記ベース体から同基板ケースが取り外し可能
になり且つ同基板ケースが開封可能となるように構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　制御基板に対する不正行為を好適に抑制することができる。
 
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を分解して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機の主要な構成を分解して示す斜視図である。
【図４】前面扉の構成を示す背面図である。
【図５】内枠の構成を示す正面図である。
【図６】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図７】遊技盤の構成を示す背面図である。
【図８】パチンコ機を示す背面図である。
【図９】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図１０】主制御装置の構成を示す正面図である。
【図１１】主制御装置を正面側から見た斜視図である。
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【図１２】主制御装置を主要部品ごとに分解して示す分解斜視図である。
【図１３】主制御装置を主要部品ごとに分解して示す分解斜視図である。
【図１４】（ａ）は基板ボックスを一部破断して示す部分破断図、（ｂ）は（ａ）のＡ線
矢視図である。
【図１５】固定手段の分解斜視図である。
【図１６】第１固定手段の動きを示す動作説明図である。
【図１７】第２固定手段及びそれに関連する構成を示す主制御装置の拡大斜視図である。
【図１８】（ａ）封印シールの構成を示す正面図、（ｂ）封印シールの構成を示す裏面図
である。
【図１９】封印シールの構成を示す断面図である。
【図２０】（ａ）貼付ベース及びその周辺を拡大して示す側面図、（ｂ）貼付領域におけ
る封印シールの位置関係を説明するための説明図である。
【図２１】（ａ）は図１０のＡ－Ａ線部分断面図、（ｂ）は（ａ）のＢ線矢視図である。
【図２２】破壊用部材の動きを示す動作説明図である。
【図２３】カバー部材の取り外しの様子を示す動作説明図である。
【図２４】主制御装置と取付台との関係を示す斜視図である。
【図２５】取付台から主制御装置を取り外した状態を示す分解斜視図である。
【図２６】（ａ）は軸受け３２２を挿入部３２３側から見た概略図、（ｂ）は軸受け３２
２を分解した状態を示す概略図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ線部分断面図である。
【図２７】主制御装置を取付台から取り外し作業を説明する作業説明図である。
【図２８】主制御装置の開封作業のを説明する作業説明図である。
【図２９】第１の実施の形態におけるパチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図３０】第２の実施の形態における主制御装置を主要部品ごとに分解して示す分解斜視
図である。
【図３１】第２の実施の形態における主制御装置を主要部品ごとに分解して示す分解斜視
図である。
【図３２】固定手段の分解斜視図である。
【図３３】固定手段の内部構造を示す部分断面図である。
【図３４】破壊用部材の動きを示す動作説明図である。
【図３５】破壊用部材の動きを示す動作説明図である。
【図３６】主制御装置の封印作業を示す作業説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　＜第１の実施の形態＞
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機１０」という）の第１
の実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２
及び図３はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図である。なお、図２では便
宜上パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００１１】
　図１に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１
と、この外枠１１に取り付けられた遊技機主部１２とを有している。
【００１２】
　外枠１１は木製の板材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。
パチンコ機１０は、外枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技場の島設備に
設置される。
【００１３】
　この外枠１１によって遊技機主部１２が開閉可能な状態で支持されている。具体的には
、後述する支持機構により外枠１１に対して遊技機主部１２がパチンコ機１０の正面視で
左側を回動基端側、右側を回動先端側としてパチンコ機１０の前方へ回動可能とされてい
る。
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【００１４】
　図２に示すように、遊技機主部１２は、ベース体としての内枠１３と、その内枠１３の
前方に配置される前面扉１４と、内枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５とを
備えている。なお、遊技機主部１２のうち内枠１３が外枠１１に対して回動可能に支持さ
れている。
【００１５】
　内枠１３には、図２に示すように、前面扉１４が支持されており、同前面扉１４はパチ
ンコ機１０の正面視における左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可
能とされている。また、内枠１３には、図３に示すように、裏パックユニット１５が回動
可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として後方へ回
動可能とされている。
【００１６】
　次に、前面扉１４について説明する。なお、以下の説明では、図１及び図２を参照する
とともに、前面扉１４の背面の構成については図４を参照する。図４は前面扉１４の背面
図である。
【００１７】
　図２に示すように、前面扉１４は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす合成樹脂製の
枠体２０と、同枠体２０の前面側に固定された前面カバー２１とを主体に構成されており
、内枠１３における前面側のほぼ全域を覆っている。枠体２０及び前面カバー２１の中央
部分には後述する遊技領域ＰＥのほぼ全域を前方から視認することができるようにした略
楕円状の窓部２０ａ，２１ａが形成されており、同窓部２０ａ，２１ａはガラスユニット
３０によって同前面扉１４の背面側から覆われている。
【００１８】
　図４に示すように、枠体２０には窓部２０ａを囲むようにしてガラスユニット設置部２
２が形成されている。詳しくは、ガラスユニット設置部２２は、枠体２０の背面側に配さ
れているとともにパチンコ機１０の前方に向けて凹んでおり、その底部に上記窓部２０ａ
が配設されている。ガラスユニット３０は、ガラスユニット設置部２２に嵌まることで上
下方向及び左右方向への変位が規制されている。
【００１９】
　ガラスユニット３０は、透明性を有するガラスパネル３１，３２とそれらガラスパネル
３１，３２を保持するガラスホルダ３３とを有してなり、同ガラスホルダ３３が枠体２０
に取り付けられたレバー部材２３と同枠体２０とによって挟持されることで、当該枠体２
０に対して一体化されている。なお、ガラスパネル３１，３２の間に所定の隙間が確保さ
れており、それらガラスパネル３１，３２によって遊技領域ＰＥがパチンコ機１０の正面
側から２重に覆われた状態となっている。
【００２０】
　再び図１を参照して説明すれば、窓部２０ａ，２１ａの周囲には各種ランプ等の発光手
段が設けられている。例えば、窓部２０ａ，２１ａの周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を
内蔵した環状電飾部２４が設けられている。環状電飾部２４では、大当たり時や所定のリ
ーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点滅が行われる。また、環状電飾部２４
の中央であってパチンコ機１０の最上部には所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ
部２５が設けられ、窓部２０ａ，２１ａの左右両側には賞球払出中に点灯する賞球ランプ
部２６が設けられている。また、中央のエラー表示ランプ部２５に近接した位置には、遊
技状態に応じた効果音などが出力されるスピーカ部２７が設けられている。
【００２１】
　前面扉１４（詳しくは前面カバー２１）における窓部２１ａの下方には、手前側へ膨出
した上側膨出部２８と下側膨出部２９とが上下に並設されている。上側膨出部２８内側に
は上方に開口した上皿２８ａが設けられており、下側膨出部２９内側には同じく上方に開
口した下皿２９ａが設けられている。上皿２８ａは、後述する払出装置より払い出された
遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら後述する遊技球発射機構側へ導く機能を有し
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ている。また、下皿２９ａは、上皿２８ａ内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有
している。
【００２２】
　下側膨出部２９並びとなる位置には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル
４１が設けられている。遊技球発射ハンドル４１が操作されることにより、後述する遊技
球発射機構から遊技球が発射される。
【００２３】
　前面扉１４の背面には、図２及び図４に示すように、通路形成ユニット５０が取り付け
られている。通路形成ユニット５０は、合成樹脂により成形されており、上皿２８ａに通
じる前扉側上皿通路５１と、下皿２９ａに通じる前扉側下皿通路５２とが形成されてなる
。通路形成ユニット５０において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口
部５３が形成されており、当該受口部５３を仕切壁５４によって左右に仕切ることで前扉
側上皿通路５１の入口部分と前扉側下皿通路５２の入口部分とが区画形成されている。前
扉側上皿通路５１及び前扉側下皿通路５２は上流側が後述する遊技球分配部に通じており
、前扉側上皿通路５１に入った遊技球は上皿２８ａに導かれ、前扉側下皿通路５２に入っ
た遊技球は下皿２９ａに導かれる。
【００２４】
　次に、図１及び図５に基づき内枠１３と同内枠１３及び外枠１１の関係とについて詳細
に説明する。図５は内枠１３の正面図である。なお、図５においては、図２と同様にパチ
ンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００２５】
　内枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース６０を主体に構成されて
いる。樹脂ベース６０の高さ寸法（上下方向における長さ寸法）は、外枠１１の高さ寸法
よりも若干小さく設定されている。また、樹脂ベース６０は外枠１１の上側枠部に寄せて
配置され、外枠１１の下側枠部と樹脂ベース６０との間には若干の隙間が形成されている
。外枠１１にはこの隙間を塞ぐようにして幕板が装着されている。幕板は、樹脂ベース６
０（詳しくはその下端部）の下方に配置されており、内枠１３が外枠１１に対して閉じら
れた状態では同樹脂ベース６０が幕板の上に載ることとなる。
【００２６】
　幕板は着色された不透明な樹脂により薄板状に形成されており、同幕板の前面にはパチ
ンコ機１０のメーカ名（図示略）が記されている。幕板の後方となる領域にはスピーカユ
ニットが配されており、同スピーカユニットが外枠１１の下側枠部に固定されている。ス
ピーカユニットは、その一部が幕板に形成された開口部を通じてパチンコ機１０の前方に
露出した状態となっている。
【００２７】
　これらスピーカユニットは、後述する音声ランプ制御装置に配線を用いて電気的に接続
されており、同音声ランプ制御装置から入力される信号に基づいて音声を出力する。既に
説明したようにパチンコ機１０（詳しくは前面扉１４）の上部にはスピーカ部が設けられ
ており、同スピーカ部とスピーカユニットとを併用することで、すなわちパチンコ機１０
の上部及び下部に配することで、パチンコ機１０の音響に関する機能の向上を図っている
。なお、スピーカユニットは必須の構成ではなくこれを省略することも可能である。
【００２８】
　図５に示すように、樹脂ベース６０の回動基端側（図５の左側）には、後述する支持機
構が設けられており、この支持機構によって前面扉１４が内枠１３に対する回動が許容さ
れた状態で支持されている。
【００２９】
　内枠１３（詳しくは樹脂ベース６０）の前面において、同内枠１３の回動先端側となる
部位には施錠装置７５が設けられている。施錠装置７５は、前面扉１４に向けて延びる複
数の前扉用鉤部材７６を有している。これら前扉用鉤部材７６に対応させて、前面扉１４
の背面には内枠１３側に延びる鉤受け部材５９が複数設けられている。前扉用鉤部材７６
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が鉤受け部材５９に引っ掛かることにより前面扉１４が閉じた状態で施錠される。また、
施錠装置７５は、内枠１３の後方へ延びる内枠用鉤部材７７を有している。これら内枠用
鉤部材７７が外枠１１の鉤受け部材１９に引っ掛かることにより遊技機主部１２が外枠１
１に対して閉じた状態で施錠される。
【００３０】
　樹脂ベース６０の右下隅部には、施錠装置の解錠操作を行うためのシリンダ錠７８が設
置されている。シリンダ錠７８は施錠装置に一体化されており、その先端部分（鍵穴部分
）が上記前面扉１４に設けられた孔部を通じてパチンコ機１０の前方に露出している。シ
リンダ錠７８の鍵穴に差し込んだキーを右に回すことで内枠１３に対する前面扉１４の施
錠が解除され、同キーを左に回すことで外枠１１に対する内枠１３の施錠が解除される。
【００３１】
　樹脂ベース６０の前面における略中央部分には、遊技盤８０を収容する遊技盤収容部６
１が形成されている。遊技盤収容部６１は、パチンコ機１０の後方に凹み、遊技盤８０を
収容する収容空間を区画形成しており、樹脂ベース６０に取り付けられた遊技盤８０がそ
の収容空間に嵌まった状態となっている。
【００３２】
　遊技盤収容部６１は、遊技盤８０の背面に対向する平板状の対向板部６２と、同対向板
部６２から起立し遊技盤８０の周縁に沿って延びる周壁部６３とによって構成されている
。対向板部６２は、その略中央に上述した中央開口６４が形成されており、内枠１３の正
面視において略矩形枠状をなしている。周壁部６３は、遊技盤８０における上下左右の各
端面に対して個々に対向する上側壁部６５，下側壁部６６，左側壁部６７，右側壁部６８
が連なってなり、全体として遊技盤８０を囲む環状をなしている。なお、周壁部６３は中
央開口６４を囲むようにして形成されているとも言える。
【００３３】
　遊技盤８０は、木製の合板と同合板における前側の板面を覆うシート材とを有してなり
、その前面が遊技盤収容部６１の開放部分を通じて樹脂ベース６０の正面側に露出してい
る。この露出している部位、すなわち遊技盤８０の前面には、遊技球が流下する遊技領域
ＰＥが形成されている。既に説明したように遊技領域ＰＥはガラスユニット３０（詳しく
はガラスパネル３２）によって覆われている。ガラスパネル３２は、遊技盤８０の前面と
の隙間が遊技球の直径よりも僅かに大きくなるように、すなわち遊技領域ＰＥを流下する
遊技球が同遊技領域ＰＥの同一箇所にて前後に並ばないように配置されている。これによ
り、遊技領域ＰＥでの球詰まりを抑制している。なお、遊技盤８０は木製に限定されるも
のではなく、合成樹脂材料製とすることも可能である。
【００３４】
　また、本実施の形態における遊技盤８０は樹脂ベース６０に対して着脱可能な構成とな
っており、遊技盤収容部６１には遊技盤８０の取り外しを許容する許容状態と、同遊技盤
８０の取り外しを不可とする阻止状態とに切替可能なロック装置７０が複数設けられてい
る。このようにロック装置７０を用いて遊技盤８０を着脱可能な構成を採用することで、
メンテナンス作業等の容易化が図られている。
【００３５】
　以下、図６に基づき遊技盤８０（特に遊技領域ＰＥに配された各種構成）について説明
する。図６は遊技盤８０の正面図である。
【００３６】
　遊技盤８０には、ルータ加工が施されることによって自身の厚さ方向（前後方向）に貫
通する大小複数の開口が形成されている。各開口には、一般入賞口８１、可変入賞装置８
２、作動口８３ａ，８３ｂ、スルーゲート８４及び可変表示ユニット８５等がそれぞれ設
けられている。一般入賞口８１、可変入賞装置８２及び作動口８３ａ，８３ｂに遊技球が
入ると、それら遊技球が後述する検知スイッチにより検知され、その検知結果に基づいて
所定数の賞球の払い出しが実行される。その他に、遊技盤８０の最下部にはアウト口８６
が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口８６を通って遊技領域
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ＰＥから排出される。
【００３７】
　また、遊技盤８０には、遊技球の流下経路を適宜分散，調整等するために多数の釘８７
が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。これら釘８７
や風車等の各種構成によって、遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口８１等
への入賞が適度な確率で発生するように調整されている。
【００３８】
　可変入賞装置８２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられるようになってい
る。可変入賞装置８２の開放態様としては、所定時間（例えば３０秒間）の経過又は所定
個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、同可変入賞装置８２の開放が複数ラウ
ンド（例えば１５ラウンド）を上限として繰り返されるように設定されている。
【００３９】
　可変表示ユニット８５は遊技盤８０の中央上寄りに配置されており、その下方に作動口
８３ａ，８３ｂが配置されている。より詳しくは、作動口８３ａ，８３ｂは、作動口８３
ａを上側、作動口８３ｂを下側として上下に並設されている。可変表示ユニット８５及び
作動口８３ａ，８３ｂは、遊技性を司る部位であり遊技者の注意が集まりやすい。それら
可変表示ユニット８５及び作動口８３ａ，８３ｂを遊技機中央において上下に並べて配置
することで両者間での視線の移動量を抑え、遊技者の目に生じる負担の低減に貢献してい
る。
【００４０】
　可変表示ユニット８５は、作動口８３ａ，８３ｂへの入賞をトリガとして図柄を可変表
示する図柄表示装置９４を備えている。図柄表示装置９４は、液晶ディスプレイ（表示画
面９４ａ）を備えた液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置によりそ
の表示内容が制御されている。具体的には、表示画面９４ａにおいては、上段，中段及び
下段に並べて図柄が表示され、これらの図柄が左右方向にスクロールされるようにして変
動表示される。そして、大当たり発生時には、予め設定されている有効ライン上に所定の
組合せの図柄が停止表示され、特別遊技状態へと移行される。なお、表示画面９４ａにお
ける表示態様を以下のように変更してもよい。すなわち、左，中及び右に並べて図柄を表
示し、それら図柄を上下スクロールさせるようにして変動表示させてもよい。
【００４１】
　また、可変表示ユニット８５は、図柄表示装置９４を囲むようにして形成されたセンタ
ーフレーム９５を備えている。センターフレーム９５の上部には、第１特定ランプ部９６
及び第２特定ランプ部９７が設けられている。また、センターフレーム９５の上部及び下
部にはそれぞれ保留ランプ部９８，９９が設けられている。下側の保留ランプ部９８は、
図柄表示装置９４及び第１特定ランプ部９６に対応しており、遊技球が作動口８３を通過
した回数は最大４回まで保留され保留ランプ部９８の点灯によってその保留個数が表示さ
れるようになっている。上側の保留ランプ部９９は、第２特定ランプ部９７に対応してお
り、遊技球がスルーゲート８４を通過した回数は最大４回まで保留され保留ランプ部９９
の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。
【００４２】
　再び図５を用いて説明すれば、樹脂ベース６０における遊技盤収容部６１（遊技盤８０
）の下方には、遊技球発射ハンドル４１の操作に基づいて遊技領域ＰＥへ遊技球を発射す
る遊技球発射機構１１０が設けられている。遊技球発射機構１１０は、所定の発射待機位
置に配置された遊技球を打ち出すソレノイド１１１と、同ソレノイド１１１によって打ち
出された遊技球の発射方向を規定する発射レール１１２と、上記発射待機位置に遊技球を
供給する球送装置１１３と、それら各種構成１１１～１１３が装着されているベースプレ
ート１１４とを主要な構成として備えており、同ベースプレート１１４が樹脂ベース６０
用の補強プレートを介して樹脂ベース６０に取り付けられている。
【００４３】
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　発射レール１１２は、遊技盤８０側に向けて上り傾斜となるように、斜めに傾いた状態
でベースプレート１１４に固定されている。発射レール１１２の下流側の端部（すなわち
下端部）寄りとなる位置には、球送装置１１３から供給された遊技球を上述した発射待機
位置に留める球ストッパが配されている。球ストッパよりも更に下流側となる位置に、上
記ソレノイド１１１が配置されている。
【００４４】
　ソレノイド１１１は、後述する電源・発射制御装置に対して電気的に接続されている。
その電源・発射制御装置からの電気的な信号の出力に基づいてソレノイド１１１の出力軸
が伸縮方向に往復動することにより、発射待機位置に置かれた遊技球が遊技盤８０側、詳
しくは遊技盤８０に装着された誘導レール１００に向けて打ち出される。
【００４５】
　誘導レール１００は、遊技領域区画部材と共に遊技領域ＰＥを同遊技領域ＰＥの外形が
略円形状となるように区画形成している。また、誘導レール１００は、遊技球の直径より
も若干大きな隙間を隔てて対峙するように配置された内レール１０１及び外レール１０２
からなり、それら両レール１０１，１０２によって一条の誘導通路１０３が区画形成され
ている。誘導通路１０３は、発射レール１１２の先端側（斜め下方）に開放された入口部
分１０４と、遊技領域ＰＥの上部に位置する出口部分１０５とを有している。ソレノイド
１１１の動作に基づいて発射された遊技球は、発射レール１１２→誘導レール１００（入
口部分１０４→出口部分１０５）の順に移動することにより遊技領域ＰＥに導かれる。な
お、遊技盤８０において出口部分１０５の先側、詳しくは内レール１０１の先端付近には
、遊技領域ＰＥに到達した遊技球の同誘導通路１０３内への逆戻りを防止する逆戻り防止
部材１０６が取り付けられており、先んじて遊技領域ＰＥに至った遊技球によって後続す
る遊技球の打ち出しが妨げられることを抑制している。
【００４６】
　誘導レール１００を構成している各レール１０１，１０２は、遊技領域ＰＥの略中央部
分を中心とする円弧状をなしている。このため、誘導通路１０３を通過する遊技球は、自
身に発生する遠心力により外レール１０２に沿って、すなわち外レール１０２に接触した
まま移動（摺動又は転動）しやすくなっている。
【００４７】
　誘導レール１００は、遊技球発射ハンドル４１が遊技球を遊技領域ＰＥに到達させるこ
とができる程度に操作された場合に、すなわち遊技球発射ハンドル４１の操作量が第１の
規定量を超えた場合に、発射レール１１２から打ち出された遊技球が当該誘導レール１０
０の入口部分１０４、詳しくは外レール１０２において発射レール１１２の延長上に位置
する特定部位に着地するように形成されている。なお、外レール１０２は、その特定部位
における接線の向きが発射レール１１２のレール方向と略同一となるように形成されてい
る。発射された遊技球の移動方向と、特定部位の接線方向を揃えることにより、遊技球の
着地によって生じる衝撃を低減するとともに同遊技球の跳ね返りを抑え、誘導レール１０
０によるそれら遊技球の円滑な誘導を可能としている。
【００４８】
　同図５に示すように、誘導レール１００及び発射レール１１２は、同誘導レール１００
の入口部分１０４と発射レール１１２の先端部分とが遊技盤８０の下端縁を挟んで斜めに
対峙するように配置されている。つまり、それら両レール１００，１１２は、同誘導レー
ル１００の入口部分１０４と発射レール１１２の先端部分とが遊技盤８０の下端縁近傍に
て左右にずれるようにして配置されている。これにより両レール１００，１１２を遊技盤
８０の下端縁に近づけつつ、誘導レール１００の入口部分１０４と発射レール１１２との
間には所定間隔の隙間を形成している。
【００４９】
　このようにして形成された隙間よりも下側にはファール球通路５５が配設されている。
ファール球通路５５は前面扉１４の通路形成ユニット５０に一体成形されている。仮に遊
技球発射機構１１０から発射された遊技球が遊技領域ＰＥまで至らずファール球として誘
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導通路１０３内を逆戻りする場合には、それらファール球が上記隙間を介してファール球
通路５５内に入ることとなる。ファール球通路５５は前扉側下皿通路５２に通じており、
ファール球通路５５に入った遊技球は図１に示した下皿２９ａに排出される。これにより
、ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。
【００５０】
　樹脂ベース６０において発射レール１１２の左方（詳しくは前面扉１４を支持している
側）には樹脂ベース６０を前後方向に貫通する貫通孔が形成されており、この貫通孔に通
路形成部材１２１が配設されている。通路形成部材１２１は、樹脂ベース６０に対してネ
ジ止めされており、本体側上皿通路１２２と本体側下皿通路１２３とを有している。それ
ら本体側上皿通路１２２及び本体側下皿通路１２３の上流側は、後述する遊技球分配部に
通じている。また、通路形成部材１２１の下方には前面扉１４に取り付けられた通路形成
ユニット５０の受口部５３が入り込んでおり、本体側上皿通路１２２の下方には前扉側上
皿通路５１が配置され、本体側下皿通路１２３の下方には前扉側上皿通路５１が配置され
ている（図２参照）。
【００５１】
　樹脂ベース６０において通路形成部材１２１の下方には、本体側上皿通路１２２及び本
体側下皿通路１２３からの遊技球の流出を規制するシャッタ１２４が設けられている。シ
ャッタ１２４は、両通路の出口部分を狭め遊技球の流出を阻止する阻止位置と、遊技球の
流出を許容する許容位置との両位置に切り替え可能な状態で樹脂ベース６０によって支持
されている。また、樹脂ベース６０にはシャッタ１２４を阻止位置に向けて付勢する付勢
部材が取り付けられており、前面扉１４を内枠１３に対して開いた状態では付勢部材の付
勢力によってシャッタ１２４が阻止位置に留まる構成となっている。これにより、本体側
上皿通路１２２又は本体側下皿通路１２３に遊技球が貯留されている状態で前面扉１４を
開放した場合に、その貯留球がこぼれ落ちてしまうといった不都合が回避されている。こ
れに対し、前面扉１４を閉じた状態では、前面扉１４の通路形成ユニット５０に設けられ
た受口部５３により上記付勢力に抗してシャッタ１２４が許容位置に押し戻される。この
状態では、本体側上皿通路１２２及び前扉側上皿通路５１と、本体側下皿通路１２３及び
前扉側下皿通路５２とがそれぞれ連通し、遊技球の移動が許容されることとなる。
【００５２】
　次に、内枠１３（樹脂ベース６０及び遊技盤８０）の背面構成について説明する。樹脂
ベース６０の背面における回動基端側には、軸受け金具が取り付けられている。軸受け金
具には、上下に離間させて軸受け部が形成されており、これら軸受け部により内枠１３に
対して裏パックユニット１５が回動可能に取り付けられている。また、樹脂ベース６０の
背面には、裏パックユニット１５を内枠１３に固定するための固定レバー１３４が複数設
けられている。
【００５３】
　既に説明したように樹脂ベース６０における遊技盤収容部６１の底部分、すなわち上記
対向板部６２には樹脂ベース６０の厚さ方向に貫通し同樹脂ベース６０の背面側に開放さ
れた中央開口６４が形成されており、その中央開口６４が遊技盤収容部６１に収容された
遊技盤８０によって内枠１３の正面側から覆われている。遊技盤８０の背面には制御装置
等の各種構成が搭載されており、それら各種構成は中央開口６４を通じて内枠１３の背側
に露出した状態となっている。ここで、図７に基づき遊技盤８０の背面の構成について詳
細に説明する。図７は遊技盤８０を後方から見た斜視図である。
【００５４】
　遊技盤８０の背面には、可変表示ユニット８５を遊技盤８０に対して搭載する合成樹脂
製の台座部材１４１が固定されている。台座部材１４１は、遊技盤８０側に開放された略
箱状をなしており遊技盤８０の背面のほぼ全域を覆っている。台座部材１４１の一部は樹
脂ベース６０の中央開口６４を通じて同樹脂ベース６０の背面側に突出しており、その突
出した部分に対して上述した図柄表示装置９４と、その図柄表示装置９４を駆動するため
の表示制御装置とが取り付けられている。これら図柄表示装置９４及び表示制御装置は前
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後方向（樹脂ベース６０の厚さ方向）に図柄表示装置が前側且つ表示制御装置が後側とな
るように重ねて配置されている。さらに、遊技盤８０には、表示制御装置の後方に位置す
るようにして音声ランプ制御装置ユニット１４２が搭載されている。音声ランプ制御装置
ユニット１４２は、音声ランプ制御装置１４３と、取付台１４４とを具備する構成となっ
ており、取付台１４４上に音声ランプ制御装置１４３が装着されている。
【００５５】
　音声ランプ制御装置１４３は、後述する主制御装置からの指示に従い音声やランプ表示
、及び表示制御装置の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基
板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１４５に収容されて構成されている。
【００５６】
　音声ランプ制御装置ユニット１４２の下方には、台座部材１４１を後方から覆うように
して主制御装置ユニット１６０が設けられている。主制御装置ユニット１６０は、遊技盤
８０の背面に固定された合成樹脂製の取付台１７０と、その取付台１７０に搭載された主
制御装置１８０とを有している。主制御装置１８０は、遊技の主たる制御を司る機能（主
制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具備してお
り、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックスに収容されて構成されている
。
【００５７】
　台座部材１４１において遊技盤８０の背面と対向している部分には、前記一般入賞口８
１，可変入賞装置８２，上作動口８３ａ，下作動口８３ｂの遊技盤開口部に対応し且つ下
流側で１カ所に集合する回収通路が形成されている。これにより、一般入賞口８１等に入
賞した遊技球は何れも回収通路を介して遊技盤８０の下方に集合する構成となっている。
つまり、台座部材１４１には各種入賞口に入賞した遊技球を回収する機能が付与されてい
る。
【００５８】
　遊技盤８０の下方には後述する排出通路が配されており、回収通路によって遊技盤８０
の下方に集合した遊技球は排出通路内に導出される。なお、アウト口８６についても同様
に排出通路に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球はアウト口８６を介し
て排出通路内に導出される。
【００５９】
　また、上記回収通路には、遊技盤８０表側の一般入賞口８１に入賞した遊技球を検知す
る入賞口スイッチと、可変入賞装置８２に入賞した遊技球を検知するカウントスイッチと
、作動口８３ａ，８３ｂに入った遊技球を検知する作動口スイッチとが装着されており、
それら各種スイッチによって入賞検知機構が構成されている。更に、台座部材１４１にお
いて可変表示ユニット８５の左右両側には、スルーゲート８４を通過する遊技球を検知す
るゲートスイッチが設けられている。これら各種スイッチは主制御装置１８０に対して電
気的に接続されており、各スイッチによる検知情報が同主制御装置１８０に出力される構
成となっている。
【００６０】
　次に、図３，図８及び図９に基づき裏パックユニット１５について説明する。図８はパ
チンコ機１０の背面図、図９は裏パックユニット１５の正面図である。
【００６１】
　図８に示すように、内枠１３は裏パックユニット１５によって後方から覆われている。
裏パックユニット１５は、裏パック２０１を備えており、当該裏パック２０１に対して、
払出機構部２０２、排出通路盤及び制御装置集合ユニット２０４が取り付けられている。
【００６２】
　裏パック２０１は透明性を有する合成樹脂により成形されており、図１１に示すように
払出機構部２０２などが取り付けられるベース部２１１と、パチンコ機１０後方に突出し
略直方体形状をなす保護カバー部２１２とを有する。保護カバー部２１２は左右側面及び
上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット８５
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を囲むのに十分な大きさを有する（図８参照）。
【００６３】
　ベース部２１１には、その右上部に外部端子板（図示略）が設けられている。外部端子
板には各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管理
制御装置に対して各種信号が出力される。また、ベース部２１１にはパチンコ機１０後方
からみて右端部に上下一対の掛止ピン２１４が設けられており、掛止ピン２１４を内枠１
３に設けられた前記軸受け部１３３に挿通させることで、裏パックユニット１５が内枠１
３に対して回動可能に支持されている。ベース部２１１には、内枠１３に設けられた固定
レバー１３４が挿通される複数の挿通部２１５が形成されており、固定レバー１３４が挿
通部２１５に挿通された状態にてベース部２１１に後方から当接することにより内枠１３
に対して裏パックユニット１５が固定されている。
【００６４】
　ベース部２１１には、保護カバー部２１２を迂回するようにして払出機構部２０２が配
設されている。払出機構部２０２には、裏パック２０１の最上部に配されているとともに
上方に開口したタンク２２１が設けられており、遊技ホールの島設備から供給される遊技
球がそのタンク２２１に逐次補給される。タンク２２１の下方には、下流側に向けて緩や
かに傾斜するタンクレール２２２が連結され、タンクレール２２２の下流側には上下方向
に延びるケースレール２２３が連結されている。ケースレール２２３の最下流部には払出
装置２２４が設けられている。払出装置２２４より払い出された遊技球は、当該払出装置
２２４の下流側に設けられた図示しない払出通路を通じて、裏パック２０１のベース部２
１１に設けられた遊技球分配部２２５に供給される。
【００６５】
　遊技球分配部２２５は、払出装置２２４より払い出された遊技球を上皿２８ａ、下皿２
９ａ又は後述する排出通路の何れかに振り分けるための機能を有し、内側の開口部が上述
した本体側上皿通路１２２及び前扉側上皿通路５１を介して上皿２８ａに通じ、外側の開
口部が本体側下皿通路１２３及び前扉側下皿通路５２を介して下皿２９ａに通じるように
形成されている（図２及び図３参照）。
【００６６】
　ベース部２１１の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤及び制御
装置集合ユニット２０４が取り付けられている。排出通路盤には、制御装置集合ユニット
２０４と対向する面に後方に開放された排出通路が形成されており、当該排出通路の開放
部は制御装置集合ユニット２０４によって塞がれている。排出通路は、遊技ホールの島設
備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した回収通路等から排出通路に導出
された遊技球は当該排出通路を通ることでパチンコ機１０外部に排出される。
【００６７】
　図９に示すように、制御装置集合ユニット２０４は、横長形状をなす取付台２４１を有
し、取付台２４１に払出制御装置２４２と電源・発射制御装置２４３とが搭載されている
。これら払出制御装置２４２と電源・発射制御装置２４３とは、払出制御装置２４２がパ
チンコ機１０後方となるように前後に重ねて配置されている。
【００６８】
　払出制御装置２４２においては基板ボックス２４４内に払出装置２２４を制御する払出
制御基板が収容されており、当該払出制御基板に設けられた状態復帰スイッチ２４５が基
板ボックス２４４外に突出している。例えば、払出装置２２４における球詰まり等、払出
エラーの発生時において状態復帰スイッチ２４５が押されると、球詰まりの解消が図られ
るようになっている。
【００６９】
　電源・発射制御装置２４３は、基板ボックス２４６内に電源・発射制御基板が収容され
ており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され、さ
らに遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われ
る。また、電源・発射制御装置２４３にはＲＡＭ消去スイッチ２４７が設けられている。
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本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際でも
停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるようになって
いる。したがって、例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を遮断す
ると遮断前の状態が記憶保持されるが、ＲＡＭ消去スイッチ２４７を押しながら電源を投
入すると、ＲＡＭデータが初期化されるようになっている。
【００７０】
　＜主制御装置１８０の構成＞
　次に、主制御装置１８０の構成を図１０～図１３に基づいて詳細に説明する。図１０は
主制御装置１８０の正面図、図１１は主制御装置１８０を表側から見た斜視図、図１２及
び図１３は主制御装置１８０の分解斜視図である。
【００７１】
　図１０に示すように、主制御装置１８０は、横長の板状をなす主制御基板３１０と同主
制御基板３１０の長手方向と同一方向に長い横長四角箱状の基板ボックス３２０とを備え
ており、当該基板ボックス３２０によって区画形成された内部空間に主制御基板３１０が
収容されてなる。
【００７２】
　主制御基板３１０は、主たる制御を司るＭＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊
技の進行に応じた必要なデータを記憶するＲＡＭ等を備えている。本実施の形態において
は、これらＭＰＵ等が１チップ化されてなるＭＰＵチップ３１１が同主制御基板３１０に
着脱可能な状態で取付られている。また、詳細な説明は省略するが、主制御基板３１０に
は上記ＭＰＵチップ３１１以外にも、入出力ドライバ用ＩＣチップ，ラッチ用ＩＣチップ
，コンデンサ，抵抗などの各種素子や、複数のコネクタ３１２が搭載されている（図１２
参照）。
【００７３】
　主制御基板３１０においては、ＭＰＵチップ３１１を除く上記各種構成が全て同一の板
面上に搭載されており、その逆側の板面にて半田付けされている。つまり、主制御基板３
１０は、一方の板面が素子搭載面３１５となっており、他方の板面が半田面３１６となっ
ている。なお、半田面３１６とは、素子搭載面３１５に搭載される各種素子の半田付け部
分が設けられる面であるが、当該半田面に対して回路パターンが形成されていてもよい。
【００７４】
　図１１に示すように基板ボックス３２０は、複数のボックス構成体として、表側構成体
（ボックスカバー）３５０と裏側構成体（ボックスベース）４５０とを有しており、それ
ら両構成体３５０，４５０が相互に組み合わされてなる。これら表側構成体３５０及び裏
側構成体４５０は、基板ボックス３２０内に収容された主制御基板３１０の素子搭載面３
１５及び半田面３１６を基板ボックス３２０外から視認可能となるように透明性を有する
材料によって形成されている。具体的には、無色透明のポリカーボネート樹脂により形成
されているが、形成材料はこれに限定されることなく、アクリル樹脂等であってもよい。
【００７５】
　表側構成体３５０は、図１２及び図１３に示すように、表側構成体３５０の周縁を規定
する表側周縁部３５１と、当該表側周縁部３５１から一方に膨出するようにして形成され
た膨出部３５２とが一体形成されてなり、主制御基板３１０側に開放された略矩形箱状を
なしている。
【００７６】
　膨出部３５２は主制御基板３１０に対向する平面部３５３と同平面部３５３から起立す
るとともに主制御基板３１０を囲む周壁部３５６とを有してなり、同膨出部３５２によっ
て主制御基板３１０を収容する収容空間の一部が区画形成されている。なお、詳細な説明
は省略するが、表側周縁部３５１には主制御基板３１０に設けられたコネクタ３１２を基
板ボックス３２０外に露出させるための開口部や、放熱用の開口部等が形成されている。
【００７７】
　表側構成体３５０にはその背面側から主制御基板３１０がネジ止めされている。なお、
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表側構成体３５０への主制御基板３１０の固定は主制御基板３１０の半田面側から行われ
ており、主制御基板３１０の素子搭載面３１５に搭載された各種素子が主制御基板３１０
と表側構成体３５０との間の領域内に収容されている。
【００７８】
　主制御基板３１０が一体化された表側構成体３５０に対して、裏側構成体４５０が固定
されている。裏側構成体４５０は、図１２に示すように、正面視で四角形状、具体的には
長方形状をなす略板状に形成されており、平面状に形成された平面部４５１と、当該平面
部４５１の周縁を囲むようにして形成された裏側周縁部４５２とが一体形成されてなる。
【００７９】
　表側構成体３５０に対してその裏面側から裏側構成体４５０を固定することにより、表
側構成体３５０の表側周縁部３５１と裏側構成体４５０の裏側周縁部４５２とが重なり、
膨出部３５２の裏面側への開放部分が裏側構成体４５０の平面部４５１により塞がれてい
る。この場合、主制御基板３１０の半田面３１６は、裏側構成体４５０によって覆われる
こととなる。つまり、主制御基板３１０の素子搭載面３１５はその全体が表側構成体３５
０と対向しており、主制御基板３１０の半田面３１６はその全体が裏側構成体４５０と対
向している。上記構成の主制御装置１８０は、表側構成体３５０の表面がパチンコ機１０
後方を向くようにして搭載されている（図７及び図８参照）。
【００８０】
　次に、表側構成体３５０と裏側構成体４５０との固定に係る構成について説明する。両
構成体３５０，４５０の固定に係る構成としては、両構成体３５０，４５０の相対変位を
特定の規制方向のみに規制する規制手段と、当該規制方向への相対変位を妨げるようにし
て両構成体３５０，４５０を相互に固定する固定手段とが採用されている。
【００８１】
　先ず、規制手段について詳細に説明する。
【００８２】
　図１３の部分拡大図に示すように、表側構成体３５０には、規制手段としてフック部３
５５が一体形成されている。フック部３５５は表側周縁部３５１の両長辺部（具体的には
、上縁部及び下縁部）にそれぞれ配設されており、それら長辺部に沿って延びている。ま
た、それらフック部３５５は、裏側構成体４５０側に向けて起立しており、各フック部３
５５において自由端側となる部位（先端部分）が他方のフック部３５５とは反対側に向け
て折れ曲がっている。
【００８３】
　裏側構成体４５０（詳しくは平面部４５１）の上下の各長辺部には、上記フック部３５
５とともに規制手段を構成する溝部４５３が形成されている（図１２参照）。各溝部４５
３は、平面部４５１の各長辺に沿って延びているとともに表側構成体３５０側に開放され
ており、その開放部分を通じてフック部３５５の先端部分が同溝部４５３内に嵌まってい
る。
【００８４】
　これら開放部分には、フック部３５５の先端部分に対して表側構成体３５０側から当接
する当接部４５４が形成されており、溝部４５３に嵌まったフック部３５５はこれら当接
部４５４によって溝部４５３からの脱落が抑えられた状態で同溝部４５３内を摺動可能と
なっている。
【００８５】
　溝部４５３における一方の端部（すなわち裏側構成体４５０の一方の短辺部）には、他
方の短部（他方の短辺部）とは反対側に開放された入口部４５３ａが形成されており、こ
の入口部４５３ａを通じてフック部３５５が挿入又は離脱可能となっている。例えば表側
構成体３５０のフック部３５５を上記入口部４５３ａに挿入してそのまま表側構成体３５
０を同挿入方向（上記規制方向）へスライドさせることで、両構成体３５０，４５０を組
み合わせることができる。
【００８６】
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　裏側構成体４５０（詳しくは平面部４５１）において入口部４５３ａが形成されている
側とは反対側の短辺部には、同短辺部から起立し、表側構成体３５０の膨出部３５２（詳
しくは周壁部３５４）に対向する対向壁部４５５が設けられている。上述した溝部４５３
に沿って表側構成体３５０を組み合わせ側にスライド（相対変位）させた場合には、表側
構成体３５０が対向壁部４５５に当接する位置へ到達することで、同方向へのそれ以上の
移動が阻止されることとなる。
【００８７】
　また、対向壁部４５５の外周縁には他方の短辺側に起立する起立壁部４５６が形成され
ており、これら対向壁部４５５及び起立壁部４５６によって膨出部３５２の一側部を囲む
囲み部４５７が構成されている。両構成体３５０，４５０の組み合わせが完了した状態で
は、この囲み部４５７に対して膨出部３５２が嵌まる。これにより、同囲み部４５７によ
って上記規制方向と交差する方向への両構成体３５０，４５０の相対変位が規制されるこ
ととなる。つまり、囲み部４５７を有する構成とすることにより、溝部４５３やフック部
３５５に生じる負荷を分散させることが可能となっている。
【００８８】
　基板ボックス３２０において対向壁部４５５が設けられている側の端部には、両構成体
３５０，４５０を相互に固定する固定手段３３０が設けられている（図１１参照）。固定
手段３３０は、基板ボックス３２０において上記内部空間を区画形成している本体部３２
１から側方（主制御基板３１０とは反対側）に突出しており、同固定手段３３０によって
主制御基板３１０が見えづらくなることが回避されている。
【００８９】
　＜固定手段３３０＞
　固定手段３３０については、主制御基板３１０を基板ボックス３２０内に封印する封印
手段としての機能が付与されている。つまり、固定手段３３０によって表側構成体３５０
と裏側構成体４５０とが開封不能に固定される。固定手段３３０を用いて封印を施すこと
で、主制御基板３１０に対する不正なアクセス等が抑制される。
【００９０】
　固定手段３３０は、個別に設けられた第１固定手段３３０Ａ及び第２固定手段３３０Ｂ
を有してなり、それら各固定手段３３０Ａ，３３０Ｂによる封印をそれぞれ解除すること
により基板ボックス３２０が開封され、両構成体３５０，４５０の分離が許容されること
となる。本実施の形態においては特に、各固定手段３３０Ａ，３３０Ｂに異なる固定手法
が適用されている。そこで以下、図１４及び図１５を参照して第１固定手段３３０Ａにつ
いて説明し、その後第２固定手段３３０Ｂについて説明する。図１４（ａ）は基板ボック
ス３２０を一部破断して示す部分破断図、図１４（ｂ）は図１４（ａ）のＡ線矢視図、図
１５は固定手段３３０の分解斜視図である。
【００９１】
　＜第１固定手段３３０Ａ＞
　図１４に示すように、第１固定手段３３０Ａは、表側構成体３５０に設けられた表側固
定部３３１と、裏側構成体４５０に設けられた裏側固定部３３２とによって構成されてい
る。
【００９２】
　表側固定部３３１は、周壁部３５４において裏側構成体４５０の対向壁部４５５（図１
２参照）に対向している側の壁部に一体的に設けられている。表側固定部３３１は、周壁
部３５４に一体形成され、同周壁部３５４から上記規制方向と同じ方向（側方）に延設さ
れたアーム部３６１，３６２を有している。アーム部３６１，３６２の先端部分には、表
側係止金具３７０を搭載する台座部３６３が、それら各アーム部３６１，３６２に跨るよ
うにして形成されている。この台座部３６３に対して表側係止金具３７０がネジ止めされ
ることにより同表側係止金具３７０が表側構成体３５０に対して一体化されている。この
ように、アーム部３６１，３６２及び台座部３６３に、表側構成体３５０と表側係止金具
３７０とを連結する機能が付与されている点に着目すれば、これらアーム部３６１，３６
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２等を「連結部」と称することも可能である。
【００９３】
　裏側構成体４５０の対向壁部４５５には、表側固定部３３１に対応する開口部４５８が
形成されている。開口部４５８は、対向壁部４５５の厚さ方向に貫通するとともに表側固
定部３３１の通過を許容する大きさに形成されており、同開口部４５８を通じて表側固定
部３３１が基板ボックス３２０の本体部３２１とは反対側に突出しているとともに表側構
成体３５０の周壁部３５４によって本体部３２１側から塞がれている（図１４参照）。
【００９４】
　より具体的には、開口部４５８からアーム部３６１，３６２が突出することで、台座部
３６３及び表側係止金具３７０が囲み部４５７の外側に張り出した状態となっている。こ
のように表側固定部３３１において開口部４５８から囲み部４５７外に張り出している部
分が上記裏側固定部３３２によって覆われている。
【００９５】
　裏側固定部３３２は、表側固定部３３１を収容する収容部４６１を有している。図１５
に示すように、収容部４６１は、対向壁部４５５に一体成形されており、開口部４５８側
に開放された略箱状をなしている。つまり、収容部４６１は開口部４５８と連通しており
、同開口部４５８を通じた当該収容部４６１内への表側固定部３３１の移動を許容してい
る。収容部４６１の内部には、表側固定部３３１の表側係止金具３７０に対応する裏側係
止金具４７０が配設されている。
【００９６】
　再び図１４を参照して説明すれば、収容部４６１において開口部４５８側を向いた奥壁
部４６２にはボス４６２ａが形成されており、このボス４６２ａに対して裏側係止金具４
７０が同収容部４６１の内側からネジ止めされている。これらネジ４６３及びボス４６２
ａに関しても同収容部４６１内に収容されることで、同収容部４６１外からのネジ４６３
等へのアクセスが制限されている。
【００９７】
　ボス４６２ａは、収容部４６１において開口部４５８側を向いた奥壁部から起立してお
り、その先端部分（ネジ穴が形成されている部分）が同開口部４５８側に開放されている
。両構成体３５０，４５０が分離されている状態にて裏側係止金具４７０を着脱する際に
は、開口部４５８を通じて挿入された工具を用いることで同着脱作業を容易に行うことが
できるが、それら構成体３５０，４５０が組み合わされて表側係止金具３７０と裏側係止
金具４７０とが係止状態となった場合には、上記台座部３６３等がネジ４６３の取り外し
経路上に位置することとなる。このため、両係止金具３７０，４７０が一端係止状態とな
った後は、それら係止金具３７０，４７０を取り外して係止状態を解除することが困難と
なる。
【００９８】
　ここで、各係止金具３７０，４７０の構成について補足説明する。図１５に示すように
、表側係止金具３７０は、複数の金具が組み合わされてなり、全体として略箱状をなして
いる。表側係止金具３７０において本体部３２１とは反対側（すなわち収容部４６１の奥
側）を向いている部分の略中央には裏側係止金具４７０側に開放された開放部３７１が設
けられており、同開放部３７１を通じて、裏側係止金具４７０が表側係止金具３７０内に
嵌まっている。
【００９９】
　裏側係止金具４７０は、上記ボス４６２ａにネジ止めされているベース部４７１と、同
ベース部４７１の両端部分をボス４６２ａ側（開放部３７１側）に折り曲げて形成された
折曲部４７２とを有しており、開放部３７１とは反対側に凸となる略コ字状をなしている
。より具体的には、裏側係止金具４７０は、金属製の長板をその長手方向に３等分となる
位置で折り曲げることで、その中央部分（ベース部４７１）が開放部３７１を通過可能と
なるように同開放部３７１よりも小さく形成されている。
【０１００】



(17) JP 2015-71112 A 2015.4.16

10

20

30

40

50

　折曲部４７２は、それら折曲部４７２の先端部分が表側係止金具３７０の内側から同表
側係止金具３７０において開放部３７１を挟んだ両側部分（以下便宜上、ストッパ部３７
２，３７３と称する）に対向している。これにより裏側係止金具４７０が表側係止金具３
７０の開放部３７１を通過して同表側係止金具３７０から離脱することが回避され、両係
止金具３７０，４７０が係止状態となっている。
【０１０１】
　特に、ベース部４７１及び折曲部４７２に跨る裏側係止金具４７０の全長は、折曲部４
７２の並設方向における表側係止金具３７０の内幅よりも大きく設定されている。これに
より、裏側係止金具４７０が表側係止金具３７０内で完全に開ききること（すなわち折曲
部４７２の折り曲げ角度が０°となること）が回避されている。つまり、仮に両係止金具
３７０，４７０が上記係止状態となっている場合に表側構成体３５０と裏側構成体４５０
とが分離方向へ引っ張られる等したとしても、裏側係止金具４７０が逆側に凸となるよう
に変形して開放部３７１を通過可能となる大きさになることで裏側係止金具４７０が表側
係止金具３７０から離脱して係止状態が解除されることを抑制できる。
【０１０２】
　また、折曲部４７２はボス４６２ａを挟んで対峙しており、同折曲部４７２の先端部分
における間隔寸法が同折曲部４７２の基端部分における間隔寸法よりも大きく設定されて
いる。つまり、本体部３２１とは反対側に拡がっている。そして、折曲部４７２とボス４
６２ａとの間には、同折曲部４７２がベース部４７１を基端として撓み変形した場合の動
作スペースが確保されている。
【０１０３】
　ここで、図１６を参照して表側構成体３５０及び裏側構成体４５０とを組み合わせる際
の係止状態への移行動作について説明する。図１６は第１固定手段３３０Ａの動きを示す
動作説明図であり、両構成体３５０，４５０の組み合わせ操作（スライド操作）に基づい
て図１６（ａ）→図１６（ｂ）→図１６（ｃ）の順に動作する。なお、表側構成体３５０
と裏側構成体４５０とは、溝部４５３等によって定められた上記規制方向への相対移動に
よって組み合わされるが、この際、表側構成体３５０に対して裏側構成体４５０をスライ
ドさせた場合と、裏側構成体４５０に対して表側構成体３５０をスライドさせた場合とで
は実質的に同一の結果となる。そこで以下の説明では、裏側構成体４５０に対して表側構
成体３５０をスライドさせた場合について例示する。
【０１０４】
　表側構成体３５０のフック部３５５を裏側構成体４５０における溝部４５３の入口部４
５３ａから挿入し、同表側構成体３５０を溝部４５３に沿って対向壁部４５５側へスライ
ドさせることにより、表側固定部３３１が裏側固定部３３２に向けて移動する（図１６（
ａ）参照）。継続して表側構成体３５０をスライドさせることにより、表側固定部３３１
が開口部４５８を通じて裏側固定部３３２内へと進入し、その後、表側係止金具３７０の
開放部３７１を通じて同表側係止金具３７０内へ裏側係止金具４７０のベース部４７１が
進入する。
【０１０５】
　さらに表側構成体３５０のスライド操作が継続されることにより表側係止金具３７０に
おける開放部３７１の縁部が裏側係止金具４７０の折曲部４７２に当たると、同表側構成
体３５０の押し込みに伴って、折曲部４７２が互いに近づく側（ボス４６２ａ側）に撓み
変形する。つまり、裏側係止金具４７０が開口部４５８に対応する大きさとなるように変
形して、同裏側係止金具４７０の表側係止金具３７０内への移動が許容される。
【０１０６】
　そして、図１６（ｃ）に示すように、表側構成体３５０が組み合わせ完了位置へ到達す
ることにより裏側係止金具４７０が表側係止金具３７０内に収容されると、開放部３７１
の縁部と裏側係止金具４７０の折曲部４７２との接触が解除され、裏側係止金具４７０の
折曲部４７２が自身の弾性力によって元の状態に復帰する。これにより、ストッパ部３７
２，３７３に対して折曲部４７２の先端部分が対向することで表側係止金具３７０と裏側
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係止金具４７０とが係止状態となり、表側構成体３５０及び裏側構成体４５０が固定され
る。つまり、主制御基板３１０が基板ボックス３２０内に封印された状態となる。
【０１０７】
　＜第１固定手段３３０Ａの封印解除に関する構成＞
　次に、再び図１４及び図１５を参照して、両係止金具３７０，４７０による係止状態を
解除する場合に利用される構成、すなわち第１固定手段３３０Ａによる封印状態を解除す
る場合に利用される構成について説明する。
【０１０８】
　収容部４６１において対向壁部４５５と繋がっている部分には、収容部４６１の内外に
貫通する複数のスリット４６４が形成されており、収容部４６１の強度が部分的に弱くな
るように設定されている。言い換えれば、スリット４６４間の肉部分（以下、繋ぎ部４６
５，４６６と称する）を介して収容部４６１と対向壁部４５５とが繋がっている。各繋ぎ
部４６５，４６６は表側固定部３３１のアーム部３６１，３６２に対して外側から重なる
位置に配されており、カッターやニッパ等の工具を用いて繋ぎ部４６５，４６６ごとアー
ム部３６１，３６２を切断することにより、第１固定手段３３０Ａの主要部分が基板ボッ
クス３２０から分離されることとなる。つまり、上記表側係止金具３７０と裏側係止金具
４７０との係止状態そのものを解除するのではなく、それら係止金具３７０，４７０を含
んだ固定部３３１，３３２を基板ボックス３２０から分離することにより、両構成体３５
０，４５０の固定が解除される。これにより、基板ボックス３２０が開封されることとな
る。
【０１０９】
　このように、第１固定手段３３０Ａによる封印を解除した場合には、基板ボックス３２
０に破壊の痕跡（開封痕跡）が残存することとなり、事後的に基板ボックス３２０の開封
がなされたことを確認可能となっている。第１固定手段３３０Ａに開封痕跡を残存させる
機能が付与されている点に着目すれば、第１固定手段３３０Ａ（特に繋ぎ部４６５，４６
６）を「第１痕跡手段」と称することも可能である。
【０１１０】
　特に、上述したスリット４６４（繋ぎ部４６５，４６６）は、係止金具３７０，４７０
の係止状態を解除したり、収容部４６１の繋ぎ部４６５，４６６以外の部分を破壊する等
して第１固定手段３３０Ａを基板ボックス３２０から分離したりして基板ボックス３２０
を開封させるよりも同開封作業が容易となるように形成されている。
【０１１１】
　また、スリット４６４は、同スリット４６４よりも上記台座部３６３や表側係止金具３
７０のほうが収容部４６１の奥側に位置するように配されている。これにより、同スリッ
ト４６４を通じてワイヤ等の不正具が挿入された場合であっても、同不正具が係止部位へ
到達することを困難なものとし、防犯機能の低下を好適に抑制している。
【０１１２】
　以上詳述した第１固定手段３３０Ａは、基板ボックス３２０の各長辺部寄りとなる位置
、すなわち各溝部４５３寄りとなる位置にそれぞれ配置されており、封印機能の向上が図
られている。それら両第１固定手段３３０Ａによって挟まれた位置に上記第２固定手段３
３０Ｂが配置されている（図１０参照）。第１固定手段３３０Ａにおいては目視によって
開封事実の確認を可能としたが、第２固定手段３３０Ｂについては目視による開封事実の
確認機能に加え、目視以外の方法による開封事実の確認機能が付与されている。以下、図
１５及び図１７に基づき第２固定手段３３０Ｂについて説明する。図１７は、第２固定手
段３３０Ｂ及びそれに関連する構成を示す基板ボックス３２０の拡大斜視図である。なお
、同図１７においては便宜上、後述する破壊手段及びカバー体を基板ボックス３２０から
取り外した状態を示している。
【０１１３】
　＜第２固定手段３３０Ｂ＞
　図１５に示すように、第２固定手段３３０Ｂは、両構成体３５０，４５０に跨るように
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して貼り付けられることでそれら構成体３５０，４５０を結合する封印シールと、同封印
シールの貼付部位を構成する貼付ベース３４１とを有している。
【０１１４】
　貼付ベース３４１は、表側構成体３５０の短辺部（詳しくは周壁部３５４）から突出す
る表側貼付ベース部３８１と、裏側構成体４５０の短辺部（詳しくは対向壁部４５５）か
ら突出する裏側貼付ベース部４８１とを有してなる。対向壁部４５５には裏側貼付ベース
部４８１に並べて挿通孔４５９が形成されており、表側構成体３５０及び裏側構成体４５
０が組み合わされた状態においては、同挿通孔４５９に挿通された表側貼付ベース部３８
１と裏側貼付ベース部４８１とが両構成体３５０，４５０の並設方向に重なりあっている
（相対向している）。
【０１１５】
　このように表側貼付ベース部３８１と裏側貼付ベース部４８１との重なり合うことで略
直方体形状の上記貼付ベース３４１が構成され、貼付ベース３４１の表面には封印シール
を貼り付けるための貼付領域３４２が形成されている。
【０１１６】
　貼付領域３４２は、表側貼付ベース部３８１により構成される表面領域３４３と、裏側
貼付ベース部４８１により構成される裏面領域３４４と、表側貼付ベース部３８１及び裏
側貼付ベース部４８１の両方により構成され、それぞれコーナー部を介して表面領域３４
３及び裏面領域３４４の両方に連続しこれら表面領域３４３及び裏面領域３４４の間に介
在する側面領域３４５と、を備えている。これら表面領域３４３、裏面領域３４４及び側
面領域３４５は平面状に形成されている。
【０１１７】
　側面領域３４５は上記のとおり表側貼付ベース部３８１及び裏側貼付ベース部４８１の
両方により構成されている。このため、当該側面領域３４５には両貼付ベース部３８１，
４８１の境界ＢＬが存在している。ここで、当該境界ＢＬが生じる構成について詳細に説
明する。
【０１１８】
　図１５に示すように、表側貼付ベース部３８１は、表面領域３４３及び側面領域３４５
の一部を構成する表側貼付用板部３８２を備えているとともに、当該表側貼付用板部３８
２を間に挟むようにして形成された一対の表側対向板部３８３，３８４を備えている。
【０１１９】
　一方、裏側貼付ベース部４８１は、裏面領域３４４を構成する裏側貼付用板部４８２を
備えているとともに、当該裏側貼付用板部４８２において裏面領域３４４側とは反対側か
ら表側貼付用板部３８２側に向けて突出した台座部４８５を備えている。台座部４８５は
、裏側貼付用板部４８２を間に挟むようにして形成された一対の裏側対向板部４８３，４
８４間に亘って形成されている。台座部４８５の突出側の端面は表側貼付用板部３８２に
おいて表面領域３４３側とは反対側の面に近接している。但し、両者は当接しておらず、
所定の隙間をへだてて対峙している。
【０１２０】
　台座部４８５における基板ボックス３２０外側の側面は、表側貼付用板部３８２の突出
側の端面に対して、上記所定の隙間を挟んで同一面上に位置しており、これら側面及び端
面により上記側面領域３４５が形成されている。また、上記所定の隙間によって台座部４
８５と表側貼付用板部３８２との間には所定の空間が形成されているとともに、当該空間
は側面領域３４５上における台座部４８５と表側貼付用板部３８２との境界ＢＬによって
側方に開放されている。なお、同境界ＢＬは各対向板部３８３，３８４の並設方向に延び
ている。
【０１２１】
　両構成体３５０，４５０の組み合わせが完了している状況では、図１７に示すように、
台座部４８５と表側貼付用板部３８２との間の空間が側面領域３４５の境界ＢＬを通じて
開放された状態となっている。
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【０１２２】
　また、図１５に示すように、台座部４８５には、表側貼付用板部３８２側に向けて開放
されたネジ孔４８６が複数形成されているとともに、表側貼付用板部３８２には各ネジ孔
４８６に連通する貫通孔３８６が形成されている。貫通孔３８６は対応するネジ孔４８６
に対して同一軸線上となるように配置されている。そして、表側貼付用板部３８２側から
貫通孔３８６に挿入されたネジ４１１が各ネジ孔４８６に対して螺着されることにより、
両貼付ベース部３８１，４８１の固定が行われている。このようにネジ４１１によって両
貼付ベース部３８１，４８１を固定することにより、両構成体３５０，４５０の相対変移
が規制されている。
【０１２３】
　上記のようにネジ固定が行われた貼付ベース３４１に対して、図１７に示すように、封
印シール５００が貼り付けられている。
【０１２４】
　ここで、封印シール５００について図１８及び図１９を用いて説明する。図１８（ａ）
は封印シール５００の正面図、図１８（ｂ）は封印シール５００の裏面図、図１９は封印
シール５００の断面図である。
【０１２５】
　封印シール５００は、図１８及び図１９に示すように、略矩形状のベースシート５０１
を備えており、ベースシート５０１の裏面には粘着剤が塗布されてなる粘着層５０２が設
けられている。粘着層５０２には電子タグ（又はＲＦＩＤタグ）としてのＩＣタグ５０３
が埋め込まれている。なお、図１９においては、粘着層５０２に剥離シート５０４が積層
されているが、当該剥離シート５０４は封印シール５００を基板ボックス３２０に貼り付
ける際に剥がされる。
【０１２６】
　ベースシート５０１はポリエステル系フィルムなどの可撓性樹脂フィルムにより形成さ
れており適度な脆性を有し、さらに溶剤や熱に対して反応性を有する。具体的には、粘着
層５０２を構成する粘着剤に対して溶解性を備えたトルエンなどがベースシート５０１に
塗布されると、ベースシート５０１は変色する。また、粘着層５０２の粘着力が低下する
温度（例えば、５０℃）以上の熱が加えられた場合にもベースシート５０１は変色する。
これにより、基板ボックス３２０の貼付領域３４２から封印シール５００を不正に剥がそ
うとして溶剤がかけられたり、熱が加えられたりした場合、ベースシート５０１が変色す
ることで当該不正行為の痕跡を残すことができる。
【０１２７】
　ベースシート５０１の表面には、図１８（ａ）に示すように、インク塗布部５０５、識
別番号部５０６及び機種情報部５０７が設けられている。インク塗布部５０５には、紫外
線などといった特定の波長の光が照射されることにより模様が表れる特殊インクが塗布さ
れている。識別番号部５０６には、複数の数字が記載されており、当該識別番号部５０６
に記載される数字はパチンコ機毎に異なっている。機種情報部５０７には、当該遊技機の
機種名や当該遊技機の製造メーカー名などが記載されている。
【０１２８】
　粘着層５０２の粘着剤は、従来の封印シールと同様に、一旦貼り付けされた後に剥がさ
れるとベースシート５０１から剥がれる程度の粘着力を有している。したがって、封印シ
ール５００が剥がされた場合には再度貼り付けすることが不可能なものであり、さらには
粘着層５０２の一部が貼付領域側に残ることとなる。よって、封印シール５００を不正に
剥がした痕跡を残すことができる。
【０１２９】
　ＩＣタグ５０３は、ＩＣチップ５１１及びアンテナ部材５１２を備えている。ＩＣチッ
プ５１１は集積回路として形成されるものであり、制御部及びメモリ領域を有する。メモ
リ領域は、データ書き換え不可な不揮発性メモリ（ＲＯＭ）により構成されており、その
記憶容量は例えば１２８ｂｉｔとなっている。メモリ領域には、識別情報としてのＩＤ情
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報が格納されている。具体的には、製造メーカ名（又は複数のメーカごとに付されたメー
カ固有番号）、遊技機固有のＩＤ番号が格納されている。ＩＣチップ５１１のメモリ領域
はデータ書き換え不可であるため、ＩＤ情報が不正に改ざんされる等の不都合が抑制でき
るようになっている。
【０１３０】
　アンテナ部材５１２は平面矩形状であって比較的薄い（例えば、１０～２００μｍ）長
尺状となっており、アルミや銅等の金属の導体箔として形成されている。アンテナ部材５
１２の長手方向（又は長さ方向）のほぼ中央には、ＩＣチップ５１１が配置されている。
かかるＩＣチップ５１１の配置は、例えば異方導電性フィルムや導電ペーストなどの接着
剤によって、ＩＣチップ５１１の図示しない電極をアンテナ部材５１２に固定することで
行われている。
【０１３１】
　アンテナ部材５１２においてＩＣチップ５１１が配置された位置には、アンテナ部材５
１２の表面から裏面に貫通させてスリット５１３が形成されている。スリット５１３は、
ＩＣチップ５１１からアンテナ部材５１２の長手方向に延びる第１スリット部５１４と、
ＩＣチップ５１１から上記長手方向に対して交差する方向、具体的には上記長手方向に直
交する方向に延び、アンテナ部材５１２の端部に達する第２スリット部５１５とからなり
、全体としてＬ字状に形成されている。スリット５１３は、ＩＣチップ５１１の内部に形
成されている容量素子と結合してＩＣチップ５１１とアンテナ部材５１２との間のインピ
ーダンスを整合させるマッチング回路を構成するインダクタとして機能する。この点、ス
リット５１３を整合用切り込みと称することができ、さらには当該スリット５１３が正常
に機能しないとＩＣタグ５０３において正常な通信が不可となる構成に鑑みると通信用整
合部又は不可状態発生部と称することができる。
【０１３２】
　また、アンテナ部材５１２は共振調整回路としての機能を有しており、アンテナ部材５
１２の長さ寸法は通信特性に重要な影響を与えるものである。最適なアンテナ部材５１２
の長さ寸法は動作条件により変わるが、アンテナ部材５１２の周囲が空気である場合には
、動作周波数のほぼ１／２波長が最適値となり、周囲が誘電体で覆われている場合には誘
電体による波長短縮効果があるので、最適長さ寸法はこれより短い大きさとなることが知
られている。本パチンコ機１０におけるアンテナ部材５１２の長さ寸法は、動作周波数が
一定周波数となるように、約５０ｍｍの大きさに設定されている。
【０１３３】
　ＩＣチップ５１１のＩＤ情報は、制御部によって呼び出されてアンテナ部材５１２から
電波として発信することができるように構成されており、アンテナ部材５１２から発信さ
れた電波を、リーダ装置で受信してＩＤ情報を読み取ることができるようになっている。
【０１３４】
　ＩＣタグ５０３（アンテナ部材５１２）は、図１８（ｂ）に示すように、ベースシート
５０１においてその一隅部側からその対角方向の隅部側に亘って斜めに配置されている。
この場合、長尺状のアンテナ部材５１２はその長手方向がベースシート５０１のすべての
辺方向と交差することとなる。
【０１３５】
　封印シール５００にはアンテナ用切り込み５１６が形成されている。アンテナ用切り込
み５１６はベースシート５０１の表面から粘着層５０２の表面まで貫通している。なお、
粘着層５０２の表面とは、封印シール５００の裏面側において露出している面であり、こ
の点、アンテナ用切り込み５１６は封印シール５００の表面から裏面まで貫通していると
も言える。
【０１３６】
　アンテナ用切り込み５１６は、アンテナ部材５１２の長手方向に対して直交する方向又
は略直交する方向に延びる直線状である。ちなみに、アンテナ部材５１２の長手方向に対
して直交する方向又は略直交する方向は、ベースシート５０１の全ての辺方向と交差する
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方向となる。
【０１３７】
　アンテナ用切り込み５１６は、アンテナ部材５１２の短手方向において当該アンテナ部
材５１２を間に挟むようにして形成されているとともに、各長辺部側において長手方向に
沿って等間隔となるように複数形成されている。各アンテナ用切り込み５１６は、ベース
シート５０１においてアンテナ部材５１２の配置されていない領域側を一端として、他端
側がアンテナ部材５１２の配置されている領域に若干かかる構成となっている。この場合
に、一方の長辺部側のアンテナ用切り込み５１６は他方の長辺部側のアンテナ用切り込み
５１６に対して短手方向に並ばないように形成されている。
【０１３８】
　複数のアンテナ用切り込み５１６の一部は、アンテナ部材５１２においてスリット５１
３が形成された領域に対しても隣接させて設けられている。この場合、一方の長辺部側に
おける一部のアンテナ用切り込み５１６が、アンテナ部材５１２においてスリット５１３
が形成された領域に対して隣接させて設けられているとともに、他方の長辺部側における
一部のアンテナ用切り込み５１６も、アンテナ部材５１２においてスリット５１３が形成
された領域に対して隣接させて設けられている。つまり、アンテナ用切り込み５１６は、
少なくともアンテナ部材５１２においてスリット５１３が形成された領域を間に挟むよう
にして形成されている。
【０１３９】
　封印シール５００の４隅には、ベースシート５０１の表面側から粘着層５０２の表面ま
で貫通する隅側切り込み５１７がそれぞれ形成されている。隅側切り込み５１７は、封印
シール５００の隅角に沿うようにしてＬ字状に形成されている。また、封印シール５００
の外縁には、外縁端部から内側に向けて多数の外縁切り込み５１８が形成されている。こ
れら外縁切り込み５１８は、内側から外側に向けて開くようにして鋭角のＶ字状となって
おり、さらに封印シール５００の外周に沿って等間隔で形成されている。
【０１４０】
　上記のようにアンテナ用切り込み５１６、隅側切り込み５１７及び外縁切り込み５１８
が形成されていることにより、封印シール５００を貼付領域３４２から剥がそうとすると
、ベースシート５０１に破れが生じたり、アンテナ部材５１２が切断されたりする。
【０１４１】
　具体的には、封印シール５００を貼付領域３４２から剥がす場合、剥がす力に伴う応力
が封印シール５００の隅側切り込み５１７や外縁切り込み５１８に集中するため、封印シ
ール５００の破壊が生じる。これにより、ホール管理者等にとっては、剥がした後の封印
シール５００が再貼付されている場合にはその破壊を目視確認することで上記不正開放の
事実を把握することが可能となる。
【０１４２】
　また、剥がす力に伴う応力がアンテナ用切り込み５１６の端部に集中することで、アン
テナ用切り込み５１６を介してベースシート５０１が破壊され、それに伴ってアンテナ部
材５１２が切断される。この場合、アンテナ部材５１２の長さ寸法が小さくなるため、通
信可能距離が短くなる。これにより、上記管理者にとっては、リーダ装置を用いた通信が
しづらい又は通信ができないことを確認することで、上記不正開放の事実を把握すること
ができる。
【０１４３】
　さらに、アンテナ用切り込み５１６は、少なくともアンテナ部材５１２においてスリッ
ト５１３が形成された領域を間に挟むようにして形成されており、貼付ベース３４１の上
記境界ＢＬを基準として表面領域３４３側及び裏面領域３４４側の両方にアンテナ用切り
込み５１６が配置されている。したがって、同境界ＢＬを全て露出させる際に、スリット
５１３が形成された箇所においてアンテナ部材５１２の切断又は破壊が生じることが期待
される。そうすると、インピーダンス整合が良好に行われなくなり、通信がしづらくなる
又は通信が不可となる。この場合、上記管理者にとっては、リーダ装置を用いた通信がし
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づらい又は通信ができないことを確認することで、上記不正開放の事実を把握することが
できる。
【０１４４】
　なお、アンテナ用切り込み５１６がアンテナ部材５１２において一方の長辺部側に形成
されているとともに他方の長辺部側に形成されていることにより、封印シール５００が剥
がされた場合にアンテナ用切り込み５１６を通じたスリット領域の破壊又は切断が生じ易
くなっている。
【０１４５】
　また、各アンテナ用切り込み５１６は、ベースシート５０１においてアンテナ部材５１
２の配置されていない領域側を一端として、他端側がアンテナ部材５１２の配置されてい
る領域に若干かかるように形成されている。これにより、アンテナ用切り込み５１６を通
じて封印シール５００が破れた場合には、その破れ領域は封印シール５００においてスリ
ット領域に容易に達するため、アンテナ用切り込み５１６を通じたスリット領域の破壊又
は切断が生じ易くなる。
【０１４６】
　また、アンテナ用切り込み５１６はベースシート５０１に形成されておりアンテナ部材
５１２には形成されていない。さらに、アンテナ部材５１２の一方の長辺部側に形成され
たアンテナ用切り込み５１６と他方の長辺部側に形成されたアンテナ用切り込み５１６と
がアンテナ部材５１２の幅方向に並ばないように形成されている。これにより、アンテナ
用切り込み５１６を通じてスリット領域が破壊又は切断され易くなるようにした構成にお
いて、封印シール５００を貼付領域３４２に正規に貼り付ける際に誤ってスリット領域が
破壊又は切断されてしまう可能性が低減される。
【０１４７】
　次に、封印シール５００の貼付位置に係る構成について図１７に加えて図２０を用いて
説明する。図２０（ａ）は貼付ベース３４１及びその周辺を概略化して示す側面図、図２
０（ｂ）は貼付領域３４２における封印シール５００の位置関係を説明するための説明図
である。なお、説明の便宜上、図２０においては、隅側切り込み５１７及び外縁切り込み
５１８を省略して示す。
【０１４８】
　図１７及び図２０（ｂ）に示すように、封印シール５００は貼付領域３４２に貼り付け
られている。この場合、貼付領域３４２において表面領域３４３、側面領域３４５及び裏
面領域３４４に亘って封印シール５００が配置されるように当該封印シール５００はコ字
状に曲げて貼り付けられている。封印シール５００により、表面領域３４３の略全体、側
面領域３４５の略全体及び裏面領域３４４の略全体が覆われている。したがって、表面領
域３４３に形成されている各貫通孔３８６の開口部及び裏面領域３４４に形成されている
各ネジ孔４８６の開口部が封印シール５００により覆われているとともに、側面領域３４
５における表側貼付ベース部３８１と裏側貼付ベース部４８１との境界ＢＬもその略全体
が封印シール５００により覆われている。つまり、封印シール５００は表側貼付ベース部
３８１及び裏側貼付ベース部４８１の境界ＢＬに跨って貼り付けられている。これにより
、基板ボックス３２０の開放操作が封印シール５００によって阻害される。よって、封印
シール５００において上記境界ＢＬに跨って貼り付けられている箇所を切断する又は封印
シール５００を剥がすことなく、基板ボックス３２０を開放することが困難になっている
。
【０１４９】
　封印シール５００においてアンテナ部材５１２は、既に説明したとおり、ベースシート
５０１においてその一隅部側からその対角方向の隅部側に亘って配置されているため、封
印シール５００と同様に、アンテナ部材５１２も表面領域３４３、側面領域３４５及び裏
面領域３４４に亘ってコ字状に曲げて配置されている。この場合、ＩＣタグ５０３のアン
テナ部材５１２が上記境界ＢＬを跨いでいるとともに、図２０（ｂ）に示すように、アン
テナ部材５１２においてインピーダンス整合用のスリット５１３のうち、アンテナ部材５
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１２の長手方向に延びる第１スリット部５１４が境界ＢＬを跨いでいる。これにより、境
界ＢＬに沿って封印シール５００が切断された場合には、アンテナ部材５１２において第
１スリット部５１４が形成された領域が切断され、ＩＣタグ５０３において正常な通信が
不可となる。
【０１５０】
　ここで、アンテナ部材５１２と貫通孔３８６との位置関係について説明する。
【０１５１】
　アンテナ部材５１２における長手方向の一方の端部は、図１７及び図２０（ｂ）に示す
ように、表面領域３４３における一の貫通孔３８６の開口部を跨いでいる。詳細には、ア
ンテナ部材５１２の短手方向の寸法は貫通孔３８６の開口部の孔径よりも小さくなってお
り、さらにアンテナ部材５１２が貫通孔３８６の開口部を挟んで当該開口部の周縁部を架
渡すように配置されている。このようにアンテナ部材５１２が配置されていることにより
、アンテナ部材５１２の端部は、ネジ４１１におけるネジ溝側とは反対側の端部と対峙し
ている。但し、ネジ４１１におけるネジ溝側とは反対側の端部が貫通孔３８６における軸
線方向の途中位置に配置されているため、ネジ４１１とアンテナ部材５１２とは接触して
いない。
【０１５２】
　アンテナ部材５１２において上記開口部を跨ぐ側の端部とは反対側の端部は、裏面領域
３４４における一のネジ孔４８６の開口部を跨いでいる。この場合に、ネジ４１１におけ
るネジ溝側の端部がネジ孔４８６における軸線方向の途中位置に配置されているため、ネ
ジ４１１とアンテナ部材５１２とは接触していない。
【０１５３】
　例えば、アンテナ部材５１２がネジ４１１に接触すると、設定された動作周波数（例え
ば、２．４５ＧＨｚ）が変化してしまい、アンテナ部材５１２を通じた通信が良好に行え
なくなるおそれがある。そうすると、ＩＣチップ５１１に記憶されたＩＤ情報をリーダ装
置により読み取ろうとしてもそれが行えないおそれがあるが、上記のようにアンテナ部材
５１２とネジ４１１とが接触していないことにより、上記不都合の発生が抑えられている
。
【０１５４】
　貼付ベース３４１には貼付領域３４２を区画するように囲み部３４６が形成されている
。つまり、貼付領域３４２は囲み部３４６によって囲まれている。そして、貼付領域３４
２に貼り付けられている封印シール５００の周縁はその全体が囲み部３４６に近接してい
る。これにより、封印シール５００を剥がそうとしても、その剥がし行為が困難なものと
なっている。
【０１５５】
　封印シール５００が囲み部３４６に近接していることにより、封印シール５００の貼り
付け作業に際しては、封印シール５００が囲み部３４６によって囲まれた領域内からはみ
出ないように貼り付けることで、アンテナ部材５１２とネジ孔４８６並びに貫通孔３８６
との位置関係、アンテナ部材５１２と境界ＢＬとの位置関係は、自ずと上記のような関係
となる。
【０１５６】
　また、図２０（ｂ）に示すように、囲み部３４６によって囲まれる領域は、封印シール
５００の面積よりも広くなっている。これにより、封印シール５００の貼り付け作業に際
しては、貼り付け位置に所定のゆとりが生まれ、貼り付け作業の作業性が向上されている
。この場合に、その貼り付け位置のゆとりは、アンテナ部材５１２と境界ＢＬとの位置関
係、アンテナ部材５１２と貫通孔３８６との上記位置関係及びアンテナ部材５１２とネジ
孔４８６との上記位置関係が、自ずと維持される範囲内で設定されている。
【０１５７】
　＜カバー部材５５０＞
　貼付領域３４２に貼り付けられた封印シール５００は、その周囲が破壊用部材を有する



(25) JP 2015-71112 A 2015.4.16

10

20

30

40

50

カバー部材５５０によって覆われている。以下、このカバー部材５５０について、図１５
及び図１７に加え、図２１を用いて説明する。図２１（ａ）は図１０のＡ－Ａ線部分断面
、図２１（ｂ）は図２１（ａ）のＢ線矢視図である。
【０１５８】
　カバー部材５５０は、無色透明の合成樹脂（具体的にはポリカーボネート樹脂）からな
り、当該カバー部材５５０を通じた上記封印シール５００の視認性が担保されている。但
し、カバー部材５５０は無色透明に限定されることはなく、カバー部材５５０外から封印
シール５００を目視確認できるようにする上では、封印シール５００を目視確認できる程
度の透明性を有していればよい。例えば有色透明とすることも可能である。また、カバー
部材５５０外から封印シール５００を目視確認することはできなくなるが、カバー部材５
５０を非透明に形成してもよい。この場合、カバー部材５５０により囲まれた空間内を外
部から確認することができないため、不正行為者にとってはカバー部材５５０への対策を
採りづらくなる。
【０１５９】
　カバー部材５５０は、図１５に示すように、基板ボックス３２０側に開口する略箱状を
なしている。具体的には、カバー部材５５０は、貼付ベース３４１に対して同貼付ベース
３４１の先端側から対向する奥壁部５５２と、同奥壁部５５２から貼付ベース３４１側に
起立するとともに同貼付ベース３４１を各貼付用板部３８２，４８２の並設方向（貼付ベ
ース部の厚さ方向）両側から挟んで対向する１組の第１対向壁部５５３と、両第１対向壁
部５５３に亘って設けられ貼付ベース３４１を当該貼付ベース３４１の幅方向両側から挟
んで相対向する第２対向壁部５５４とを有してなる。これら各壁部５５２～５５４によっ
て区画形成されている空間は、封印シール５００が貼り付けられた貼付ベース３４１全体
を収容可能な大きさを有している。カバー部材５５０は、基板ボックス３２０側に開口す
る開口部５５１を介して貼付ベース３４１が差し込まれるように移動することにより同貼
付ベース３４１に対して装着される。以下、便宜上当該移動する方向を装着方向とも言う
。
【０１６０】
　カバー部材５５０には、貼付ベース３４１に対して引っ掛かる係止部５６１が設けられ
ている。係止部５６１は、奥壁部５５２から開口部５５１側に向けて突出しており、上記
第１固定手段３３０Ａ側から挟む位置に配置されている。
【０１６１】
　より具体的には、第２対向壁部５５４にはカバー部材５５０の内外に貫通する開放部５
５６が形成されており、上記係止部５６１がそれら各開放部５５６に嵌る位置に配置され
ている。このように係止部５６１を開放部５５６に配することで、各壁部５５２～５５４
によって囲まれた領域外の領域を同係止部５６１が係止状態から係止解除状態に切り替わ
る際の動作領域として利用可能となっている。詳しくは、係止部５６１の先端は自由端と
なっており、奥壁部５５２に繋がっている固定端を基端として撓み変形することで同自由
端が貼付ベース３４１に近づく側と遠ざかる側とに開放部５５６を通じて変位する構成と
なっている。係止部５６１の先端部分には、貼付ベース３４１に向けて凸となる爪部５６
２が形成されている。一方、貼付ベース３４１（詳しくは表側貼付ベース部３８１）には
、貼付ベース３４１の内側へ向けて凹み、それら爪部５６２が引っ掛かる受け部３８７が
形成されている。カバー部材５５０の係止部５６１（爪部５６２）が各受け部３８７に対
して引っ掛かって係止状態となることで、同カバー部材５５０の取り外しが不可となる。
【０１６２】
　爪部５６２は、係止部５６１の先端側から基端側へ向けて徐々に突出量が大きくなるよ
うに形成されており、同基端側に向かうにつれて上記向き合う方向に傾斜する傾斜面５６
２ａを備えている。また、両爪部５６２の間隔寸法は、貼付ベース３４１の幅寸法よりも
僅かに小さく設定されている。このため、カバー部材５５０を上記装着方向へ押し込んだ
場合には、貼付ベース３４１に当接した各傾斜面５６２ａが同貼付ベース３４１によって
当該貼付ベース３４１から離れる側に押され、奥壁部５５２を基端として係止部５６１が
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撓み変形（弾性変形）する。その後、カバー部材５５０の押し込みが継続されることで爪
部５６２が受け部３８７に到達すると、自身の弾性力により変形前の状態に復帰すること
で、爪部５６２と受け部３８７とが引っ掛かることとなる。これにより、図２１（ｂ）に
示すように、爪部５６２が受け部３８７に対して装着方向の先側から当接し、上記装着方
向とは逆の方向にカバー部材５５０を移動させようとしても、上記当接によってそれが阻
止される。
【０１６３】
　カバー部材５５０によって貼付ベース３４１の略全体が囲まれていることにより、封印
シール５００はその全体がカバー部材５５０によって囲まれた状態となっている。これに
より、封印シール５００がカバー部材５５０により保護されることとなる。例えば、パチ
ンコ機１０の出荷時などにはシュリンクフィルムを熱収縮させてパチンコ機１０が覆われ
ることとなるが、主制御装置１８０がパチンコ機１０の背面に露出している構成において
は、シュリンクフィルムが熱収縮する際の収縮方向への負荷や熱などの封印シール５００
やＩＣタグ５０３への影響を抑えることが好ましく、上記のようにカバー部材５５０が設
けられていることにより上記影響を低減することができる。
【０１６４】
　また、カバー部材５５０は電波を透過可能に形成されているとともに、封印シール５０
０のＩＣタグ５０３とカバー部材５５０との間には電波を遮断する部材が設けられていな
い。したがって、遊技ホールの管理者等はＩＣタグ５０３からＩＤ情報の読み取りを行う
場合にカバー部材５５０を取り外すことなく当該読み取り作業を行うことができる。
【０１６５】
　この場合、遊技ホールの管理者等はＩＣタグ５０３からＩＤ情報の読み取りを行う場合
にリーダ装置の先端をカバー部材５５０に当接又は近接させることで、ＩＤ情報の読み取
り作業を簡単且つ確実に行うことができる。つまり、カバー部材５５０はＩＤ情報の読み
取り作業に際しての位置決め部として機能する。
【０１６６】
　ＩＣタグ５０３がカバー部材５５０によって覆われているため、遊技ホールの管理者等
がＩＣタグ５０３へリーダ装置を近づけようとすると、カバー部材５５０と当接し、それ
以上近づけることができない。換言すれば、ＩＣタグ５０３に対してリーダ装置による識
別情報の読み取りを行う場合の読み取り位置がＩＣタグ５０３から予め定められた距離（
カバー部材５５０とＩＣタグ５０３との距離）よりも近づかないように制限されている。
これにより、リーダ装置の先端をカバー部材５５０に当接又は近接させた状態で読み取り
作業を行うように決めておけば、アンテナ部材５１２に切断が生じることによってＩＣタ
グ５０３の通信可能距離が短くなった場合には、リーダ装置にてＩＤ情報を読み取ること
ができなくなる。よって、アンテナ部材５１２に切断が生じた事実を把握することが可能
となり、基板ボックス３２０の不正な開放操作が行われた可能性があることを認識するこ
とができる。
【０１６７】
　ここで、カバー部材５５０が装着完了位置に配置されている状態、すなわちカバー部材
５５０の開口部５５１が基板ボックス３２０に近接している状態では、貼付ベース３４１
と奥壁部５５２との間に隙間が形成されるように、カバー部材５５０の奥行き寸法（深さ
寸法）が設定されている。図２１に示すように、貼付ベース３４１と奥壁部５５２との間
に形成された上記隙間には、封印シール５００及びＩＣタグ５０３を破壊（詳しくは切断
）する上記破壊用部材６００が配設されている。
【０１６８】
　＜破壊用部材６００＞
　ここで、図１５及び図２１を参照して、破壊用部材６００について説明する。破壊用部
材６００は、カバー部材５５０と同様に無色透明な合成樹脂材料によって形成されており
、当該破壊用部材６００を通じた封印シール５００の視認性が担保されている。
【０１６９】
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　図２１（ｂ）に示すように、破壊用部材６００は、貼付ベース３４１の境界ＢＬに沿っ
て延びる長尺状の本体部６０１を有している。本体部６０１の両端部は、カバー部材５５
０の開放部５５６を通じて同カバー部材５５０の外部に突出している。開放部５５６につ
いて補足説明すれば、同開放部５５６はカバー部材５５０の装着方向と同じ方向に延びて
おり、当該開放部５５６に対して破壊用部材６００が嵌ることにより、同破壊用部材６０
０が同方向へのスライド移動が許容された状態で保持されている。言い換えれば、上記開
放部５５６には、カバー部材５５０の移動方向を規定する機能と同カバー部材５５０を保
持する機能が付与されている。
【０１７０】
　本体部６０１において開放部５５６から突出している部位には、破壊用部材６００を使
用して封印シール５００を破壊する際に操作される操作部６０２が形成されている。操作
部６０２はクランク状をなしており、このようにして操作部６０２を形成することで同操
作部６０２とカバー部材５５０の奥壁部５５２との間に所定の隙間が確保されている。破
壊用部材６００を操作する際には、上述した隙間に挿入した指等を操作部６０２に引っ掛
けて奥壁部５５２から遠ざかる側に（すなわち上記装着方向と同じ方向に）スライドさせ
ることにより破壊用部材６００全体が封印シール５００側に変位する構成となっている。
【０１７１】
　ここで、操作部６０２とカバー部材５５０との関係について補足説明する。カバー部材
５５０の奥壁部５５２及び第１対向壁部５５３は、第２対向壁部５５４よりも第１固定手
段３３０Ａ（詳しくは収容部４６１）側に延出しており、各壁部５５２～５５４によって
区画された領域に操作部６０２が配されている。同区画された領域は、第１固定手段３３
０Ａ側に開放されており、同開放部分を通じた操作部６０２へのアクセスが許容されてい
る。
【０１７２】
　第１対向壁部５５３及び奥壁部５５２は、第１固定手段３３０Ａの収容部４６１に対し
て封印シール５００側から当接している。これにより、操作部６０２が配された領域が収
容部４６１によって塞がれた状態となっている。つまり、カバー部材５５０が装着された
状態では第１固定手段３３０Ａによって操作部６０２へのアクセスが規制されるため、同
第１固定手段３３０Ａを残存させたまま同操作部６０２を操作することが困難となってい
る。なお、カバー部材５５０については、第１固定手段３３０Ａによって挟まれた状態と
なっているため、同第１固定手段３３０Ａの並設方向への位置ずれ等が好適に抑制される
こととなる。
【０１７３】
　本体部６０１において両操作部６０２の間となる部位、詳しくは本体部６０１において
貼付ベース３４１（境界ＢＬ）と対向している部分には、複数の歯部を有する切断部６０
３が形成されている。特に切断部６０３の長手方向の長さ寸法は貼付ベース３４１の幅寸
法、詳細には表側対向板部３８３，３８４間の距離も大きく設定されている。つまり、切
断部６０３の両端は、封印シール５００の縁部よりも外側に配置されている。
【０１７４】
　切断部６０３を構成している上記各歯部は境界ＢＬに沿って相互に連なるようにして並
設されており、封印シール５００側に凸となる先細り状をなしている。すなわち、封印シ
ール５００側に尖っている。
【０１７５】
　切断部６０３（詳しくは歯部）の本体部６０１からの突出量は、破壊用部材６００の封
印シール５００側へのスライド限界位置へ到達した場合に、同切断部６０３のほぼ全体が
境界ＢＬを通じて両貼付ベース部３８１，４８１の間に入り込むように設定されている。
このため、操作部６０２が操作されることで破壊用部材６００が貼付ベース３４１側のス
ライド限界位置に達した場合には、切断部６０３（歯部）が封印シール５００に対して押
し付けられることで同封印シール５００が境界ＢＬに沿って切断され、同封印シール５０
０が表側構成体３５０側と裏側構成体４５０側とに２分されることとなる。
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【０１７６】
　本実施の形態においては特に、カバー部材５５０が装着された後は同カバー部材５５０
の取り外しを規制し、破壊用部材６００が操作され封印シール５００が破壊（切断）され
ることで同カバー部材５５０の取り外しの規制を解除する取外規制手段が設けられている
。
【０１７７】
　＜カバー部材５５０の取り外し規制に関する構成＞
　以下、図２１（ｂ）に基づいてこの取外規制手段について説明する。既に説明したよう
にカバー部材５５０は、同カバー部材５５０の係止部５６１（詳しくは爪部５６２）が貼
付ベース３４１の受け部３８７に対して引っ掛かることにより、基板ボックス３２０に対
して取り付けられている。係止部５６１において爪部５６２が形成されている側と同一側
となる部分、すなわち貼付ベース３４１側を向いている部分には、同貼付ベース３４１側
に凸となる突起５６３が形成されている。突起５６３は、爪部５６２よりも係止部５６１
の基端寄り、すなわち破壊用部材６００寄りとなる位置に配置されている。
【０１７８】
　突起５６３は、係止部５６１の先端側から基端側に向けて徐々にその突出量が大きくな
るように形成されており、爪部５６２の傾斜面５６２ａとは傾斜が逆となる傾斜面５６３
ａを有している。
【０１７９】
　突起５６３（詳しくは傾斜面５６３ａ）は、上記破壊用部材６００のスライド経路上に
配置されており、当該破壊用部材６００には同突起５６３に対応する押圧部６０４が形成
されている。押圧部６０４は、本体部６０１において貼付ベース３４１側を向いている部
分に切断部６０３と操作部６０２との間に位置するようにして配置されており、上記傾斜
面５６３ａに向けて突出している。ここで、上記係止部５６１と押圧部６０４とは、とも
に片もちとなっているが、同係止部５６１と比較して押圧部６０４は高強度となるように
形成されており、撓み変形の発生が抑制されている。
【０１８０】
　押圧部６０４の先端部分には、上記傾斜面５６３ａに対向する傾斜面６０４ａが形成さ
れている。破壊用部材６００が封印シール５００側に変位した場合には、係止部５６１の
傾斜面５６３ａに対して押圧部６０４の傾斜面６０４ａが当接し、更なる破壊用部材６０
０の変位に基づいて傾斜面５６３ａが貼付ベース３４１とは反対側に押される構成となっ
ている。
【０１８１】
　ここで、図２２及び図２３に基づき第２固定手段３３０Ｂにおける封印解除作業につい
て説明する。図２２は破壊用部材６００の動きを示す動作説明図、図２３はカバー部材５
５０の取り外しの様子を示す動作説明図であり、図２２（１）群は第２固定手段３３０Ｂ
を部分的に破断させることでその内部構成を示した斜視図、図２２（２）群は図２２（１
）群における破断部分を拡大して示す部分拡大図である。封印解除を行う際には、図２２
（ａ）→図２２（ｂ）→図２３（ｃ）→図２３（ｄ）の順に作業が行われることとなる。
なお、以下の説明では、主制御装置１８０がパチンコ機１０（詳しくは取付台１７０）か
ら取り外されていること前提として、すなわち第１固定手段３３０Ａについては既に封印
が解除されて基板ボックス３２０から取り外されていることを前提として説明するため、
同第１固定手段３３０Ａについては、その存在を２点鎖線によって仮想的に示しているが
これに限定されるものではない。
【０１８２】
　図２２（ａ）に示すように、主制御装置１８０がパチンコ機１０から取り外された後は
、カバー部材５５０から露出している破壊用部材６００の操作部６０２を指等で引っ掛け
て封印シール５００側にスライドさせる。これにより、破壊用部材６００の切断部６０３
が封印シール５００に対して押し付けられ、同切断部６０３が貼付ベース３４１の境界Ｂ
Ｌに進入することで当該切断部６０３の歯部によって封印シール５００等が切断されるこ
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ととなる（図２２（ｂ）参照）。
【０１８３】
　この際、図２３（ｃ）に示すように、係止部５６１の突起５６３が破壊用部材６００の
押圧部６０４によって押されることで係止部５６１が撓み、突起５６３及び爪部５６２が
貼付ベース３４１から離れる側に変位する。そして、図２２（ｂ）に示すように封印シー
ル５００が切断されるタイミングと同じタイミングにて、係止部５６１の爪部５６２が貼
付ベース３４１の受け部３８７から離間し、それら係止部５６１と貼付ベース３４１との
係止状態が解除されることとなる。つまり、押圧部６０４（詳しく傾斜面５６３ａ）及び
突起５６３（詳しくは傾斜面５６３ａ）には、爪部５６２を係止解除位置に誘導する誘導
機能が付与されている。このような誘導機能に着目すれば、押圧部６０４及び突起５６３
を「誘導部」と称することも可能である。なお、押圧部６０４及び突起５６３の両者が必
ずしも誘導部としての傾斜面５６３ａ，６０４ａを有する必要はなく、これら両傾斜面５
６３ａ，６０４ａのうち一方を省略することも可能である。
【０１８４】
　このように係止部５６１と貼付ベース３４１との引っ掛かりが解除された後、すなわち
カバー部材５５０の取外規制が解除された後、図２３（ｄ）に示すように上記破壊用部材
６００を切断位置に保持したままカバー部材５５０を装着方向とは反対側に引っ張ること
で、同カバー部材５５０及び破壊用部材６００が基板ボックス３２０から取り外されるこ
ととなる。
【０１８５】
　このようにして基板ボックス３２０が取り外された状態では、封印シール５００が表側
構成体３５０側（表側貼付ベース部３８１側）と裏側構成体４５０（裏側貼付ベース部４
８１側）とに分断されることで、両構成体３５０，４５０の結合が解除される。つまり、
第２固定手段３３０Ｂによる固定が解除されることとなる。
【０１８６】
　因みに、カバー部材５５０が取り外された状態では、表側貼付ベース部３８１が裏側構
成体４５０の挿通孔４５９を通じた移動が許容され、両構成体３５０，４５０の分離が許
容されることとなる。言い換えれば、図２２（ａ）に示したように未だカバー部材５５０
が取り外されていない状態にて、両構成体３５０，４５０を分離しようとした場合には、
カバー部材５５０が表側貼付ベース部３８１に対して装着されたままとなっているため、
表側貼付ベース部３８１が上記挿通孔４５９を通じて移動することが不可となる。つまり
、カバー部材５５０には、両構成体３５０，４５０の分離を妨げる機能が付与されている
。但し、カバー部材５５０における同機能は必ずしも必須の機能ではなく、これを省略す
ることも可能である。
【０１８７】
　＜主制御装置１８０の取付構造＞
　次に、図２４及び図２５に基づき主制御装置１８０（基板ボックス３２０）の取付構造
について補足説明する。図２４は主制御装置１８０と取付台１７０との関係を示す斜視図
、図２５は取付台１７０から主制御装置１８０を取り外した状態を示す分解斜視図である
。なお、図２４及び図２５においては便宜上、遊技盤８０を２点鎖線を用いて表示いてい
る。
【０１８８】
　既に説明したように、主制御装置１８０は、取付台１７０を介して遊技盤８０に取り付
けられている（図２４参照）。より詳しくは、主制御装置１８０は主制御基板３１０の素
子搭載面３１５が遊技盤８０とは反対側、すなわち遊技機後方を向いた状態で同遊技盤８
０から離間させて取り付けられている。
【０１８９】
　取付台１７０は、遊技盤８０の背面に平行な平板状のベース部７０１を有しており、当
該ベース部７０１が遊技盤８０に対してネジ止めされることで、同遊技盤８０に対して固
定されている。
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【０１９０】
　ベース部７０１には主制御装置１８０を支持する第１支持部７０２及び第２支持部７０
３が設けられている。図２５に示すように第１支持部７０２はベース部７０１から遊技機
後方へ起立しており、その先端部には軸部７１１が形成されている。この軸部７１１に対
応させて主制御装置１８０（詳しくは基板ボックス３２０）の一側部、具体的には固定手
段３００が設けられている側とは反対側の側部には軸受け３２２が設けられており、この
軸受け３２２に軸部７１１が挿通されることで主制御装置１８０が回動可能に支持されて
いる。
【０１９１】
　より詳しくは、軸部７１１は上方に延びているとともに軸受け３２２には下方に開放さ
れた挿入部３２３が形成されており、この挿入部３２３に対して軸部７１１が下方から挿
入されることで、当該軸部７１１の中心軸線を中心として主制御装置１８０が回動可能と
なっている。
【０１９２】
　一方、上記第２支持部７０３は、ベース部７０１において主制御装置１８０の回動先端
寄りとなる位置に配されている。第２支持部７０３についても第１支持部７７２と同様に
、ベース部７０１から起立しており、その先端部分に主制御装置１８０が当接した状態と
なっている。
【０１９３】
　ベース部７０１において第１支持部７７３と第２支持部７７４との間となる領域には、
主制御装置１８０とベース部７０１との隙間を埋めるスペーサ部７０４が形成されている
。スペーサ部７０４はベース部７０１から主制御装置１８０側に張り出しす箱状をなして
おり、主制御装置１８０と対向している部分が同主制御装置１８０に対して当接している
。これにより、主制御装置１８０と遊技盤８０との間に不正基板等が設置されるといった
不都合の発生を抑制している。なお、取付台１７０に関しては透明性を有する合成樹脂材
料によって形成されており、上記不正基板等の有無を確認する際の作業性向上が図られて
いる。
【０１９４】
　＜第１支持部７０２及びそれに付随する構成＞
　本実施の形態においては特に、第１支持部７０２による主制御装置１８０の支持構造に
関して特徴的な構成を有している。以下、図２５及び図２６を参照して、第１支持部７０
２及びそれに付随する構成について補足説明する。図２６（ａ）は軸受け３２２を挿入部
３２３側から見た概略図、図２６（ｂ）は軸受け３２２を分解した状態を示す概略図、図
２６（ｃ）は図２６（ａ）のＢ－Ｂ線部分断面図である。
【０１９５】
　基板ボックス３２０に設けられた軸受け３２２は、表側構成体３５０に設けられた表側
軸受け部３９５と、裏側構成体４５０に設けられた裏側軸受け部４９５とを有しており、
それら両軸受け部３９５，４９５が組み合わされることで軸部７１１を収容する空間を区
画形成している。
【０１９６】
　表側軸受け部３９５は、表側構成体３５０の周壁部３５４から側方に突出しており、裏
側構成体４５０側に開口する略箱状をなしている。一方、裏側軸受け部４９５は裏側構成
体４５０の周縁部４５２から側方に突出しており、表側構成体３５０側に開口する略箱状
をなしている。両軸受け部３９５，４９５は各軸受け部３９５，４９５の開口が一致する
ようにして形成されており、それら各軸受け部３９５，４９５の内部空間が連通した状態
となっている。
【０１９７】
　表側軸受け部３９５において下方を向いている壁面部には当該表側軸受け部３９５の内
外に開放された開放部３９６が形成されており、裏側軸受け部４９５において下方を向い
ている壁面部には当該裏側軸受け部４９５の内外に開放された開放部４９６が形成されて
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いる。これら各開放部３９６，４９６は共に半円状をなしており、両者が互いの間欠部分
を補い合うことで円形状の上記挿入部３２３が構成されている。
【０１９８】
　図２５に示すように、軸部７１１は、段付き円柱状をなしており、当該軸部７１１にお
いて先端寄りとなる部分が小径部７１１ａ、基端寄りとなる部分が大径部７１１ｂとなっ
ている。上記挿入部３２３の内径はこの大径部７１１ｂの外径と同等に設定されており、
当該挿入部３２３に軸部７１１が挿入されることで、大径部７１１ｂと挿入部３２３とが
嵌合することとなる。
【０１９９】
　各軸受け部３９５，４９５において挿入部３２３が形成されている側とは反対側の壁面
部には、小径部７１１ａに対応する凹部３９７，４９７が設けられている。凹部３９７，
４９７は挿入部３２３とは反対側に凹んでおり、それら両凹部３９７，４９７によって軸
部７１１の小径部７１１ａに嵌合する嵌合部３２４が構成されている。小径部７１１ａの
先端部は嵌合部３２４の奥壁部３２４ａに対して当接しており、これによって主制御装置
１８０が軸部７１１によって支えられた状態となっている。
【０２００】
　特に、奥壁部３２４ａは軸部７１１の挿入方向に対して凸となるように僅かに湾曲する
弧状をなしており、その中央部分が上記挿入部３２３の中心軸線上に位置するようにして
形成されている。奥壁部３２４ａに対して小径部７１１ａが当接した状態にて軸部７１１
に主制御装置１８０の自重負荷が加わることで、軸部７１１と嵌合部３２４との位置ずれ
等が好適に払拭されることとなる。
【０２０１】
　また、嵌合部３２４の内径は、小径部７１１ａの外径よりも僅かに大きく設定されてお
り、当該嵌合部３２４に対して小径部７１１ａが嵌合することで、軸部７１１の倒れ等が
抑えられることとなる。このように、軸部７１１の先端部分が嵌合部３２４に嵌合し、基
端部分が挿入部３２３に嵌合する構成とすることで、主制御装置１８０を回動させる際の
安定性の向上が図られている。
【０２０２】
　軸受け３２２には、軸受け３２２の内部にて軸部７１１を囲む金属製の囲み部６５０が
設けられている。囲み部６５０は、表側軸受け部３９５に収容されている表側囲み部材６
５１と、裏側軸受け部４９５に収容されている裏側囲み部材６５２とによって構成されて
いる。これら一対の囲み部材６５１，６５２のうち表側囲み部材６５１は相手側に開放さ
れた箱状をなしており（図１３参照）、表側軸受け部３９５の内部に形成されたボス３９
８に対してネジ止めされている。詳しくは表側軸受け部３９５の開口を通じて挿入された
ネジ６６５によって固定されている。
【０２０３】
　表側囲み部材６５１の開放部分には軸部７１１に合わせて形成された切り欠きが形成さ
れている。これにより、軸部７１１の挿入が囲み部６５０によって妨げられることが回避
されている。
【０２０４】
　一方、裏側囲み部材６５２は、軸部７１１を挟んで表側囲み部材６５１とは反対側に配
されており、同表側囲み部材６５１の開放部分を覆っている。裏側囲み部材６５２は、軸
部７１１の中心軸線方向に延びる半円筒状をなしており、表側囲み部材６５１とはその形
状が明らかに相違している。このように、表側囲み部材６５１と裏側囲み部材６５２との
形状を相違させたのは、囲み部６５０によって区画される領域の拡がりを抑えつつ、同領
域内に、軸受け３２２からの軸部７１１の取り外しを規制する構成を収容するための工夫
である。
【０２０５】
　＜軸部７１１の取外規制に関する構成＞
　以下、軸部７１１の取り外しを規制する構成について説明する。図２５（ｂ）に示すよ
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うに、軸部７１１（詳しくは小径部７１１ａ）において囲み部６５０により区画された領
域内に位置している部位には、当該軸部７１１の放射方向に張り出す張出部７１２が形成
されている。
【０２０６】
　張出部７１２は軸部７１１の中心軸線を中心とした環状をなしており、その外径が軸部
７１１の先端側から基端側に向けて徐々に拡張されている。つまり、張出部７１２は、軸
部７１１の先端部に向けて傾斜する傾斜面７１３を有してなる。張出部７１２において大
径部７１１ｂ側の端部には、小径部７１１ａに対して略直交する平面状をなす平面部７１
４が形成されている。平面部７１４は軸部７１１の挿入方向とは反対側を向いており、こ
の平面部７１４に対して表側囲み部材６５１によって区画された領域に配置された係止金
具６６０が対峙している。
【０２０７】
　係止金具６６０は、表側囲み部材６５１の奥壁部に当該表側囲み部材６５１の内側から
重なった状態で上記ボス３９８に対してネジ６６５により共締めされている。係止金具６
６０のおける取付部６６１は、軸部７１１と同じ方向に延びる長板状をなしており、挿入
部３２３側の端部には折曲部６６２が設けられている。折曲部６６２は、挿入部３２３と
は反対側に鋭角に折り曲げられてなり、その先端部が軸部７１１（詳しくは張出部７１２
）の挿入経路上に位置するようにして形成されている。
【０２０８】
　軸部７１１が軸受け３２２に挿入され、当該軸部７１１の先端部が嵌合部３２４の奥壁
部３２４ａに当接した状態では、折曲部６６２の先端部分が軸部７１１の平面部７１４に
対して上記挿入方向における手前側から対向している。この位置に折曲部６６２の先端部
が位置することにより、仮に軸部７１１が外れる側に主制御装置１８０が変位しようとし
た場合、同折曲部６６２と張出部７１２（詳しくは平面部７１４）とが引っ掛かることに
より、軸受け３２２からの軸部７１１の取り外しが規制されることとなる。
【０２０９】
　＜第１支持部７０２の支持解除に関する構成＞
　次に、第１支持部７０２による支持状態の解除に関する構成について説明する。上述し
たように、第１支持部７０２は表側軸受け部３９５及び裏側軸受け部４９５によって構成
されている。表側軸受け部３９５において周壁部３５４に繋がっている部分には、同周壁
部３５４との境界に沿うようにして複数のスリット３９９ａが形成されている。スリット
３９９ａは、表側軸受け部３９５の内外に貫通しており、上記囲み部６５０よりも周壁部
３５４寄りに配置されている。このため、同スリット３９９ａを通じた軸部７１１及び係
止金具６６０との引っ掛かり部位へのアクセスが抑制されている。
【０２１０】
　このように、表側軸受け部３９５にスリット３９９ａを形成することにより、同表側軸
受け部３９５における他の部位を破壊して同表側軸受け部３９５を基板ボックス３２０（
表側構成体３５０）から取り除くよりも、同スリット３９９ａ間の肉部を破壊して表側軸
受け部３９５を除去することが容易となっている。なお、表側軸受け部３９５がスリット
３９９ａの肉部を介して周壁部３５４に繋がっている点に着目すれば、同肉部を繋ぎ部３
９９ｂと称することも可能である。また、表側軸受け部３９５に対して破壊作業が容易と
なるように脆弱な部分（弱体化した部分）としてスリット３９９ａ及び繋ぎ部３９９ｂが
存在している点に着目すれば、スリット３９９ａ及び繋ぎ部３９９ｂが形成されている部
分を「脆弱部」と称することも可能である。
【０２１１】
　これら繋ぎ部３９９ｂがカッタやニッパ等の工具によって破壊（切断）された場合には
、表側軸受け部３９５とともに表側囲み部材６５１及び係止金具６６０が基板ボックス３
２０から分離されることとなる。この場合、裏側軸受け部４９５及び裏側囲み部材６５２
は基板ボックス３２０に残存するものの、それら裏側軸受け部４９５及び裏側囲み部材６
５２による軸部７１１の支持が不可になるとともに、取付台１７０からの主制御装置１８
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０の取外規制が解除されることとなる。つまり、軸受け３２２の軸受け機能及び支持機能
が停止することとなる。
【０２１２】
　＜第２支持部７０３及びそれに付随する構成＞
　本実施の形態においては、第１支持部７０２による支持構造だけでなく第２支持部７０
３による支持構造に関しても特徴的な構成を有している。以下、図１７及び図２５を参照
して、第１支持部７０２及びそれに付随する構成について補足説明する。
【０２１３】
　図１７に示すように、第１固定手段３３０Ａにおける裏側固定部３３２、詳しくは裏側
固定部３３２を構成している収容部４６１の奥壁部４６２には、取付台１７０の第２支持
部７０３に形成された受け部７２１に対して引っ掛かる係止具６８０が配設されている。
具体的には、奥壁部４６２は当該奥壁部４６２から側方に突出するようにしてホルダ部４
９１が一体形成されており、当該ホルダ部４９１に対して係止具６８０が固定されている
。
【０２１４】
　受け部７２１は遊技機前方に凹んでおり、係止具６８０はこの受け部７２１に対して嵌
った状態で引っ掛かることにより、主制御装置１８０の回動が規制されるとともに同主制
御装置１８０の重量負荷の一部が係止具６８０及び第２支持部７０３によって支えられた
状態となる。
【０２１５】
　主制御装置１８０に関しては、係止具６８０によって上記軸部７１１を中心とした回動
が規制されている状態では主制御基板３１０の素子搭載面３１５が視認可能である。また
、係止具６８０による回動規制を解除して主制御装置１８０を回動させることにより、主
制御装置１８０を取付台１７０から取り外すことなく、半田面３１６側に不正等が施され
ていないか等の確認が可能となる。このように主制御装置１８０を取付台１７０に対して
取り付けた状態のまま、同確認作業を可能とすることにより、不正確認作業等の容易化が
図られている。
【０２１６】
　このように、第１固定手段３３０Ａについては係止具６８０を有することにより、主制
御装置１８０の重量負荷の一部を支える機能を有することとなる。このように第１固定手
段３３０Ａに対して重量負荷が加わる構成においては、上述したように部分的に弱体化さ
れてなる繋ぎ部４６５，４６６に対して負荷が集中しやすくなると想定される。そこで、
本実施の形態においては、繋ぎ部４６６とアーム部３６２との位置関係を工夫することに
より、上記負荷の集中に起因した繋ぎ部４６６の変形や破損を好適に抑制することが可能
となっている。
【０２１７】
　具体的には、繋ぎ部４６６には、溝部４５３等によって規定されたスライド方向に延び
る溝部４６６ａが形成されている。溝部４６６ａは、収容部４６１の内側及び開口部４５
８と同一側に開放されている。両構成体３５０，４５０を組み合わせる際には、両構成体
３５０，４５０の相対移動に伴って、同溝部４６６ａに対してアーム部３６２が挿入され
、それら溝部４６６ａとアーム部３６２とが嵌合することとなる。これにより、主制御装
置１８０の重量負荷の一部がアーム部３６２に分散されることとなり、上述した不都合の
発生を好適に抑制することができる。
【０２１８】
　＜主制御装置１８０の開封作業＞
　次に、図２７及び図２８を参照して主制御装置１８０開封時の作業の流れについて説明
する。図２７は主制御装置１８０と取付台１７０との関係を示す概略図、図２８は主制御
装置１８０の開封の様子を示す概略図である。主制御装置１８０を開封する際には、図２
７（ａ）→図２７（ｂ）→図２８（ｃ）→図２８（ｄ）の順に作業が行われる。なお、図
２７においては便宜上、遊技盤８０を二点鎖線を用いて表示している。
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【０２１９】
　主制御装置１８０を開封する際には、図２７（ａ）に示すように主制御装置１８０が取
付台１７０に取り付けられている状態から、先ず表側軸受け部３９５の繋ぎ部３９９ｂを
カッタ等の工具を用いて切断する。これにより、表側軸受け部３９５及びそれに付随する
表側囲み部材６５１や係止金具６６０が基板ボックス３２０から分離され、取付台１７０
の軸部７１１と基板ボックス３２０の軸受け３２２との取外規制が解除される。
【０２２０】
　このように、表側軸受け部３９５等が分離されると、第１支持部７０２（軸部７１１）
によって基板ボックス３２０を支えることができなくなるだけでなく、同基板ボックス３
２０の遊技盤８０に対する再取り付けが不可となる。具体的には、軸部７１１を裏側軸受
け部４９５に嵌まった状態で維持しようとしても、軸部７１１の先端部分と上記嵌合部３
２４の奥壁部３２４ａとの間に主制御装置１８０の自重負荷が加わることで、軸部７１１
と主制御装置１８０が奥壁部３２４ａに沿って軸部７１１の放射方向すなわち裏側軸受け
部４９５の開口側へ向けてスライドすることとなる。これにより、軸部７１１によって裏
側軸受け部４９５を支え続けることが困難となり、結果主制御装置１８０が軸部７１１か
ら離脱するとともに再取り付けが不可となる。
【０２２１】
　その後、係止具６８０を解除状態に切り替えることにより、図２７（ｂ）に示すように
、主制御装置１８０が取付台１７０から取り外されることとなる。なお、上述した表側軸
受け部３９５の分離に先行して、係止具６８０を解除状態に切り替えておくことも可能で
ある。
【０２２２】
　主制御装置１８０を取付台１７０から分離した後は、図２８（ｃ）→図２８（ｄ）に示
すように、カッタ等の工具を用いて基板ボックス３２０の繋ぎ部４６５，４６６をアーム
部３６１，３６２ごと切断する。これにより、第１固定手段３３０Ａが基板ボックス３２
０から分離され、同第１固定手段３３０Ａによる両構成体３５０，４５０の固定が解除さ
れる。すなわち、第１固定手段３３０Ａを用いた基板ボックス３２０の封印が解除される
こととなる。この際、第１固定手段３３０Ａに一体的に設けられた係止具６８０について
も基板ボックス３２０から分離されることで、同係止具６８０（第２支持部７０３）を利
用した主制御装置１８０の再取付けが不可となる。
【０２２３】
　特に、図２８（ｃ）に示すように、第１固定手段３３０Ａが基板ボックス３２０に残存
している状態では、第２固定手段による封印を解除するための破壊用部材６００（詳しく
はその操作部６０２）へのアクセスが同第１固定手段及びカバー部材５５０によって妨げ
られることとなる。つまり、第１固定手段３３０Ａによる封印を解除する前に、すなわち
係止具６８０を利用した主制御装置１８０の再取り付けを不可とする前に第２固定手段３
３０Ｂによる封印を解除することが不可であるため、先ず第１固定手段３３０Ａによる封
印の解除が必要となる。
【０２２４】
　第１固定手段３３０Ａを基板ボックス３２０から分離した後は、上記操作部６０２への
アクセスが許容される。図２８（ｅ）に示すように、これら操作部６０２を指等で引っ掛
けてスライドさせることにより封印シール５００が切断されて両構成体３５０，４５０の
結合が解除される。これに合わせてカバー部材５５０の基板ボックス３２０からの取り外
しも許容されることとなる。つまり、図２８（ｆ）に示すようにカバー部材５５０を当該
カバー部材５５０の装着方向とは反対方向へ引っ張ることにより、カバー部材５５０が基
板ボックス３２０から取り外されることとなる。
【０２２５】
　このようにカバー部材５５０を取り外した後は、両構成体３５０，４５０を主制御装置
１８０の長手方向へ相対移動（スライド）させることで、主制御基板３１０が露出するこ
ととなる。その後、表側構成体３５０から主制御基板３１０を取り外すことにより、主制
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御基板３１０（特にＭＰＵチップ３１１）の検査が容易化される。
【０２２６】
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について、図２９のブロック図に基づき説明する。
図２９では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０２２７】
　主制御装置１８０に設けられた主制御基板３１０には、主制御回路８０２と停電監視回
路８０３とが内蔵されている。主制御回路８０２には、上記ＭＰＵ３１１が搭載されてい
る。ＭＰＵ３１１には、当該ＭＰＵ３１１により実行される各種の制御プログラムや固定
値データを記憶したＲＯＭ８１２と、そのＲＯＭ８１２内に記憶される制御プログラムの
実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ８１３と、割
込回路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種回路が内蔵されている。
【０２２８】
　ＲＡＭ８１３は、パチンコ機１０の電源の遮断後においても電源・発射制御装置２４３
に設けられた電源・発射制御基板８２１からデータ記憶保持用電力が供給されてデータが
保持される構成となっている。
【０２２９】
　ＭＰＵ３１１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスラインを介して入出
力ポートが接続されている。主制御回路８０２の入力側には、主制御基板３１０に設けら
れた停電監視回路８０３、払出制御装置２４２に設けられた払出制御基板８２２及びその
他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、停電監視回路８０３には電
源・発射制御基板８２１が接続されており、主制御回路８０２には停電監視回路８０３を
介して電力が供給される。
【０２３０】
　一方、主制御回路８０２の出力側には、停電監視回路８０３、払出制御基板８２２及び
中継端子板８２３が接続されている。払出制御基板８２２には、賞球コマンドなどといっ
た各種コマンドが出力される。中継端子板８２３を介して主制御回路８０２から音声ラン
プ制御装置１４３に設けられた音声ランプ制御基板８２４に対して各種コマンドなどが出
力される。
【０２３１】
　停電監視回路８０３は、主制御回路８０２と電源・発射制御基板８２１とを中継し、ま
た電源・発射制御基板８２１から出力される最大電源である直流安定２４ボルトの電源を
監視する。
【０２３２】
　払出制御基板８２２は、払出装置２２４により賞球や貸し球の払出制御を行うものであ
る。演算装置であるＭＰＵ８３１は、そのＭＰＵ８３１により実行される制御プログラム
や固定値データ等を記憶したＲＯＭ８３２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ８
３３とを備えている。
【０２３３】
　払出制御基板８２２のＲＡＭ８３３は、主制御回路８０２のＲＡＭ８１３と同様に、パ
チンコ機１０の電源の遮断後においても電源・発射制御基板８２１からデータ記憶保持用
電力が供給されてデータが保持される構成となっている。
【０２３４】
　払出制御基板８２２のＭＰＵ８３１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバ
スラインを介して入出力ポートが接続されている。払出制御基板８２２の入力側には、主
制御回路８０２、電源・発射制御基板８２１、及び裏パック基板８２９が接続されている
。また、払出制御基板８２２の出力側には、主制御回路８０２及び裏パック基板８２９が
接続されている。
【０２３５】
　電源・発射制御基板８２１は、電源部と発射制御部とを備えている。電源部は、二重線
矢印で示す経路を通じて、主制御回路８０２や払出制御基板８２２等に対して各々に必要
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な動作電力を供給する。発射制御部は、遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作にし
たがって遊技球発射機構１１０の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構１１０は所
定の発射条件が整っている場合に駆動される。
【０２３６】
　音声ランプ制御基板８２４は、各種ランプ部２４～２６やスピーカ部２７、及び表示制
御装置８２５を制御するものである。演算装置であるＭＰＵ８４１は、そのＭＰＵ８４１
により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ８４２と、ワークメ
モリ等として使用されるＲＡＭ８４３とを備えている。
【０２３７】
　音声ランプ制御基板８２４のＭＰＵ８４１にはアドレスバス及びデータバスで構成され
るバスラインを介して入出力ポートが接続されている。音声ランプ制御基板８２４の入力
側には中継端子板８２３に中継されて主制御回路８０２が接続されており、主制御回路８
０２から出力される各種コマンドに基づいて、各種ランプ部２４～２５、スピーカ部２７
、及び表示制御装置８２５を制御する。表示制御装置８２５は、音声ランプ制御基板８２
４から入力する表示コマンドに基づいて図柄表示装置９４を制御する。
【０２３８】
　以上詳述した第１の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２３９】
　主制御装置１８０（基板ボックス３２０）を開封することにより、主制御基板３１０へ
のアクセスが許容され、同主制御基板３１０の検査等が容易化される。このように基板ボ
ックス３２０を開封した場合には、基板ボックス３２０の再取付機能が無効化されること
となる。このように基板ボックス３２０を再取付不能とすることにより、例えば開封済み
の基板ボックス３２０（詳しくは主制御基板３１０が不正基板に換装された基板ボックス
３２０）をあたかも開封していないかのように見せかけて取付台１７０に戻すといった基
板ボックス３２０の不正利用を難しくすることができる。故に、主制御基板３１０に対す
る不正を抑制し、パチンコ機１０における防犯機能の向上に貢献することができる。
【０２４０】
　特に、基板ボックス３２０が開封された場合には、同基板ボックス３２０の破壊を伴っ
て取付手段を構成する表側軸受け部３９５と係止具６８０とが基板ボックス３２０から分
離されることにより、それら分離後の取付手段を基板ボックス３２０に戻すことが困難又
は不可となる。これにより、開封済みの基板ケースが再取り付けされるといった不都合を
生じにくくすることができる。
【０２４１】
　第１固定手段３３０Ａにおいては、裏側構成体４５０に形成された繋ぎ部４６５，４６
６と表側構成体３５０に形成されたアーム部３６１，３６２とを切断することにより、同
第１固定手段３３０Ａとともに係止具６８０が基板ボックス３２０から分離される。繋ぎ
部４６５，４６６に関しては、係止具６８０を基板ボックス３２０に対して一体化する機
能が付与されており、アーム部３６１，３６２に関しては両構成体３５０，４５０の結合
する機能が付与されている。繋ぎ部４６５，４６６及びアーム部３６１，３６２を重ねて
配置することにより、それら両者の切断作業が容易化されている。
【０２４２】
　特に、アーム部３６１，３６２に関しては繋ぎ部４６５，４６６によって外側から覆わ
れており（すなわち収容部４６１によって覆われており）、繋ぎ部４６５，４６６を回避
して各アーム部３６１，３６２を切断することが困難となっている。つまり、再取付無効
化機能を発揮させることなく、基板ボックス３２０を開封させることが困難となっている
。特に、繋ぎ部４６６に関しては収容部４６１の内側に開放された溝部４６６ａを有して
おり、この溝部４６６ａに対してアーム部３６２が係合している。このため、同繋ぎ部４
６６を回避してアーム部３６２のみが切断されるといった不都合を好適に抑制することが
できる。
【０２４３】



(37) JP 2015-71112 A 2015.4.16

10

20

30

40

50

　主制御基板検査時等の開封作業の効率化を考慮すれば、繋ぎ部４６６等を弱体化するこ
とによりそれら繋ぎ部４６６等の破壊作業（例えば切断作業）をできるだけ容易化するこ
とが好ましい。しかしながら、係止具６８０に基板ボックス３２０を支える機能が付与さ
れている場合には、基板ボックス３２０の本体部３２１と係止具６８０とを繋いでいる繋
ぎ部４６６等にも基板ボックス３２０の重量負荷が加わりやすいと想定され、上述の如く
繋ぎ部４６６等を弱体化することは基板ボックス３２０の支持機能を低下させる要因とな
り得るため好ましくない。そこで、本特徴に示すように、繋ぎ部４６６とアーム部３６２
とが係合する構成（特にアーム部３６２が下方から当接する構成）とすれば、繋ぎ部４６
６に生じる主制御装置１８０の重量負荷をアーム部３６２側に分散させることが可能とな
り、支持強度の確保と繋ぎ部４６６等の破壊容易化とを好適に両立することができる。
【０２４４】
　また、本実施の形態における軸受け３２２や係止具６８０には、主制御装置１８０の重
量負荷を支える機能が付与されている。このため、上記繋ぎ部４６５，４６６に生じる負
荷を大きくすることが可能である。これにより、以下の効果が期待できる。すなわち、仮
に基板ボックス３２０を不正に再利用しようとした場合には、切断部分が接着剤等によっ
て再結合されることにより、取り外しの痕跡が隠蔽され得る。この点、上述の如く基板ボ
ックス３２０の自重負荷によって切断部分に生じる負荷が大きくなる構成とすれば、この
種の不正行為を困難なものとすることができる。これにより、防犯機能の向上が期待でき
る。
【０２４５】
　特に、基板ボックス３２０は横方向に延びており、係止具６８０は基板ボックス３２０
の一側部に設けられている。これにより、基板ボックス３２０の自重を利用して、上記切
断部分に生じ得る重量負荷を好適に増大させることが可能となる。故に、取外痕跡（切断
痕跡）の隠蔽による基板ボックス３２０の再利用を困難なものとし、上記防犯機能の更な
る向上に貢献することができる。
【０２４６】
　例えば基板ボックス３２０の重量を増加させることで、同防犯効果を向上させることも
可能であるが、これはパチンコ機１０の重量増の要因となるため好ましくない。この点、
上述の如く基板ボックス３２０の一側部に係止具６８０を配設すれば、基板ボックス３２
０の重量増を抑えつつ、防犯機能の向上に貢献することができ、実用上好ましい構成を実
現できる。
【０２４７】
　また、本実施の形態においては、繋ぎ部４６５，４６６を切断した際の切断面が水平方
向に向きやすくなっている。このため、上述の如く切断面同士を接着することで、開封済
みの基板ボックス３２０の再利用を試みた場合であっても、主制御装置１８０の重量負荷
が、接着部位に対してせん断方向に働くため接着状態を維持することが困難となる。これ
により上記防犯機能の更なる向上が期待できる。
【０２４８】
　主制御装置１８０は、第1固定手段３３０Ａを分離することにより、開封可能となる封
印シール５００を有している。封印シール５００は、両構成体３５０，４５０を結合する
機能を有しており、当該封印シール５００が切断されることで、両構成体３５０，４５０
の分離が可能となる。これにより、基板ボックス３２０が開封されることとなるが、この
開封痕跡が封印シール５００の破壊痕跡として残存することとなる。つまり、封印シール
５００に残る開封痕跡を確認することで、事後的に開封事実を把握することが可能となっ
ている。
【０２４９】
　封印シール５００を破壊する破壊用部材６００が予め準備されており、同破壊用部材６
００を操作することで、封印シール５００を切断することが可能となっている。これによ
り、例えば封印シール切断用の工具等を準備する必要が無く、また作業ミス等を抑制する
ことができ、実用上好ましい構成が実現されている。
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【０２５０】
　破壊用部材６００及び封印シール５００は、カバー部材５５０によって覆われており、
外部からのアクセスが規制されている。これにより、開封されていないにも関わらず封印
シール５００が切断されるといった不都合を生じにくくしている。
【０２５１】
　破壊用部材６００に関しては、その操作部６０２へのアクセスが第１固定手段３３０Ａ
によって規制され、第１固定手段３３０Ａが取り外されることで同操作部６０２へのアク
セスが許容される構成となっている。これにより、破壊用部材６００が誤って操作される
機会を減らすことが可能となっている。
【０２５２】
　破壊用部材６００の両端部に操作部６０２をそれぞれ設けることにより、両手での操作
が可能となる。これにより、操作力を効率よく破壊力に変換することができ封印シール５
００が撓む等して同封印シール５００を上手く破壊できないといった不都合の発生を抑え
ることができる。このようにして、封印シール５００を破壊する際の確実性を高めること
で、封印シール５００の大型化を促進することができ、痕跡の視認性向上が期待できる。
【０２５３】
　また、各操作部６０２をカバー部材５５０及び第１固定手段３３０Ａによって個別に覆
う構成とすることにより、各操作部３０２へのアクセスを好適に抑制することができる。
特に、第１固定手段３３０Ａとは反対側にカバー部材５５０が押される等した場合、同第
１固定手段３３０Ａとカバー部材５５０との隙間が拡がって上記アクセス抑制機能が低下
すると想定される。この点、本実施の形態においては、カバー部材５５０を挟んだ両側に
第１固定手段３３０Ａを配置することで、上述したようなカバー部材５５０の動きを抑制
し、アクセス抑制機能を好適に担保することができる。
【０２５４】
　主制御装置１８０（基板ボックス３２０）は、取付台１７０を介して遊技盤８０に取り
付けられているが、この取付状態では主制御基板３１０の素子搭載面３１５が遊技盤８０
とは反対側を向いている。これにより、素子搭載面３１５の視認性が向上されている。一
方、半田面３１６について遊技盤８０側を向いているが、基板ボックス３２０を軸部７１
１を中心に回転させることで、同半田面３１６が遊技盤８０とは反対側を向くこととなる
。これにより、主制御装置１８０の背面側に不正基板等が設置された場合であっても、主
制御装置１８０を取付台１７０から取り外すことなく、同不正の目視による確認が可能と
なっている。つまり、取付台１７０からの主制御装置１８０の取り外しを規制する構成を
採用しつつ、それによる防犯機能の低下や不正確認作業の作業性低下を好適に抑制してい
る。
【０２５５】
　基板ボックス３２０に形成された軸受け３２２は、軸部７１１が挿入されることで、両
構成体３５０，４５０の分離を妨げる阻止機能を発揮する。つまり、基板ボックス３２０
を開封する際には、少なくとも軸部７１１による基板ボックス３２０の支持状態を解除す
る必要が生じる。表側軸受け部３９５を基板ボックス３２０から分離することで、軸部７
１１との係合が解除されることとなり、これにより基板ボックス３２０に係合解除の痕跡
が残存することとなる。つまり、基板ボックス３２０の取り外し痕跡が残存することとな
る。特に、本実施の形態における軸部７１１及び軸受け３２２は一種の封印機能を有して
いる点に着目すれば、同痕跡を開封痕跡と称することも可能である。
【０２５６】
　表側軸受け部３９５が分離された後は、軸部７１１の先端が軸受け３２２の嵌合部３２
４（詳しくは奥壁部３２４ａ）に沿って移動しやすくなり、基板ボックス３２０を支持状
態で維持することが困難となる。つまり、例えば開封済みの基板ボックス３２０をあたか
も取り外していないかのように見せかけて取付台１７０に戻すといった不正行為が困難と
なる。
【０２５７】
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　本実施の形態においては、取付台１７０の軸部７１１が破壊されるのではなく、基板ボ
ックス３２０の軸受け３２２が破壊される構成であるため、正規の基板ボックス３２０が
新たに準備された場合には、同基板ボックス３２０を軸部７１１を用いて取り付けること
が可能となる。
【０２５８】
　軸受け３２２は、表側軸受け部３９５と裏側軸受け部４９５とが一体となることで軸受
け機能を発揮する一方で、裏側軸受け部４９５単体では同軸受け機能を発揮することがで
きない。このため、開封済みの基板ボックス３２０を軸部７１１に取り付けようとしても
軸部７１１と軸受け３２２とが引っ掛かることがなく、同行為を困難なものとすることが
できる。これにより、基板ボックス３２０の再利用を好適に抑制することができる。
【０２５９】
　＜第２の実施の形態＞
　上記第１の実施の形態においては、主制御装置１８０に対する不正行為を抑制する各種
防犯構造が採用されていたが、本実施の形態においてはそれら防犯構造に関する構成の一
部が上記第１の実施の形態と相違している。具体的には、封印シール５００における封印
解除に関する構成と、遊技盤８０への主制御装置の取り付けに関する構成とが相違してい
る。そこで以下、先ず図３０～図３３に基づきそれら相違する構成のうち前者について説
明する。図３０及び図３１は主制御装置１８０の分解斜視図、図３２は固定手段の分解斜
視図、図３３は固定手段３００の内部構造を示す部分断面図である。なお、以下の説明で
は上記第１の実施の形態と同一符号に係る構成についてはその説明を援用して、同構成に
関する説明を簡略化又は省略し、第１の実施の形態との違いを主体に説明する。
【０２６０】
　図３０及び図３１に示すように、本実施の形態における主制御装置１８０は上記第１の
実施の形態における主制御装置１８０とほぼ同じ構成を有してなり、カバー部材８５０及
び破壊用部材９００に関する構成の一部が上記カバー部材５５０及び破壊用部材６００と
相違している。
【０２６１】
　カバー部材８５０の機能は上記第１の実施の形態におけるカバー部材５５０と同様であ
り、その構成についても類似となっている。具体的には、図３２に示すように、カバー部
材８５０は、基板ボックス３２０側に開口する略箱状をなしている。詳しくは、カバー部
材８５０は、貼付ベース３４１に対して同貼付ベース３４１の先端側から対向する奥壁部
８５２と、同奥壁部８５２から貼付ベース３４１側に起立するとともに同貼付ベース３４
１を各貼付用板部３８２，４８２の並設方向（貼付ベース部の厚さ方向）両側から挟んで
対向する１組の第１対向壁部８５３と、両第１対向壁部８５３に亘って設けられ貼付ベー
ス３４１を当該貼付ベース３４１の幅方向両側から挟んで相対向する第２対向壁部８５４
とを有してなる。これら各壁部８５２～８５４によって区画形成されている空間は、封印
シール５００が貼り付けられた貼付ベース３４１全体を収容可能な大きさを有している。
カバー部材８５０は、基板ボックス３２０側に開口する開口部５５１を介して貼付ベース
３４１が差し込まれるように移動することにより同貼付ベース３４１に対して装着される
。
【０２６２】
　また、カバー部材８５０には、貼付ベース３４１に対して引っ掛かる係止部８６１が設
けられている。係止部８６１は、奥壁部８５２から開口部８５１側に向けて突出しており
、上記第１固定手段３３０Ａ側から挟む位置に配置されている。
【０２６３】
　より具体的には、第２対向壁部８５４にはカバー部材８５０の内外に貫通するスリット
状の開放部８５６が形成されており、上記係止部８６１がそれら各開放部８５６に嵌る位
置に配置されている。このように係止部８６１を開放部８５６に配することで、各壁部８
５２～８５４によって囲まれた領域外の領域を同係止部８６１が係止状態から係止解除状
態に切り替わる際の動作領域として利用可能となっている。詳しくは、係止部８６１の先
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端は自由端となっており、奥壁部８５２に繋がっている固定端を基端として撓み変形する
ことで同自由端が貼付ベース３４１に近づく側と遠ざかる側とに開放部８５６を通じて変
位する構成となっている。
【０２６４】
　係止部８６１の先端部分には、貼付ベース３４１に向けて凸となる爪部８６２が形成さ
れている。一方、貼付ベース３４１（詳しくは表側貼付ベース部３８１）には、貼付ベー
ス３４１の内側へ向けて凹み、それら爪部８６２が引っ掛かる受け部３８７が形成されて
いる。カバー部材８５０の係止部８６１（爪部８６２）が各受け部３８７に対して引っ掛
かって係止状態となることで、同カバー部材８５０の取り外しが不可となる。
【０２６５】
　爪部８６２は、係止部８６１の先端側から基端側へ向けて徐々に突出量が大きくなるよ
うに形成されており、同基端側に向かうにつれて上記向き合う方向に傾斜する傾斜面８６
２ａを備えている。また、両爪部８６２の間隔寸法は、貼付ベース３４１の幅寸法よりも
僅かに小さく設定されている。このため、カバー部材８５０を上記装着方向へ押し込んだ
場合には、貼付ベース３４１に当接した各傾斜面５６２ａが同貼付ベース３４１によって
当該貼付ベース３４１から離れる側に押され、奥壁部８５２を基端として係止部８６１が
撓み変形（弾性変形）する。その後、カバー部材８５０の押し込みが継続されることで爪
部８６２が受け部３８７に到達すると、自身の弾性力により変形前の状態に復帰すること
で、爪部８６２と受け部３８７とが引っ掛かることとなる。これにより、爪部８６２が受
け部３８７に対して装着方向の先側から当接し、上記装着方向とは逆の方向にカバー部材
８５０を移動させようとしても、上記当接によってそれが阻止される。
【０２６６】
　カバー部材８５０によって貼付ベース３４１の略全体が囲まれていることにより、封印
シール５００はその全体がカバー部材８５０によって囲まれた状態となっている。これに
より、封印シール５００がカバー部材８５０により保護されることとなる。
【０２６７】
　ここで、カバー部材８５０が装着完了位置に配置されている状態、すなわちカバー部材
８５０の開口部８５１が基板ボックス３２０に近接している状態では、貼付ベース３４１
と奥壁部８５２との間に隙間が形成されるように、カバー部材８５０の奥行き寸法（深さ
寸法）が設定されている。図３３に示すように、貼付ベース３４１と奥壁部８５２との間
に形成された上記隙間には、封印シール５００及びＩＣタグ５０３を破壊（詳しくは切断
）する上記破壊用部材９００が配設されている。
【０２６８】
　本体部９０１においてカバー部材８５０の奥壁部８５２に対向している部分には、同奥
壁部８５２側に起立するようにして操作部９０２が複数形成されている。奥壁部８５２は
、それら各操作部９０２に対して個別に対応する貫通孔８５５が形成されており、それら
貫通孔８５５を通じて操作部９０２がカバー部材８５０外に突出している。これら操作部
９０２を貫通孔８５５に向けて押し込むことにより、破壊用部材９００が封印シール５０
０側へスライドすることとなる。
【０２６９】
　破壊用部材９００は、上記破壊用部材６００と同様に、貼付ベース３４１の境界ＢＬに
沿って延びる長尺状の本体部９０１を有している。本体部９０１の両端部は、カバー部材
８５０の係止部８６１に対して同カバー部材８５０の内側から当接している。このように
カバー部材８５０に係止部８６１によって挟むことにより、同係止部８６１に沿ったスラ
イド移動を許容しつつ、カバー部材８５０内での破壊用部材６００の位置ずれ等が抑制さ
れている。
【０２７０】
　本体部９０１において貼付ベース３４１（境界ＢＬ）と対向している部分には、複数の
歯部を有する切断部９０３が形成されている。特に切断部９０３の長手方向の長さ寸法は
貼付ベース３４１の幅寸法、詳細には表側対向板部３８３，３８４間の距離も大きく設定
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されている。つまり、切断部９０３の両端は、封印シール５００の縁部よりも外側に配置
されている。
【０２７１】
　切断部９０３を構成している上記各歯部は境界ＢＬに沿って相互に連なるようにして並
設されており、封印シール５００側に凸となる先細り状をなしている。すなわち、封印シ
ール５００側に尖っている。
【０２７２】
　切断部９０３（詳しくは歯部）の本体部９０１からの突出量は、破壊用部材９００の封
印シール５００側へのスライド限界位置へ到達した場合に、同切断部９０３のほぼ全体が
境界ＢＬを通じて両貼付ベース部３８１，４８１の間に入り込むように設定されている。
このため、操作部９０２が操作されることで破壊用部材９００が貼付ベース３４１側のス
ライド限界位置に達した場合には、切断部９０３（歯部）が封印シール５００に対して押
し付けられることで同封印シール５００が境界ＢＬに沿って切断され、同封印シール５０
０が表側構成体３５０側と裏側構成体４５０側とに２分されることとなる。
【０２７３】
　本実施の形態においては特に、カバー部材８５０が装着された後は同カバー部材８５０
の取り外しを規制し、破壊用部材９００が操作され封印シール５００が破壊（切断）され
ることで同カバー部材８５０の取り外しの規制を解除する取外規制手段が設けられている
。
【０２７４】
　＜カバー部材８５０の取り外し規制に関する構成＞
　以下、図３３に基づいてこの取外規制手段について説明する。既に説明したようにカバ
ー部材８５０は、同カバー部材８５０の係止部８６１（詳しくは爪部８６２）が貼付ベー
ス３４１の受け部３８７に対して引っ掛かることにより、基板ボックス３２０に対して取
り付けられている。係止部８６１において爪部５６２が形成されている側と同一側となる
部分、すなわち貼付ベース３４１側を向いている部分には、同貼付ベース３４１側に凸と
なる突起８６３が形成されている。突起８６３は、爪部８６２よりも係止部８６１の基端
寄り、すなわち破壊用部材６００寄りとなる位置に配置されている。
【０２７５】
　突起８６３は、係止部８６１の先端側から基端側に向けて徐々にその突出量が大きくな
るように形成されており、爪部８６２の傾斜面８６２ａとは傾斜が逆となる傾斜面８６３
ａを有している。
【０２７６】
　突起８６３（詳しくは傾斜面８６３ａ）は、上記破壊用部材９００のスライド経路上に
配置されており、当該破壊用部材９００には同突起８６３に対応する押圧部９０４が形成
されている。押圧部９０４は、本体部９０１において貼付ベース３４１側を向いている部
分にて切断部６０３と並べて配置されており、上記傾斜面８６３ａに向けて突出している
。ここで、上記係止部８６１と押圧部９０４とは、ともに片持ちとなっているが、同係止
部８６１と比較して押圧部９０４は高強度となるように形成されており、撓み変形の発生
が抑制されている。
【０２７７】
　押圧部９０４の先端部分には、上記傾斜面８６３ａに対向する傾斜面９０４ａが形成さ
れている。破壊用部材９００が封印シール５００側に変位した場合には、係止部８６１の
傾斜面８６３ａに対して押圧部９０４の傾斜面９０４ａが当接し、更なる破壊用部材９０
０の変位に基づいて傾斜面８６３ａが貼付ベース３４１とは反対側に押される構成となっ
ている。
【０２７８】
　ここで、図３４に基づき第２固定手段３３０Ｂにおける封印解除作業について説明する
。図３４は破壊用部材６００の動きを示す動作説明図であり、図３４（１）群は第２固定
手段３３０Ｂを部分的に破断させることでその内部構成を示した斜視図、図３４（２）群
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は図３４（１）群における破断部分を拡大して示す部分拡大図である。封印解除を行う際
には、図２２（ａ）→図２２（ｂ）の順に作業が行われることとなる。
【０２７９】
　なお、以下の説明では、主制御装置１８０がパチンコ機１０（詳しくは取付台１７０）
から取り外されていること前提として、すなわち第１固定手段３３０Ａについては既に封
印が解除されて基板ボックス３２０から取り外されていることを前提として説明するため
、同第１固定手段３３０Ａについては、その存在を２点鎖線によって仮想的に示している
がこれに限定されるものではない。
【０２８０】
　図３４（ａ）に示すように、主制御装置１８０がパチンコ機１０から取り外された後は
、カバー部材８５０の貫通孔８５５から露出している破壊用部材９００の操作部９０２を
同貫通孔８５５へ向けて押し込む。これにより、破壊用部材９００の切断部９０３が封印
シール５００に対して押し付けられ、同切断部９０３が貼付ベース３４１の境界ＢＬに進
入することで当該切断部９０３の歯部によって封印シール５００等が切断されることとな
る（図３４（ｂ）参照）。
【０２８１】
　この際、係止部８６１の突起８６３が破壊用部材９００の押圧部９０４によって押され
ることで係止部８６１が撓み、突起８６３及び爪部８６２が貼付ベース３４１から離れる
側に変位する。そして、封印シール５００が切断されるタイミングと同じタイミングにて
、係止部８６１の爪部８６２が貼付ベース３４１の受け部３８７から離間し、それら係止
部８６１と貼付ベース３４１との係止状態が解除されることとなる。つまり、押圧部９０
４（詳しく傾斜面８６３ａ）及び突起８６３（詳しくは傾斜面８６３ａ）には、爪部８６
２を係止解除位置に誘導する誘導機能が付与されている。このような誘導機能に着目すれ
ば、押圧部９０４及び突起８６３を「誘導部」と称することも可能である。なお、押圧部
９０４及び突起８６３の両者が必ずしも誘導部としての傾斜面８６３ａ，９０４ａを有す
る必要はなく、これら両傾斜面８６３ａ，９０４ａのうち一方を省略することも可能であ
る。
【０２８２】
　このように係止部８６１と貼付ベース３４１との引っ掛かりが解除された後、すなわち
カバー部材５５０の取外規制が解除された後、上記破壊用部材９００を切断位置に保持し
たままカバー部材８５０を装着方向とは反対側に引っ張ることで、同カバー部材８５０及
び破壊用部材９００が基板ボックス３２０から取り外されることとなる。
【０２８３】
　このようにして基板ボックス３２０が取り外された状態では、封印シール５００が表側
構成体３５０側（表側貼付ベース部３８１側）と裏側構成体４５０（裏側貼付ベース部４
８１側）とに分断されることで、両構成体３５０，４５０の結合が解除される。つまり、
第２固定手段３３０Ｂによる固定が解除されることとなる。
【０２８４】
　本実施の形態においては、上述した封印シール５００の切断やカバー部材８５０の取り
外しが第１固定手段３３０Ａが分離されている場合に許容される構成となっている。以下
、再び図３３を参照して、同機能を実現するための構成について説明する。
【０２８５】
　カバー部材８５０の係止部８６１の先端部分において上記爪部８６２が形成されている
側とは反対側となる部分には、同爪部８６２とは反対側に突出する突起８６４が形成され
ている。突起８６４は第１固定手段３３０Ａの収容部４６１に対して近接しており、それ
ら突起８６４と収容部４６１との隙間寸法は、上記爪部８６２と受け部３８７との掛かり
代よりも小さく設定されている。
【０２８６】
　また、カバー部材８５０の第１対向壁部５５３及び奥壁部５５２は、第１固定手段３３
０Ａの収容部４６１に対して封印シール５００側から当接している。これにより、係止部
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８６１の突起８６４が配された領域が収容部４６１によって塞がれた状態となっている。
つまり、カバー部材８５０が装着された状態では第１固定手段３３０Ａによって係止部８
６１へのアクセスが規制されるため、操作部９０２を操作することなく係止部８６１を直
接変形させることが困難となっている。
【０２８７】
　ここで、図３５を参照し、第１固定手段３３０Ａの有無による係止部８６１の動きの違
いについて説明する。図３５（ａ）は第１固定手段３３０Ａが基板ボックス３２０に残存
している状態を示す概略図、図３５（ｂ）は第１固定手段３３０Ａが基板ボックス３２０
から分離された状態を示す概略図である。なお、図３５（ａ）においては便宜上、第１固
定手段３３０Ａを２点鎖線を用いて表示している。
【０２８８】
　図３５（ａ）に示すように、第１固定手段３３０Ａが残存している状態にて、操作部９
０２の押し込みを行った場合には、破壊用部材９００が僅かにスライドすることで、押圧
部９０４の傾斜面９０４ａによってカバー部材８５０（詳しくは係止部８６１）における
突起８６３の傾斜面８６３ａが押されることで、係止部８６１が奥壁部８５２側の端部を
基端として撓み変形する。但し、この場合、係止部８６１の突起８６４が第１固定手段３
３０Ａの収容部４６１に対して当接することにより、同係止部８６１の撓み変形が制限さ
れることとなり、操作部９０２の押し込み操作が不可となる。つまり、操作部９０２に対
するアクセスが許容されているとしても、その操作自体は制限されることとなる。
【０２８９】
　このように係止部８６１の撓み変形が制限された状態では、破壊用部材９００の切断部
９０３は封印シール５００の手前で止まり、カバー部材８５０の爪部８６２と受け部３８
７との引っ掛かりも維持されることとなる。つまり、封印シール５００による封印が維持
されるとともに、カバー部材８５０の取り外し規制も維持される。
【０２９０】
　一方、図３５（ｂ）に示すように、第１固定手段３３０Ａが基板ボックス３２０から分
離されている状態にて、操作部９０２の押し込みが行われた場合には、係止部８６１（詳
しくは突起８６４）の移動経路上に第１固定手段３３０Ａが位置せず、同係止部８６１の
撓み変形が同第１固定手段３３０Ａによって制限されることはない。
【０２９１】
　このため、操作部９０２を押し込むことで、既に説明したように封印シール５００の切
断による封印の解除と、カバー部材８５０の取外規制解除による両構成体３５０，４５０
の分離規制の解除とが実現され、基板ボックス３２０からの主制御基板３１０等の取り外
しが許容されることとなる。
【０２９２】
　次に、再び図３２を参照して、遊技盤８０（詳しくは取付台１７０）に対する主制御装
置１８０の取り付けに関する構成について説明する。具体的には、主制御装置１８０を取
付台１７０に取り付ける係止具の配置が相違しているため、同係止具及びそれに付随する
構成について説明する。
【０２９３】
　第１の実施の形態においては、裏側構成体４５０の収容部４６１にホルダ部４９１を形
成し、同ホルダ部４９１に対して係止具６８０を固定する構成とした。これに対して、本
実施の形態では係止具６８０と同様の構成を有する係止具９８０を表側構成体３５０に対
して固定する構成が採用されている。
【０２９４】
　具体的には、本実施の形態における表側構成体３５０においては、表側固定部３３１を
構成する表側係止金具３７０が台座部３６３に対してネジ止めされており、同台座部３６
３がアーム部３６１，３６２を介して周壁部３５４に一体化されている。台座部３６３に
は、上記係止具９８０の取付対象としてのホルダ部９６４が一体形成されている。
【０２９５】
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　より詳しくは、ホルダ部９６４は収容部４６１に形成された開口部９５１を通じて収容
部４６１外に突出しており、その突出した部分に係止具９８０が取り付けられている。因
みに、係止具９８０は、操作部９８１と、同操作部９８１に対して組み合わされており、
当該操作部９８１の操作に基づいて取付状態と解除状態とに切替可能な可動部９８２とを
有しているが、これに限定されるものではない。上記第１の実施の形態と同様に操作部と
可動部とが一体式の係止具を採用することも可能である。
【０２９６】
　ここで、図３６に基づき、基板ボックス３２０の封印作業について説明する。図３６は
、表側構成体３５０と裏側構成体４５０とを組み合わせる際の作業説明図である。
【０２９７】
　表側構成体３５０及び裏側構成体４５０を組み合わせる際には、係止具９８０を表側構
成体３５０から取り外した状態で、表側構成体３５０を組み合わせ完了位置へ向けてスラ
イドさせる。図３６（ａ）→図３６（ｂ）に示すように、表側構成体３５０が組み合わせ
完了位置に到達すると、表側係止金具３７０と裏側係止金具４７０とが係止状態となり、
両構成体３５０，４５０の分離が不可となる。これにより、主制御基板３１０が基板ボッ
クス３２０内に収容された状態となる。
【０２９８】
　この際、表側構成体３５０のホルダ部４９１が裏側構成体４５０の開口部９５１を通じ
て収容部４６１の外部に突出することとなる。このようにして、開口部９５１から突出し
たホルダ部４９１に係止具９８０を固定することにより、主制御装置１８０の遊技盤８０
（詳しくは取付台１７０）への取り付けが可能となる。
【０２９９】
　このように、封印後に、係止具９８０を固定する構成とすることにより、上記開口部９
５１に対して同係止具９８０の通過隙を加味する必要がなくなり、同開口部９５１を極力
小さくすることができる。開口部９５１が収容部４６１の内部領域に通じており、同内部
領域に係止金具３７０，４７０が配置されている点を考慮すれば、上述の如く開口部９５
１を小さくすることで、同開口部９５１を通じた係止部位等への不正なアクセスを好適に
抑制することができ、実用上好ましい構成を実現することができる。
【０３００】
　基板ボックス３２０から主制御基板３１０等を取り出す際には、上記第１の実施の形態
と同様に、繋ぎ部４６５，４６６及びアーム部３６１，３６２を切断することで封印を解
除することで両構成体３５０，４５０を分離するとよい。この際、第１固定手段３３０Ａ
が基板ボックス３２０から除去されることで、同第１固定手段３３０Ａに配設された係止
具９８０についても同様に基板ボックス３２０から取り除かれることとなる。これにより
、開封済みの基板ボックス３２０の遊技盤８０に対する再取り付けが不可となる。
【０３０１】
　なお、上述した各実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよ
い。因みに、以下の別形態の構成を、上記各実施の形態における構成に対して、個別に適
用してもよく、相互に組み合わせて適用してもよい。
【０３０２】
　（１）上記各実施の形態では、基板ボックス３２０内に主制御基板３１０を収容した状
態で封印する「封印手段」として、第１固定手段３３０Ａ及び第２固定手段３３０Ｂを有
する構成としたが、必ずしもこれら第１固定手段３３０Ａ及び第２固定手段３３０Ｂを採
用する必要は無い。基板ボックス３２０の軸受け３２２を利用して、封印手段としての機
能を発揮させることも可能である。
【０３０３】
　具体的には、主制御装置１８０の軸受け３２２に対して取付台１７０の軸部７１１が挿
入された状態では、主制御装置１８０の取付台１７０からの取り外しが規制されるととも
に、両構成体３５０，４５０の分離が軸部７１１によって規制されることとなる。詳しく
は、表側軸受け部３９５と裏側軸受け部４９５とが両構成体３５０，４５０の着脱方向と
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交差する方向に並設されているため、軸部７１１が軸受け３２２に挿入されている状態で
は、両構成体３５０，４５０の分離が規制されることとなる。
【０３０４】
　一方、基板ボックス３２０を開封する際には、表側軸受け部３９５が基板ボックス３２
０から分離することにより、軸部７１１と軸受け３２２との係止状態が解除されることで
、主制御装置１８０の取付台１７０からの取り外しが許容される。この際、軸部７１１が
軸受け３２２から外れることにより、両構成体３５０，４５０の相対移動が許容されるこ
ととなり、基板ボックス３２０から主制御基板３１０等を取出可能となる。
【０３０５】
　以上の変更を行った場合には、基板ボックス３２０の開封と同基板ボックス３２０の再
取り付け制限とが同時に実現されることとなり、上記表側軸受け部３９５の分離作業によ
ってそれら二つの機能を同時に発揮させることが可能となる。これにより、防犯機能を向
上させつつ、それに起因した作業性の低下を好適に抑制することができる。
【０３０６】
　（２）上記各実施の形態では、第１固定手段３３０Ａ及び第２固定手段３３０Ｂを併用
したがこれに限定されるものではない。例えば、それら両固定手段３３０Ａ，３３０Ｂの
うち一方を省略することも可能である。更には、第２固定手段３３０Ｂを挟んだ両側に第
１固定手段３３０Ａをそれぞれ配置したが、これら両第１固定手段３３０Ａにうち一方を
省略することも可能である。但し、各第１固定手段３３０Ａには破壊用部材６００による
封印シール５００の切断を規制するが付与されている。故に、このような変更を行った場
合、例えば第１の実施の形態においては省略される側と同一側の操作部６０２を併せて省
略することが好ましい。
【０３０７】
　また、第１固定手段３３０Ａはカバー部材５５０の移動を規制する機能が付与されてお
り、カバー部材５５０と第１固定手段３３０Ａとの隙間をひろげることで操作部６０２へ
のアクセスが容易化されることを抑制している。仮に、上述の如く一方の第１固定手段３
３０Ａを省略した場合には、上記機能が低下すると考えられる。故に、望ましくはカバー
部材５５０を挟んで第１固定手段３３０Ａを配置することが望ましい。
【０３０８】
　（３）上記各実施の形態では、第１固定手段３３０Ａを基板ボックス３２０から分離す
ることにより、破壊用部材６００による封印シール５００の切断が許容される構成とした
。つまり、封印シール５００の切断には別の事前操作が必要となる構成とした。この事前
操作については、必ずしも両構成体３５０，４５０の結合を解除する操作が伴う必要はな
い。例えば、破壊用部材６００を操作不能にロックするロック状態と、同破壊用部材６０
０の操作を許容するロック解除状態とに切替可能なロック装置を設け、破壊用部材６００
による切断操作を行う場合には、事前にロック装置によるロック解除状態への切替操作が
必要な構成としてもよい。
【０３０９】
　（４）上記各実施の形態では、破壊用部材６００をスライド式としたが、これに限られ
ず、破壊用部材を回動式とすることも可能である。
【０３１０】
　また、破壊用部材６００をカバー部材５５０に取り付ける必要は必ずしもなく、同破壊
用部材６００の取付対象は任意である。例えば貼付ベース３４１に対して破壊用部材６０
０を取り付けることも可能である。
【０３１１】
　（５）上記各実施の形態では、「結合手段」として係止金具３７０，４７０を採用した
が、両構成体３５０，４５０を結合する上での構成は上記のものに限定されることはなく
、例えば周知のカシメ構造を採用してもよいし、接着等の固定手段を採用してもよい。但
し、カシメ構造等のように結合後の分離を不可とする構成においては、開封に伴って、そ
れら結合部分が除去される構成とすることが好ましい。
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【０３１２】
　（６）上記第３の実施の形態では、「破壊部」としての破壊用部材６００が「痕跡カバ
ー」としてのカバー部材５５０とは独立して動作する構成としたが、これら破壊用部材６
００及びカバー部材５５０が一体となって動作する構成とすることも可能である。但し、
このような変更を行った場合には、以下の変更を採用することが望ましい。すなわち、痕
跡カバーを基板ボックス３２０から取り外すことにより、封印シール５００が切断される
構成とすることが望ましい。具体的には、痕跡カバーの一部（破壊部）を予め表側貼付ベ
ース部３８１と裏側貼付ベース部４８１との間に待機させておき、痕跡カバーが装着方向
とは反対側へ移動することで、上記破壊部が封印シール５００を横切って変位する構成と
するとよい。
【０３１３】
　この場合、痕跡カバーの取り外しを第１固定手段３３０Ａによって妨げる構成とするこ
とで、基板ボックス３２０が開封されていないにも関わらず、封印シール５００が切断さ
れて開封の痕跡が残存することを抑制することができる。
【０３１４】
　（７）上記各実施の形態において、破壊されることによって、開放操作の阻害が解除さ
れるとともに痕跡状態となる痕跡手段は、ＩＣタグ５０３を有する封印シール５００に限
定されることはなく、ＩＣタグ５０３を有していない封印シール５００であってもよく、
封印シール５００が不具備となった状態のＩＣタグ５０３であってもよい。また、痕跡を
残すことができるのであれば、封印シール５００やＩＣタグ５０３に限定されず、例えば
周知のカシメ構造等を採用することも可能である。
【０３１５】
　また、封印シール５００においてアンテナ部材５１２が斜めに配置されている構成に限
定されることはなく、斜め以外の方向に配置されている構成としてもよい。また、封印シ
ール５００のベースシート５０１は長方形状であることに限定されることはなく、正方形
状、他の多角形状又は円形状であってもよい。
【０３１６】
　（８）上記各実施の形態では、ＩＣタグ５０３はリーダ装置からの呼出波を受信するこ
とにより識別情報を応答波として発信する構成としたが、これに代えて、識別情報を含ん
だ電波を常時発信するＩＣタグとしてもよい。
【０３１７】
　（９）長尺状のアンテナ部材５１２に代えてループ状のアンテナ部材を用いてもよい。
この場合、ループ部が切断された場合には通信不可又は通信しづらくなるように構成する
とともに、当該ループ部を上記各実施の形態におけるスリット５１３に相当するものとし
て境界ＢＬとの位置関係やアンテナ用切り込み５１６との位置関係を設定するとよい。例
えば、ループ部に向けて延びる易破壊部を形成することで、封印シール５００が剥がされ
た場合にはループ部の切断が期待される。また、ループ部が境界ＢＬを跨ぐようにして封
印シール５００を配置することで、境界ＢＬを露出させるべく封印シール５００が切断さ
れた場合や封印シール５００が剥がされた場合にはループ部の切断が期待される。
【０３１８】
　（１０）上記各実施の形態では、主制御装置１８０を取付台１７０を介して遊技盤８０
に取り付ける構成としたが、この取付台１７０を省略し、同主制御装置１８０を遊技盤８
０に対して直接取り付ける構成とすることも可能である。
【０３１９】
　また、主制御装置１８０の取付対象は、遊技盤８０に限定されるものではなく、例えば
、同取付対象を内枠１３の樹脂ベース６０等に変更することも可能である。
【０３２０】
　（１１）上記各実施の形態では、主制御装置１８０を取付台１７０に取り付ける「取付
手段」として軸受け３２２及び係止具６８０を併用したが、これら両者のうち一方を省略
することも可能である。但し、主制御装置１８０が不正の対象となりやすく、定期的に不
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正等の確認作業が行われやすい点に着目すれば、主制御装置１８０を回動可能に支持する
構成としての軸受け３２２を省略することは、同作業時の作業低下の要因となり得るため
好ましくない。故に、望ましくは、軸受け３２２を採用し、主制御装置１８０を取付状態
のまま回動可能とするとよい。
【０３２１】
　（１２）上記各実施の形態では、主制御装置１８０が軸受け３２２を有し、取付台１７
０が軸部７１１を有する構成としたが、これを逆にすることも可能である。
【０３２２】
　更には、取付台１７０の軸部７１１に対して軸受け３２２が上方から嵌まる構成とした
が、これを変更し当該軸受け３２２が下方から嵌まる構成とすることで、更なる防犯機能
の向上が期待できる。このような変更を行った場合には、軸部７１１と軸受け３２２との
引っ掛かりが解除された後、すなわち主制御装置１８０を開封した後は、軸部７１１によ
って主制御装置１８０を支えることが極めて困難になると想定される。つまり、上記各実
施の形態では、嵌合部３２４の奥壁部３２４ａの形状を工夫することで、主制御装置１８
０が支持されにくくなる構成としたが、かかる構成よりも更に好適に主制御装置１８０の
支持機能を低下させることができる。つまり、主制御装置１８０を開封後に再取り付けし
ようとしても、主制御装置１８０を支持状態にて維持することが困難なものとなる。
【０３２３】
　（１３）上記各実施の形態では、表側軸受け部３９５を分離するこで、軸受け３２２に
よる主制御装置１８０の取付機能を無効化する構成としたが、これに限定されるものでは
ない。上記各実施の形態においては、主制御装置１８０が回動可能に支持されているため
、主制御装置１８０を回動させて、その裏面側へのアクセスを可能とすることで、裏側軸
受け部４９５を分離させる構成としたとしても作業性を担保することができる。
このように、裏側軸受け部４９５を基板ボックス３２０から分離させる構成を採用した場
合には、開封後の主制御装置１８０を軸部７１１に対して取り付けようとしても同主制御
装置１８０は上記奥壁部３２４ａに沿って遊技盤８０から離れる側へ移動し、最終的に軸
部７１１から離脱することとなる。つまり、主制御装置１８０を表側軸受け部３９５単体
にて軸部７１１により支持させることは困難となる。これにより、上記各実施の形態と比
べて、取付偽装を一層困難なものとすることができ、防犯機能の更なる向上が期待できる
。
【０３２４】
　（１４）上記各実施の形態では、表側軸受け部３９５の表側開放部３９６と裏側軸受け
部４９５の裏側開放部４９６とが共に半円状をなす構成としたが、これに限定されるもの
ではない。２つの軸受け部３９５，４９５を合わせることで軸部７１１による支持機能が
担保され、一方の軸受け部３９５，４９５のみでは軸部７１１による支持機能が無効とな
る構成であれば、上記各開放部３９６，４９６の形状は任意である。
【０３２５】
　（１５）上記各実施の形態では、両軸受け部３９５，４９５の並設方向を前後方向とし
、両構成体３５０，４５０の着脱方向を左右方向としたが、これに限定されるものではな
く、各方向は任意に設定してよい。但し、両軸受け部３９５，４９５の並設方向を構成体
３５０，４５０の着脱方向と交差する方向となるように設定することにより軸部７１１及
び軸受け３２２に構成体３５０，４５０の分離を規制する機能を付与することができる。
【０３２６】
　（１６）上記各実施の形態では、「痕跡カバー」としてカバー部材５５０を有する構成
としたが、同構成を省略することも可能である。但し、カバー部材５５０が封印シール５
００を保護するという機能に加え、破壊用部材６００へのアクセスを制限し、同破壊用部
材６００の操作を規制する点に着目すれば、同カバー部材５５０を採用することが望まし
い。
【０３２７】
　（１７）上記各実施の形態では、基板ボックスの再取り付けを不可とする構成を、主制
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御装置１８０に適用したが、これに限定されるものではない。同様の技術的思想を払出制
御装置２４２等の他の制御装置に適用することも可能である。
【０３２８】
　（１８）上記各実施の形態では、「基板ケース」としての基板ボックス３２０が「ケー
ス構成体」として表側構成体３５０と裏側構成体４５０とを有する構成とした。すなわち
、２つの構成体３５０，４５０を組み合わせることにより基板ボックス３２０を形成する
構成とした。「ケース構成体」の数は２つに限定されるものではなく任意である。
【０３２９】
　（１９）２個の構成体３５０，４５０が組み合わされて基板ボックス３２０が形成され
ている構成に限定されることはなく、３個以上の構成体が組み合わされて基板ボックス３
２０が形成されていてもよい。
【０３３０】
　（２０）上記各実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特
定領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域
に遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ
機、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。
【０３３１】
　また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリールを
備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップス
イッチが操作されるか所定時間が経過することでリールが停止した後に、表示窓から視認
できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組み合わせが成立していた場合にはメダル
の払い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも本発明を適用できる。
【０３３２】
　更に、外枠に開閉可能に支持された遊技機本体に貯留部及び取込装置を備え、貯留部に
貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り込まれた後にスタートレバーが操作
されることによりリールの回転を開始する、パチンコ機とスロットマシンとが融合された
遊技機にも本発明を適用できる。
【０３３３】
　（２１）上記各実施の形態に示した、「基板ケース」としての基板ボックス３２０の適
用対象は遊技機に限定されるものではない。少なくとも、同基板ケースに制御基板が収容
されてなる制御装置を有する電気機器であればその適用対象は任意である。
【０３３４】
　＜上記実施の形態から抽出される発明群について＞
　以下、上述した実施の形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等
を示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記実施の形態において
対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定され
るものではない。
【０３３５】
　特徴Ａ１．遊技に関する制御を行う制御基板（主制御基板３１０）と、
　内部空間が形成されており、その内部空間に前記制御基板を収容する基板ケース（基板
ボックス３２０）と、
　前記基板ケースに設けられ、同基板ケースをベース体（遊技盤８０の取付台１７０）に
取り付ける取付手段（例えば係止具６８０）と
を備え、
　前記基板ケースは、当該基板ケースが開封された場合に、前記取付手段による前記ベー
ス体への取り付けが不能となるように構成されていることを特徴とする遊技機。
【０３３６】
　特徴Ａ１によれば、基板ケースを開封することにより、制御基板へのアクセスが許容さ
れ、制御基板の検査等が容易化される。このように基板ケースを開封する場合には、ベー
ス体に対する基板ケースの取り付けが不能となる。このように基板ケースの取り付けを不
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能とすることにより、例えば開封済みの基板ケース（詳しくは不正基板に換装された基板
ケース）をあたかも開封していないかのように見せかけてベース体に戻すといった基板ケ
ースの不正利用を難しくすることができる。故に、制御基板に対する不正を抑制し、遊技
機における防犯機能の向上に貢献することができる。
【０３３７】
　特徴Ａ２．遊技に関する制御を行う制御基板（主制御基板３１０）と、
　内部空間が形成されており、その内部空間に前記制御基板を収容する基板ケース（基板
ボックス３２０）と、
　前記基板ケースに設けられ、同基板ケースをベース体（遊技盤８０の取付台１７０）に
取り付ける取付手段（例えば係止具６８０）と
を備え、
　前記基板ケースは、当該基板ケースが開封された場合に、前記取付手段による前記ベー
ス体への再取り付けが不能となるように構成されていることを特徴とする遊技機。
【０３３８】
　特徴Ａ２によれば、基板ケースを開封することにより、制御基板へのアクセスが許容さ
れ、制御基板の検査等が容易化される。このように基板ケースを開封した場合には、ベー
ス体に対する基板ケースの再取り付けが不能となる。このように基板ケースの再取り付け
を不能とすることにより、例えば開封済みの基板ケース（詳しくは不正基板に換装された
基板ケース）をあたかも開封していないかのように見せかけてベース体に戻すといった基
板ケースの不正利用を難しくすることができる。故に、制御基板に対する不正を抑制し、
遊技機における防犯機能の向上に貢献することができる。
【０３３９】
　例えば、基板ケースが開封された場合に取付手段によるベース体への取り付けが解除さ
れ、同ベース体からの基板ケースの取り外しが可能となる構成を採用するとよい。
【０３４０】
　特徴Ａ３．遊技に関する制御を行う制御基板（主制御基板３１０）と、
　内部空間が形成されており、その内部空間に前記制御基板を収容する基板ケース（基板
ボックス３２０）と、
　前記基板ケースに設けられ、同基板ケースをベース体（遊技盤８０の取付台１７０）に
取り付ける取付手段（例えば係止具６８０）と
を備え、
　前記基板ケースは、当該基板ケースが開封された後、前記ベース体から取り外されるこ
とで同基板ケースからの前記制御基板の取り外しを許容するとともに、同基板ケースが開
封された場合に、前記取付手段による同ベース体への再取り付けが不能となるように構成
されていることを特徴とする遊技機。
【０３４１】
　特徴Ａ３によれば、基板ケースを開封することにより、制御基板へのアクセスが許容さ
れ、制御基板の検査等が容易化される。このように基板ケースを開封して同基板ケースか
ら制御基板を取り外す場合には、ベース体に対する基板ケースの再取り付けが不能となる
。このように基板ケースの再取り付けを不能とすることにより、例えば開封済みの基板ケ
ース（詳しくは不正基板に換装された基板ケース）をあたかも開封していないかのように
見せかけてベース体に戻すといった基板ケースの不正利用を難しくすることができる。故
に、制御基板に対する不正を抑制し、遊技機における防犯機能の向上に貢献することがで
きる。
【０３４２】
　なお、特徴Ａ１乃至特徴Ａ３に示す「開封」は、基板ボックスの封印を解除して同基板
ボックスの内部空間を開放可能とすることを示し、基板ボックスの内部空間の開放を必須
とするものではない。例えば、上記「開封」は、基板ボックスがカシメ等の封印手段（痕
跡手段）を有している構成において同カシメ等を破壊して基板ボックスの内部空間を開放
可能とすること含む。
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【０３４３】
　特徴Ａ４．前記取付手段は、前記基板ケースが開封された場合に当該基板ケースの一部
が破壊されることにより、同基板ケースから分離されることを特徴とする特徴Ａ１乃至特
徴Ａ３のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３４４】
　特徴Ａ４によれば、基板ケースが開封された場合に、基板ケースの破壊を伴って取付手
段が基板ケースから分離されることにより、同取付手段（基板ケース）を元に戻すことが
困難又は不可となる。取付手段を無力化することにより基板ケースの取り付け（再取り付
け）を不能とすれば、特徴Ａ１等に示した構成を好適に実現することができる。
【０３４５】
　例えば、基板ケースが開封された場合に、制御基板が取り付けられている部分と制御基
板が取り付けられていない部分とに基板ケースが２分される構成を採用する場合には、制
御基板が取り付けられていない一方に取付手段を配設するとよい。
【０３４６】
　特徴Ａ５．前記基板ケースは、
　前記内部空間を区画形成する本体部（本体部３２１）と、
　当該基板ケースの開封を規制する規制部（第１固定手段３３０Ａ）と
を有し、
　前記取付手段は、前記規制部を介して前記本体部に一体化されており、
　前記規制部は、当該規制部が破壊又は分離されて前記取付手段が前記本体部から分離さ
れることにより、前記規制を解除する解除状態となることを特徴とする特徴Ａ１乃至特徴
Ａ３のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３４７】
　特徴Ａ５によれば、取付手段は規制部を介して本体部に一体化されており、規制部が解
除状態となることで本体部から取付手段が分離される。このように取付手段が分離される
ことにより、基板ケースの開封が許容され、基板ケースの取り付けが不能となる。例えば
、基板ケースの取り外しが可能になるとともに同基板ケースの再取り付けが不能となる。
仮に基板ケースを取付不能（再取付不能）にすることなく開封しようとしても、このよう
な行為は不可となる。これにより、特徴Ａ１等に示した防犯機能を好適に発揮させること
ができる。
【０３４８】
　特に、規制部の破壊によって規制状態への復帰を不可とする構成を採用すれば、開封済
みの基板ケースが再取り付けされるといった不都合を生じにくくすることができる。
【０３４９】
　特徴Ａ６．前記基板ケースは、相互に組み合わされることにより前記内部空間を区画形
成する複数のケース構成体（表側構成体３５０や裏側構成体４５０）を有してなり、
　それらケース構成体同士を結合する結合部（表側係止金具３７０及び裏側係止金具４７
０）を備え、
　前記規制部は、
　前記結合部による結合を解除する解除部（アーム部３６１，３６２）と、
　前記結合部及び前記解除部を覆う覆い部（収容部４６１）と
を有し、
　前記解除部によって前記結合が解除されることにより前記基板ケースが開封されること
を特徴とする特徴Ａ５に記載の遊技機。
【０３５０】
　特徴Ａ６によれば、覆い部によって結合部及び解除部を覆う構成とすることにより、そ
れら結合部や解除部へのアクセスを妨げることができる。これにより、基板ケースの取り
付け（再取り付け）が不能となることを回避しつつ基板ケースを開封するといった不正行
為を好適に抑制できる。例えば、覆い部によって区画形成された空間内に結合部や解除部
を収容する構成とするとよい。これにより、それら結合部や解除部へのアクセスを一層困
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難なものとすることができる。
【０３５１】
　なお、覆い部を本体部に対して一体的に設けることで、解除部及び覆い部への不正な区
アセスを一層好適に抑制することが可能である。
【０３５２】
　特徴Ａ７．前記取付手段は、前記覆い部に配設されており、
　前記覆い部は、当該覆い部において前記取付手段が配設されている部分と前記本体部と
を繋ぐ繋ぎ部（繋ぎ部４６５，４６６）を有し、
　前記繋ぎ部は、当該覆い部における他の部位よりも破壊が容易となるように形成されて
おり、
　前記解除部は、前記繋ぎ部に重ねて配置されていることを特徴とする特徴Ａ６に記載の
遊技機。
【０３５３】
　基板ケースを開封する場合にはケース構成体同士の結合を解除する必要があるが、繋ぎ
部を破壊することにより、解除部に対して容易にアクセスすることができる。この際、繋
ぎ部が破壊されることで、覆い部が本体部から分離される。取付手段についてもこの分離
される部分に配設されているため、同じく本体部から分離されることとなる。これにより
、特徴Ａ６等に示した構成を好適に具現化することができる。
【０３５４】
　特徴Ａ８．前記解除部は、前記結合部と前記本体部とを繋いでいるとともに、当該解除
部が破壊されることにより、前記ケース構成体同士の結合を解除するものであることを特
徴とする特徴Ａ７に記載の遊技機。
【０３５５】
　特徴Ａ７に示した技術的思想を実現するには、本特徴に示す構成を適用するとよい。
【０３５６】
　複数の要破壊部分を有する構成においては、仮にそれら要破壊部分が別々の箇所に設け
られていると、破壊作業が煩雑なものとなり得る。これは、制御基板を検査する際の作業
効率を低下させる要因となり得るため好ましくない。この点、本特徴においては、解除部
と繋ぎ部とを重ねて配置することによりそれら両要破壊部分の破壊作業（例えば切断作業
）が煩雑になることを抑制することができる。これにより、制御基板を検査する際の作業
効率の低下を好適に抑えることができる。
【０３５７】
　特徴Ａ９．前記取付手段は、前記基板ケースが前記ベース体に取り付けられている状態
にて同基板ケースの荷重を支えるものであることを特徴とする特徴Ａ７又は特徴Ａ８に記
載の遊技機。
【０３５８】
　特徴Ａ９によれば、上記破壊部分に生じる負荷を大きくすることが可能である。これに
より、以下の効果が期待できる。すなわち、仮に基板ケースを不正に再利用しようとした
場合には、破壊部分が接着剤等によって再結合されることにより、取り外しの痕跡が隠蔽
され得る。この点、上述の如く基板ケースの自重によって破壊部分に生じる負荷が大きく
なる構成とすれば、この種の不正行為を困難なものとすることができる。これにより、防
犯機能の向上が期待できる。
【０３５９】
　なお、基板ケースが透明性を有し、制御基板の視認性が担保されている構成を採用する
場合には、併せて以下の構成を採用するとよい。すなわち、基板ケース（特徴Ａ６との組
み合わせにおいては本体部）が制御基板の板面（詳しくは素子搭載面や半田面）と対向す
る対向部と、同制御基板の周縁部に沿って形成され当該制御基板を囲む周壁部とを有し、
上記規制部及び取付手段が周壁部に対して一体的に設けられている構成を採用するとよい
。これにより、取付手段等によって制御基板の視認性が低下することを好適に抑制できる
。
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【０３６０】
　特徴Ａ１０．前記基板ケースは遊技機における横方向に延びており、
　前記規制部及び前記取付手段は、前記基板ケースにおいて前記横方向と同じ方向におけ
る一側部に配設されていることを特徴とする特徴Ａ９に記載の遊技機。
【０３６１】
　特徴Ａ１０によれば、基板ケースの自重を利用して、破壊部分に生じ得る重量負荷を好
適に増大させることが可能となる。これにより、取り外し痕跡（破壊痕跡）の隠蔽による
基板ケースの再利用を困難なものとし、特徴Ａ９に示した防犯機能の更なる向上に貢献す
ることができる。
【０３６２】
　例えば基板ケースの重量を増加させることで、特徴Ａ７に示した効果を好適なものとす
ることも可能であるが、これは遊技機の重量増の要因となるため好ましくない。この点、
本特徴に示す構成によれば、基板ケースの重量増を抑えつつ、防犯機能の向上に貢献する
ことができ、実用上好ましい構成を実現できる。
【０３６３】
　特徴Ａ１１．前記取付手段は、前記基板ケースが前記ベース体に取り付けられている状
態にて同基板ケースの荷重を支えるものであり、
　前記解除部は、前記繋ぎ部に対して下側から当接していることを特徴とする特徴Ａ７乃
至特徴Ａ１０のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３６４】
　制御基板検査時等の開封作業の効率化を考慮すれば、繋ぎ部を弱体化することにより同
繋ぎ部の破壊作業（例えば切断作業）をできるだけ容易化することが好ましい。しかしな
がら、取付手段に基板ケースを支える機能が付与されている場合には、基板ケースの本体
部と取付手段とを繋いでいる繋ぎ部にも基板ケースの重量負荷が加わりやすいと想定され
、上述の如く繋ぎ部を弱体化することは基板ケースの支持機能を低下させる要因となり得
るため好ましくない。そこで、本特徴に示すように、繋ぎ部に対して解除部を下側から当
接させる構成とすれば、解除部に繋ぎ部のバックアップ機能を付与することができ、基板
ケースの重量負荷を解除部側に分散させることができる。これにより、支持強度の確保と
繋ぎ部の破壊容易化とを好適に両立することができる。
【０３６５】
　また、本特徴によれば、繋ぎ部によって解除部の露出を抑制し、同解除部に対する不正
なアクセスを抑制することができる。
【０３６６】
　特徴Ａ１２．前記取付手段は、前記基板ケースが前記ベース体に取り付けられている状
態にて同基板ケースの荷重を支えるものであり、
　前記解除部は、前記繋ぎ部によって挟まれることで、同繋ぎ部に対して係合しているこ
とを特徴とする特徴Ａ７乃至特徴Ａ１０のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３６７】
　制御基板検査時等の開封作業の効率化を考慮すれば、繋ぎ部を弱体化することにより同
繋ぎ部の破壊作業（例えば切断作業）をできるだけ容易化することが好ましい。しかしな
がら、取付手段に基板ケースを支える機能が付与されている場合には、基板ケースの本体
部と取付手段とを繋いでいる繋ぎ部にも基板ケースの重量負荷が加わりやすいと想定され
、上述の如く繋ぎ部を弱体化することは基板ケースの支持機能を低下させる要因となり得
るため好ましくない。そこで、本特徴に示すように、本特徴に示すように、繋ぎ部に解除
部を係合させる構成とすれば、同解除部に第２切断部のバックアップ機能を付与すること
ができ、基板ケースの重量負荷を解除部側に分散させることができる。これにより、支持
強度の確保と繋ぎ部の切断容易化とを好適に両立することができる。
【０３６８】
　また、本特徴によれば、繋ぎ部によって解除部の露出を抑制し、同解除部に対する不正
なアクセスを抑制することができる。
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【０３６９】
　例えば、繋ぎ部が溝状部分を有する構成とし、解除部がその溝状部分に係合する構成と
すればよい。特に、ケース構成体を特定方向に相対移動させることで両ケース構成体を組
み合わせる構成においては、繋ぎ部の溝状部分が同特定方向に延びる構成とするとともに
、解除部も同方向に延びる構成を採用するとよい。
【０３７０】
　特徴Ａ１３．前記基板ケースは、前記取付手段によって前記ベース体に取り付けられて
いる場合には、同ベース体によって支えられた支持状態となっており、
　前記基板ケースが開封された場合には、前記ベース体による支持状態が解除されること
を特徴とする特徴Ａ１乃至特徴Ａ１２のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３７１】
　特徴Ａ１等に示した構成においては、基板ケースが開封された場合に同基板ケースをベ
ース体から取り外すことなく制御基板を入れ替えるといった不正行為が行われることで、
基板ケースの取付不能（再取付不能）とすることによる防犯機能が発揮されなくなるとい
った不都合が生じ得る。この点、本特徴によれば、基板ケースが開封された場合に同基板
ケースの支持状態が解除される構成とすることにより以下の効果が期待できる。すなわち
、基板ケースをベース体から取り外すことなく制御基板を入れ替えるといった不正行為を
困難なものとし、基板ケースを再取付不能とすることによる防犯機能を好適に発揮させる
ことができる。
【０３７２】
　特徴Ａ１４．前記基板ケースは、当該基板ケースが前記ベース体から取り外された場合
に同基板ケースからの前記制御基板の取り外しが許容されるように構成されていることを
特徴とする特徴Ａ１乃至特徴Ａ１３のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３７３】
　特徴Ａ１４によれば、制御基板を取り外す際には、基板ケースをベース体から取り外す
必要が生じる。このように基板ケースの取り外しが必要となることで、特徴Ａ１等に示し
た不正行為を好適に抑制することができる。これにより、基板ケースを再取付不能とする
ことによる防犯機能を好適に発揮させることができる。
【０３７４】
　なお、特徴Ａ３や特徴Ａ６との組み合わせにおいては特に、本特徴を以下のように変更
することも可能である。すなわち、「前記基板ケースは、当該基板ケースが前記ベース体
から取り外された場合に前記複数のケース構成体への分離が許容されるように構成されて
いることを特徴とする遊技機」に変更することも可能である。
【０３７５】
　特徴Ａ１５．遊技に関する制御を行う制御基板と、
　内部空間が形成されており、その内部空間に前記制御基板を収容する基板ケースと、
　前記基板ケースに設けられ、同基板ケースをベース体に取り付ける取付手段と、
　前記基板ケースに設けられ、当該基板ケースが開封された場合にその開封の痕跡を残存
させる痕跡手段と
を備え、
　前記基板ケースは、前記痕跡手段により前記開封の痕跡が残存する状態となった場合に
、前記取付手段による同ベース体への取り付けが不能となるように構成されていることを
特徴とする遊技機。
【０３７６】
　特徴Ａ１５によれば、基板ケースを開封した場合には、その痕跡が残存することとなり
、事後的な開封事実の把握が可能となる。そして、制御基板へのアクセスが許容され、制
御基板の検査等が容易化される。
【０３７７】
　開封の痕跡が残存する残存状態となった場合には、ベース体に対する基板ケースの再取
り付けが不可となる。これにより、例えば制御基板が不正なものに換装された開封済みの
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基板ケースがあたかも開封していないかのように見せかけてベース体に戻されるといった
不正行為を難しくし、防犯機能の向上に貢献することができる。
【０３７８】
　なお、本特徴に特徴Ａ１乃至特徴Ａ１４に記載の技術的思想を適用することも可能であ
る。この場合、「開封された場合に」等の基板ケースの開封に関する記載を、「痕跡が残
存する状態となった場合に」等の痕跡手段に関する記載に置き換えるとよい。
【０３７９】
　特徴Ａ１６．遊技に関する制御を行う制御基板と、
　内部空間が形成されており、その内部空間に前記制御基板を収容する基板ケースと、
　前記基板ケースに設けられ、同基板ケースをベース体に取り付ける取付手段と
を備え、
　前記取付手段は、前記基板ケースの開封に伴って当該取付手段が破壊されることにより
、同取付手段による同ベース体への取り付けが不能となるように構成されていることを特
徴とする遊技機。
【０３８０】
　特徴Ａ１６によれば、特徴Ａ１等に示した効果に加え以下の効果が期待できる。すなわ
ち、基板ケースの開封時に取付手段が破壊される構成とすることにより、取付手段の取付
機能を回復させることを困難なものとすることができる。これにより、例えば取付不能と
なった基板ケースがベース体に戻されるといった不都合を好適に抑制することができる。
【０３８１】
　また、例えばベース体を破壊することにより、基板ケースを取付不能とすることも可能
であるが、この場合、新調された正規の基板ケース（制御基板）をベース体に取り付ける
際に、同じくベース体を新調する必要が生じ得る。これは、防犯機能の向上及び基板ケー
ス（制御基板）入替時の作業効率向上の観点から好ましくないと想定される。この点、上
述の如く取付手段を破壊することで再取付不能とすれば、ベース体を破壊する必要が無く
なり、同ベース体を基板ケース入替後も継続して使用することができる。これにより、防
犯機能の向上と、上記作業効率の向上とを好適に両立することができる。
【０３８２】
　なお、本特徴に特徴Ａ４等に記載の技術的思想を適用することも可能である。この場合
、特徴Ａ５等に示した「規制部」は必須の構成ではなく、同「規制部」を省略することも
可能である。例えば、特徴Ａ５との組み合わせにおいては、同特徴Ａ５に示した構成を「
前記取付手段は、当該取付手段が破壊されることにより、前記基板ケースの開封操作を規
制する規制状態から同規制を解除する解除状態に移行される」構成とするとよい。
【０３８３】
　特徴Ａ１７．前記取付手段は、前記基板ケースが前記ベース体に取り付けられている状
態にて同基板ケースを支えるものであり、
　前記基板ケースは、前記規制部が破壊された場合に重量が相対的に大小となる２つのケ
ース部に分離されるように形成されており、
　前記基板ケースに設けられているとともに前記取付手段は、前記両ケース部のうち重量
が相対的に小さい一方に配設されていることを特徴とする特徴Ａ８に記載の遊技機。
【０３８４】
　取付手段を用いて基板ケースを支える構成においては、同取付手段や上記規制部に対し
て基板ケースの重量負荷が加わりやすいと想定される。そこで、本特徴に示すように、２
分される基板ケースのうち重量が小さい一方のケース部に取付手段を配する構成とすれば
、上記破壊部分に生じる負荷を大きくすることが可能である。これにより、以下の効果が
期待できる。
【０３８５】
　すなわち、仮に基板ケースを不正に再利用しようとした場合には、破壊部分が接着剤等
によって再結合されることにより、取り外しの痕跡が隠蔽され得る。この点、上述の如く
基板ケースの自重によって破壊部分に生じる負荷が大きくなる構成とすれば、この種の不
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正行為を困難なものとすることができる。これにより、防犯機能の向上が期待できる。
【０３８６】
　なお、基板ケースが透明性を有し、制御基板の視認性が担保されている構成を採用する
場合には、併せて以下の構成を採用するとよい。すなわち、基板ケース（特徴Ａ６との組
み合わせにおいては本体部）が制御基板の板面（詳しくは素子搭載面や半田面）と対向す
る対向部と、同制御基板の周縁部に沿って形成され当該制御基板を囲む周壁部とを有し、
上記規制部及び取付手段が周壁部に対して一体的に設けられている構成を採用するとよい
。これにより、取付手段等によって制御基板の視認性が低下することを好適に抑制できる
。
【０３８７】
　特徴Ａ１８．前記取付手段は、前記基板ケースが前記ベース体に取り付けられている状
態にて同基板ケースの荷重を支えるものであり、
　前記基板ケースは、前記ベース体に対して取り付けられている状態にて、遊技機におけ
る横方向に延びており、
　さらに、前記基板ケースは、当該基板ケースが開封された場合に前記横方向にて重量側
相対的に大小となる２つのケース部に分離されるものであり、
　前記取付手段は、それら２分されるケース部のうち、重量が相対的に小さい一方に配設
されていることを特徴とする特徴Ａ１乃至特徴Ａ４のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３８８】
　特徴Ａ１８によれば、基板ケースの自重を利用して、破壊部分に生じ得る重量負荷を好
適に増大させることが可能となる。これにより、取り外し痕跡（破壊痕跡）の隠蔽による
基板ケースの再利用を困難なものとし、防犯機能の更なる向上に貢献することができる。
【０３８９】
　例えば基板ケースの重量を増加させることで、上記防犯機能を好適に発揮させることも
可能であるが、これは遊技機の重量増の要因となるため好ましくない。この点、本特徴に
示す構成によれば、基板ケースの重量増を抑えつつ、防犯機能の向上に貢献することがで
き、実用上好ましい構成を実現できる。
【０３９０】
　特徴Ａ１９．前記制御基板は、前記分離される複数のケース部分のうち前記取付手段が
配設されているものとは別のケース部分に取り付けられていることを特徴とする特徴Ａ１
乃至特徴Ａ４のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３９１】
　特徴Ａ１９によれば、上述した破壊部分に加わる重量負荷に制御基板の重量負荷を加え
ることができ、上記不正行為を一層困難なものとすることができる。このように、制御基
板の重量を利用することで特徴Ａ１６に示した重量増に関する懸念を好適に払拭すること
ができる。なお、本特徴に示す技術的特徴を特徴Ａ１８に適用することも可能である。
【０３９２】
　特徴Ａ２０．制御基板（主制御基板３１０）と、
　内部空間が形成されており、その内部空間に前記制御基板を収容する基板ケース（基板
ボックス３２０）と
を有してなる制御装置（主制御装置１８０）であって、
　前記基板ケースは、同基板ケースを取付対象（遊技盤８０の取付台１７０）に取り付け
る取付手段（例えば係止具６８０）を備え、
　さらに、前記基板ケースは、当該基板ケースが開封された場合に、前記取付手段による
前記取付対象への取り付けが不能となるように構成されていることを特徴とする制御装置
。
【０３９３】
　特徴Ａ２０によれば、基板ケースを開封することにより、制御基板へのアクセスが許容
され、制御基板の検査等が容易化される。このように基板ケースを開封する場合には、取
付対象に対する基板ケースの取り付けが不能となる。このように基板ケースの取り付けを
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不能とすることにより、例えば開封済みの基板ケース（詳しくは不正基板に換装された基
板ケース）をあたかも開封していないかのように見せかけて取付対象に戻すといった基板
ケースの不正利用を難しくすることができる。故に、制御基板に対する不正を抑制し、防
犯機能の向上に貢献することができる。
【０３９４】
　なお、本特徴を以下のように変更することも可能である。すなわち、「内部空間が形成
されており、その内部空間に制御基板を収容する基板ケースであって、前記基板ケースは
、同基板ケースを取付対象に取り付ける取付手段を備え、さらに、前記基板ケースは、当
該基板ケースが開封された場合に、前記取付手段による前記取付対象への取り付けが不能
となるように構成されていることを特徴とする基板ケース」に変更することも可能である
。
【０３９５】
　因みに、特徴Ａ４乃至特徴Ａ１９に示した技術的思想を本特徴に適用することも可能で
ある。
【０３９６】
　特徴Ａ２０は以下の課題に対して適用すると効果的である。
【０３９７】
　パチンコ機等の電気機器は、制御処理を実行するＣＰＵ、制御プログラムが記憶された
ＲＯＭ等の各種電子部品が実装された制御基板を備えている。そして、ＲＯＭに記憶され
た制御プログラムに従って、ＣＰＵにより各種遊技機器が制御される。制御基板は、基板
ケースに収容された状態で取付対象としての遊技機本体に取り付けられており、同制御基
板の基板ケース外への露出等が抑制されている。
【０３９８】
　この種の制御基板を有する電気機器では、制御基板そのものや同制御基板のＲＯＭ（Ｒ
ＯＭがＣＰＵと共に１チップ化されている場合には当該チップ）が正規のものとは異なる
不正なものに交換されるといった不都合が生じる可能性がある。このような不正に対処す
べく、例えば、上記基板ケースに封印構造（いわゆる、カシメ構造）を設けて基板ケース
の開封時には破壊等による開封痕跡を残すようにする等の不正対策が採用されている。こ
のような不正対策は、基板ケースが開封された事実や制御基板が交換された事実を目視確
認する場合にその確認作業を補助するものであり、またこのような不正対策の存在により
不正行為を躊躇させる効果がある。
【０３９９】
　しかしながら、上記封印構造等の不正対策が施されていても、例えば、封印構造等を巧
妙に破壊することにより、開封の痕跡を残存させることなく基板ケースの開放がなされる
おそれがある。このように痕跡の隠蔽がなされた場合、制御基板に対する不正の発見が困
難になると懸念される。
【０４００】
　特徴Ｂ１．遊技に関する制御を行う制御基板（主制御基板３１０）と、
　内部空間が形成されており、その内部空間に前記制御基板を収容する基板ケース（基板
ボックス３２０）と、
　前記基板ケースに設けられ、同基板ケースをベース体（遊技盤８０の取付台１７０）に
取り付ける取付手段（軸受け３２２）と
を備え、
　前記基板ケースは、当該基板ケースが前記取付手段による前記ベース体への再取り付け
が不能となる再取付不能状態となった場合に、前記ベース体から同基板ケースが取り外し
可能になるとともに、同基板ケースが開封可能となるように構成されていることを特徴と
する遊技機。
【０４０１】
　特徴Ｂ１によれば、基板ケースを開封する場合には、少なくとも基板ケースの再取り付
けが不能となるため、開封済みの基板ケースの再利用が困難となる。例えば開封済みの基
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板ケース（詳しくは不正基板に換装された基板ケース）をあたかも開封していないかのよ
うに見せかけてベース体に戻すといった基板ケースの不正利用を難しくすることができる
。故に、制御基板に対する不正を抑制し、遊技機における防犯機能の向上に貢献すること
ができる。
【０４０２】
　なお、本特徴に示した技術的思想を以下の構成によって具現化することも可能である。
すなわち、「遊技に関する制御を行う制御基板と、内部空間が形成されており、その内部
空間に前記制御基板を収容する基板ケースと、前記基板ケースに設けられ、同基板ケース
をベース体に取り付ける取付手段と、前記取付手段による前記基板ケースの前記ベース体
に対しての取り付けを無効化する無効化手段とを備え、前記無効化手段によって前記基板
ケースの取り付けが無効化される場合に、前記基板ケースが開封される又は同基板ケース
の開封が許容される」構成を採用することも可能である。
【０４０３】
　特徴Ｂ２．前記基板ケースは、当該基板ケースが前記再取付不能状態となることに伴っ
て開封されることを特徴とするＢ１に記載の遊技機。
【０４０４】
　特徴Ｂ２によれば、基板ケースを再取付不能とすることで基板ケースが開封される。こ
れにより、再取り付けを不能とする構成を採用して特徴Ｂ１に示す防犯機能の向上効果を
享受しつつ、検査時等に同防犯機能の向上に起因して同検査の準備作業等が煩雑化するこ
とを好適に抑制することができる。つまり、作業性の低下を抑えつつ、防犯機能を向上さ
せることができる。
【０４０５】
　特徴Ｂ３．前記基板ケースは、当該基板ケースが開封された場合にその開封の痕跡を残
存させる痕跡手段（例えば表側軸受け部３９５）を有し、
　前記痕跡手段は、前記取付手段の前記再取付不能状態への移行に伴って前記基板ケース
が開封されることにより、前記痕跡を残存させることを特徴とする特徴Ｂ１に記載の遊技
機。
【０４０６】
　特徴Ｂ３によれば、特徴Ｂ２に示した効果に加え以下の効果が期待できる。基板ケース
が開封の痕跡を残存させる痕跡手段を有することにより、事後的に基板ケースの開封事実
を確認することが可能となる。但し、痕跡を残存させる構成を適用する場合に、同痕跡を
残存させるための別途作業が必要になることは防犯機能の向上が期待できる反面、検査時
等の作業効率を低下させる要因となり得るため好ましくない。この点、本特徴に示すよう
に、取付手段の再取付不能状態への移行に伴って基板ケースが開封されることにより痕跡
状態となる構成を採用すれば、上述した不都合を払拭し、作業効率の低下を抑えつつ、防
犯機能の向上を図ることができる。
【０４０７】
　特徴Ｂ４．前記取付手段は、前記基板ケースに設けられたケース側取付部であり、
　前記ベース体に設けられ、前記ケース側取付部に係合することにより前記ベース体に対
して前記基板ケースを取付状態とするベース側取付部（軸部７１１）と、
　前記ケース側取付部の少なくとも一部が前記基板ケースから分離されることにより前記
ケース側取付部と前記ベース側取付部との係合を解除するとともに前記ケース側取付部と
前記ベース側取付部との再係合を不可とする解除部（例えば繋ぎ部３９９ｂ等）と
を備え、
　前記基板ケースは、前記解除部によって前記再係合が不可となることにより前記ベース
体に対して再取付不能となることを特徴とする特徴Ｂ１乃至特徴Ｂ３のいずれか１つに記
載の遊技機。
【０４０８】
　特徴Ｂ４によれば、ケース側取付部とベース側取付部との係合を解除することにより、
基板ケースが開封可となる。この際、ケース側取付部の一部が分離（例えば除去）される
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ことにより、両取付部の再係合が不可となる。このように、ベース側取付部ではなくケー
ス側取付部の一部を分離する構成とすることにより、開封済みの基板ケースの再利用を抑
制しつつ、ベース体の再利用を促進することができる。これにより実用上好ましい構成が
実現される。
【０４０９】
　特徴Ｂ５．前記ベース側取付部は軸部であるとともに、前記ケース側取付部は前記ベー
ス側取付部が挿入される軸受け部であり、
　前記基板ケースは、前記ベース側取付部が前記ケース側取付部に挿入された場合に同ケ
ース側取付部内にて同ケース側取付部と係合することにより前記取付状態となることを特
徴とする特徴Ｂ４記載の遊技機。
【０４１０】
　特徴Ｂ５によれば、係合部分の露出を抑えることで、ベース側取付部とケース側取付部
との係合が解除部を利用することなく不正に解除されることを抑制することができる。
【０４１１】
　また、例えば軸部の少なくとも一部を分離（除去）することにより係合を解除する構成
を採用することも可能であるが、この様な構成においては上記分離作業が軸受け部によっ
て妨げられやすくなると想定される。この点、軸受け部の一部を分離する構成とすれば、
軸受け部は軸部に対して外側に位置しているため上記分離作業が軸部によって妨げられる
といった不都合を生じにくくすることができる。これにより、分離作業の効率化に貢献す
ることができる。
【０４１２】
　特徴Ｂ６．前記基板ケースは、相互に組み合わされることにより前記内部空間を区画形
成する第１ケース構成体（表側構成体３５０）及び第２ケース構成体（裏側構成体４５０
）を有しており、
　前記ケース側取付部は、前記第１ケース構成体に設けられた第１取付部（表側軸受け部
３９５）と、前記第２ケース構成体に設けられた第２取付部（裏側軸受け部４９５）とが
組み合わされてなり、
　前記解除部は、前記第１取付部を前記第１ケース構成体から分離させることにより、前
記ケース側取付部と前記ケース側取付部との係合を不可とするものであることを特徴とす
る特徴Ｂ４に記載の遊技機。
【０４１３】
　特徴Ｂ６によれば、第１取付部及び第２取付部の両方を分離させる場合と比較して、ケ
ース側取付部の分離作業の煩雑化を好適に抑制することができる。これにより、特徴Ｂ１
等に示した防犯機能を享受しつつ、それに伴う作業の煩雑化を抑えることが可能となる。
【０４１４】
　特徴Ｂ７．前記ベース側取付部は軸部であるとともに、前記ケース側取付部は、前記ベ
ース側取付部が挿入される軸受け部であり、
　前記基板ケースは、前記ベース側取付部が前記ケース側取付部に挿入された場合に同ケ
ース側取付部内にて同ケース側取付部と係合することにより前記取付状態となり、
　前記第１取付部及び前記第２取付部は、前記ケース側取付部を挟んで並設されており、
　前記第１ケース構成体及び前記第２ケース構成体の組み合わせ方向を規定する規定部（
溝部４５３やフック部３５５）を有し、
　前記第１取付部及び前記第２取付部は、前記規定部によって規定された方向とは異なる
方向に並設されていることを特徴とする特徴Ｂ６に記載の遊技機。
【０４１５】
　特徴Ｂ７によれば、特徴Ｂ５に示した効果と同様の効果に加え、以下の効果が期待でき
る。
【０４１６】
　特徴Ｂ１等に示したように基板ケースを再取付不能とする構成を採用した場合、再取付
不能状態への移行を回避して基板ケースが開封されることは好ましくない。この点、本特
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徴においては、再取付不能状態へ移行させることなく、すなわち上記第１取付部を分離さ
せることなく基板ケースを開封することを難しくすることができる。これにより、基板ケ
ースに付与された防犯機能を好適に発揮させることができる。
【０４１７】
　特徴Ｂ８．前記第１取付部及び前記第２取付部は、それら両者が組み合わされた状態に
て前記ケース側取付部による支持が可能となり、それら両者のうち一方のみでは前記ケー
ス側取付部による支持が不可となるように構成されていることを特徴とする特徴Ｂ７に記
載の遊技機。
【０４１８】
　特徴Ｂ８によれば、第１取付部が分離された後は、第２取付部単体によってベース側取
付部の支持機能を享受することが困難となる。つまり、第２取付部によってベース側取付
部による支持機能を享受しようとしても同ベース側取付部は第２取付部から脱落すること
となり、あたかも基板ケースが取り付いているかのように見せかけることが困難となる。
また、第２取付部が不正に分離されたとしても残った第１取付部によってベース側取付部
による支持機能を享受することが困難となる。これにより、基板ケースに付与された防犯
機能を好適に発揮させることができる。
【０４１９】
　なお、本特徴に示す防犯機能向上の技術的思想を以下の構成によって実現することも可
能である。すなわち、「前記第２取付部に形成され、前記第１取付部側に開放された開放
部と、前記ベース側取付部及び前記第２取付部の少なくとも一方に設けられ、前記ベース
側取付部を前記開放部へ誘導する誘導部（嵌合部３２４の奥壁部３２４ａ）とを備え、前
記開放部は、前記ベース側取付部の通過を許容する大きさを有していることを特徴とする
特徴Ｂ７に記載の遊技機」を採用してもよい。
【０４２０】
　特徴Ｂ９．前記ベース側取付部は、前記ケース側取付部に対して上方から挿入されてい
ることを特徴とする特徴Ｂ７又は特徴Ｂ８に記載の遊技機。
【０４２１】
　特徴Ｂ７等に示すようにケース側取付部にベース側取付部を挿入する構成においては、
ベース側取付部がケース側取付部に対して下方から挿入される構成を採用することも可能
である。しかしながら、このような構成を採用した場合、係合不能となっている状態であ
ってもケース側取付部にベース側取付部が挿入されることで、基板ケースが支持されやす
くなると想定される。これは、開封済みの基板ケースの再利用を容易なものとする要因と
なり得るため好ましくない。この点、本特徴によれば、再取付不能状態（再係合不能な状
態）となった後は、ベース側取付部によってケース側取付部を支持しておくことが困難と
なる。つまり、係合不能となっている状態にてケース側取付部にベース側取付部を挿入さ
せることで、あたかも基板ケースが取り付いているかのように見せかけることが困難とな
る。これにより、基板ケースに付与された防犯機能を好適に発揮させることができる。
【０４２２】
　なお、本特徴に示した技術的思想を特徴Ｂ５に適用することも可能である。
【０４２３】
　特徴Ｂ１０．前記基板ケースは、前記取付手段によって前記ベース体に取り付けられて
いる場合には、同ベース体によって支えられた支持状態となっており、
　前記基板ケースが開封された場合には、前記ベース体による支持状態が解除されること
を特徴とする特徴Ｂ１乃至特徴Ｂ９のいずれか１つに記載の遊技機。
【０４２４】
　特徴Ｂ１等に示した構成においては、再取付不能となった後に基板ケースを取り外すこ
となく制御基板が入れ替えられた場合には、基板ケースの再取り付けを不要となることで
、防犯機能が十分に発揮されなくなると懸念される。この点、本特徴によれば、基板ケー
スが開封された場合に支持状態が解除される構成とすることにより、開封済みの基板ケー
スがあたかもベース体に取り付いているかのように見せかけて再利用されるといった不都
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合を好適に抑制することができる。
【０４２５】
　特徴Ｂ１１．前記基板ケースは、当該基板ケースが前記ベース体から取り外された場合
に同基板ケースからの前記制御基板の取り外しが許容されるように構成されていることを
特徴とする特徴Ｂ１乃至特徴Ｂ１０のいずれか１つに記載の遊技機。
【０４２６】
　特徴Ｂ１１によれば、制御基板を取り外す際には、同制御基板をベース体から取り外す
必要が生じる。このように基板ケースを取り外しが必要となることで、特徴Ｂ１０に示し
た不正行為を好適に抑制することができる。つまり、基板ケースを再取付不能とすること
による防犯機能を好適に発揮させることができる。
【０４２７】
　なお、特徴Ｂ４等（基板ケースが複数のケース構成体を有してなる構成）との組み合わ
せにおいては特に、本特徴を以下のように変更することも可能である。すなわち、「前記
基板ケースは、当該基板ケースが前記ベース体から取り外された場合に前記複数のケース
構成体への分離が許容されるように構成されていることを特徴とする遊技機」に変更する
ことも可能である。
【０４２８】
　特徴Ｂ１２．制御基板（主制御基板３１０）と、
　内部空間が形成されており、その内部空間に前記制御基板を収容する基板ケース（基板
ボックス３２０）と
を有してなる制御装置（主制御装置１８０）であって、
　前記基板ケースは、同基板ケースを取付対象（遊技盤８０の取付台１７０）に取り付け
る取付手段（軸受け３２２）を備え、
　さらに、前記基板ケースは、当該基板ケースが前記取付手段による前記取付対象への再
取り付けが不能となる再取付不能状態となった場合に、前記取付対象から同基板ケースが
取り外し可能になるとともに、同基板ケースが開封可能となるように構成されていること
を特徴とする制御装置。
【０４２９】
　特徴Ｂ１２によれば、基板ケースを開封する場合には、少なくとも基板ケースの再取り
付けが不能となるため、開封済みの基板ケースの再利用が困難となる。例えば開封済みの
基板ケース（詳しくは不正基板に換装された基板ケース）をあたかも開封していないかの
ように見せかけてベース体に戻すといった基板ケースの不正利用を難しくすることができ
る。故に、制御基板に対する不正を抑制し、防犯機能の向上に貢献することができる。
【０４３０】
　なお、本特徴を以下のように変更することも可能である。すなわち、「内部空間が形成
されており、その内部空間に制御基板を収容する基板ケースであって、前記基板ケースは
、同基板ケースを取付対象に取り付ける取付手段を備え、さらに、前記基板ケースは、当
該基板ケースが前記取付手段による前記取付対象への再取り付けが不能となる再取付不能
状態となった場合に、前記取付対象から同基板ケースが取り外し可能になるとともに、同
基板ケースが開封可能となるように構成されていることを特徴とする基板ケース」に変更
することも可能である。
【０４３１】
　因みに、特徴Ｂ２乃至特徴Ｂ１１に示した技術的思想を本特徴に適用することも可能で
ある。
【０４３２】
　特徴Ｂ１２は以下の課題に対して適用すると効果的である。
【０４３３】
　パチンコ機等の電気機器は、制御処理を実行するＣＰＵ、制御プログラムが記憶された
ＲＯＭ等の各種電子部品が実装された制御基板を備えている。そして、ＲＯＭに記憶され
た制御プログラムに従って、ＣＰＵにより各種遊技機器が制御される。制御基板は、基板
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ケースに収容された状態で取付対象としての遊技機本体に取り付けられており、同制御基
板の基板ケース外への露出等が抑制されている。
【０４３４】
　この種の制御基板を有する電気機器では、制御基板そのものや同制御基板のＲＯＭ（Ｒ
ＯＭがＣＰＵと共に１チップ化されている場合には当該チップ）が正規のものとは異なる
不正なものに交換されるといった不都合が生じる可能性がある。このような不正に対処す
べく、例えば、上記基板ケースに封印構造（いわゆる、カシメ構造）を設けて基板ケース
の開封時には破壊等による開封痕跡を残すようにする等の不正対策が採用されている。こ
のような不正対策は、基板ケースが開封された事実や制御基板が交換された事実を目視確
認する場合にその確認作業を補助するものであり、またこのような不正対策の存在により
不正行為を躊躇させる効果がある。
【０４３５】
　しかしながら、上記封印構造等の不正対策が施されていても、例えば、封印構造等を巧
妙に破壊することにより、開封の痕跡を残存させることなく基板ケースの開放がなされる
おそれがある。このように痕跡の隠蔽がなされた場合、制御基板に対する不正の発見が困
難になると懸念される。
【０４３６】
　特徴Ｃ１．遊技に関する制御を行う制御基板（主制御基板３１０）と、
　内部空間が形成されており、その内部空間に前記制御基板を収容する基板ケース（基板
ボックス３２０）と、
　前記基板ケースの開封を阻害するように設けられ、当該阻害状態が解除された場合に前
記開封の痕跡を残存させる痕跡部（封印シール５００）と、
　予め定められた特定方向へ変位可能に設けられ、同特定方向への変位により前記痕跡部
に当接して当該痕跡部を破壊することにより、前記阻害状態を解除するとともに同痕跡部
により前記痕跡を残存させる破壊部（破壊用部材６００）と、
　前記基板ケースに設けられ、前記破壊部の前記特定方向への変位を規制する規制手段（
第１固定手段３３０Ａの収容部４６１）と
を備え、
　前記規制手段が前記規制を解除する解除状態となることにより、前記破壊部の前記特定
方向への変位が許容されることを特徴とする遊技機。
【０４３７】
　特徴Ｃ１に示すように基板ケースが開封された場合にその開封痕跡を残存させる構成に
おいては、同開封痕跡を目視等で確認することで、事後的な開封事実の把握が可能となる
。これにより、例えば基板ケースに対する不正行為が行われた場合に、その事実の把握が
可能となる。しかしながら、このような痕跡部を有する構成においては、基板ケースが開
封されていないにも関わらずあたかも開封されたかのように痕跡が残存してしまうと、そ
れを発見した場合に制御基板の検査等を不要であると判断することが難しくなり、無駄な
確認作業が生じ得る。特に、このような事象が繰り返された場合には、痕跡部の信頼性を
低下させ、ひいては防犯機能を効果的に発揮させることが困難になり得る。
【０４３８】
　この点、本特徴において特に、規制手段によって破壊部の特定方向への変位を規制する
ことにより、作業ミス等に起因して開封痕跡が残存してしまうといった不都合を生じにく
くすることができる。これにより、痕跡部を用いた防犯機能の信頼性を好適に向上させる
ことができ、防犯性の向上に貢献することができる。
【０４３９】
　特徴Ｃ２．前記破壊部は、当該破壊部に設けられた操作部（操作部６０２）が操作され
ることにより前記阻害状態を解除するものであり、
　前記操作部は、前記規制手段と前記痕跡部との間に配置されており、
　前記規制手段は、当該規制手段が前記操作部を挟んで前記痕跡部と対峙している位置か
ら離れることにより前記解除状態となることを特徴とする特徴Ｃ１に記載の遊技機。
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【０４４０】
　特徴Ｃ２によれば、規制手段と痕跡部との間に操作部を配置することにより、それら規
制手段及び痕跡部によって操作部へのアクセスを抑制することができる。具体的には、作
業ミス等に起因した操作部へのアクセスや、不正を目的とした同操作部へのアクセスを抑
制することができる。
【０４４１】
　また、基板ケースを開封する場合には、規制手段が操作部を挟んで痕跡部と対峙してい
る位置から離れることで、同操作部に対するアクセスが容易化される。これにより、上述
したように操作部に対する不要なアクセスを抑えつつ、それに起因して基板ケースの開封
作業が煩雑化することを抑制できる。
【０４４２】
　特徴Ｃ３．前記基板ケースは、複数のケース構成体（表側構成体３５０や裏側構成体４
５０）が組み合わされることで前記内部空間を区画形成する本体部(本体部３２１)を有し
、
　前記規制手段は、
　前記本体部と一体的に設けられ、前記ケース構成体同士を結合する結合部（表側固定部
３３１及び裏側固定部３３２）と、
　前記結合部を前記本体部から分離させることにより、前記ケース構成体同士の結合を解
除させる解除部（例えば繋ぎ部４６５，４６６やアーム部３６１，３６２）と
を有し、
　前記結合部が前記本体部から分離されることで前記規制手段が前記解除状態となった場
合に、前記阻害状態の解除が許容されることを特徴とする特徴Ｃ１又は特徴Ｃ２に記載の
遊技機。
【０４４３】
　特徴Ｃ３によれば、結合部を本体部から分離することによりケース構成体同士の結合が
解除される。このように基板ケース開封時に必要となる操作によって規制を解除する構成
とすれば、規制解除のための専用操作を追加する場合と比較して、基板ケース開封作業の
煩雑化を抑制することができる。つまり、作業の煩雑化を抑えつつ、特徴Ｃ１等に示した
効果を享受することができる。
【０４４４】
　また、結合部によって阻害状態の解除を規制する構成としたことで、阻害状態を規制す
る専用の構成を追加する場合と比較して、基板ケースにおける構成の煩雑化を好適に抑制
することが可能である。
【０４４５】
　特徴Ｃ４．前記結合部は、
　前記各ケース構成体に個別に設けられた係合部（表側係止金具３７０及び裏側係止金具
４７０）と、
　それら係合部を収容する収容部（収容部４６１）と
を有し、
　前記係合部同士が前記収容部内にて係合することで、前記各ケース構成体を結合するも
のであり、
　前記収容部によって前記阻害状態の解除が規制されることを特徴とする特徴Ｃ３に記載
の遊技機。
【０４４６】
　特徴Ｃ１等に示したように規制手段によって阻害状態の解除を規制する構成を採用する
場合には、規制手段が容易に変形したり変位したりすることは規制機能が低下する要因と
なり得るため好ましくない。この対策として、規制手段を強固なものとしようとすれば、
規制手段に関する構成が大型化し、同規制手段の占有領域が拡張されると想定される。特
に基板ケースに制御基板の目視による確認機能が付与されている場合には、規制手段等の
配置が制限されやすいと想定され、上述の如く占有領域が拡張されることは好ましくない
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。
【０４４７】
　ここで、本特徴においては、収容部によって係合部を収容することで同係合部への不正
なアクセスを抑制することが可能となっており、同収容部を用いて阻害状態の解除を規制
する構成を採用している。このように、ある程度の強度を付与することが好ましい構成（
収容部）を共用することで、強度確保による上記占有領域の拡張を極力抑えることができ
、基板ケースにおける限られた領域にて周辺部品等と好適に共存させることができる。
【０４４８】
　なお、本特徴に示すように収容部を有する構成においては、同収容部を強固なものとす
ることで防犯機能を向上できる反面、上記係合部による係合状態を解除することが難しく
なると想定される。そこで、以下の構成を併用することにより実用上好ましい構成を実現
することができる。すなわち、「前記係合部の係合状態を解除することで前記結合状態を
解除するよりも、前記収容部ごと前記各係合部を前記本体部から分離させることで、前記
結合状態を解除しやすくなるように切断容易に形成された切断部（例えば繋ぎ部４６５，
４６６やアーム部３６１，３６２）を有する」構成を併用するとよい。このように、結合
状態を容易に解除することができる部分を設けておくことで、基板ケース開封時の作業効
率が低下することを抑制しつつ、上記収容部による規制機能の向上を図ることができる。
【０４４９】
　特徴Ｃ５．前記基板ケースは、前記内部空間を区画形成する本体部(本体部３２１)を有
し、
　前記規制手段は、前記基板ケースをベース体（遊技盤８０の取付台１７０）に取り付け
る取付部（係止具６８０等）を有し、
　前記取付部は、前記本体部に一体化されており、
　前記基板ケースは、当該基板ケースの一部が破壊されて前記取付部が前記本体部から分
離されることで、前記ベース体からの取り外しが可能となるとともに、同ベース体への再
取り付けが不能となり、
　前記破壊部は、前記取付部が前記本体部から分離されて前記解除状態となった場合に、
前記阻害状態の解除が許容されることを特徴とする特徴Ｃ１又は特徴Ｃ２に記載の遊技機
。
【０４５０】
　特徴Ｃ５によれば、本体部から取付部が分離されることにより、基板ケースの取り外し
が可能となるとともに、同基板ケースの再取り付けが不能となる。取付部には、破壊部に
よる阻害状態の解除を規制する機能が付与されているが、同取付部が分離されることで、
この規制が解除される。これにより、基板ケースの開封が許容されることとなる。このよ
うに、基板ケース開封時に除去される構成に規制機能を付与する構成とすることにより、
実用上好ましい構成を実現することができる。例えば、開封時の作業効率が低下すること
を抑制しつつ、防犯機能の向上に貢献することができ、更には基板ケースの構成の煩雑化
を抑制しつつ、防犯機能の向上に貢献することができる。
【０４５１】
　特に、取付部に関しては基板ケース等の重量負荷が生じやすいと想定され、ある程度の
強度が必要となり得る。このように、強度確保が要求される部分に規制機能を付与するこ
とにより、以下の効果が期待できる。すなわち、規制手段の強度向上を図ることにより、
同規制手段が変形又は変位して規制機能が低下することを好適に抑制することができる。
【０４５２】
　特徴Ｃ６．前記痕跡部とは別体で設けられているとともに前記規制手段と並設され、前
記痕跡部を覆う痕跡カバー（カバー部材５５０）を備え、
　前記破壊部は、前記阻害状態の解除時に操作される操作部（操作部６０２）を有し、
　前記操作部は、前記痕跡カバーと前記規制手段とによって覆われており、
　前記規制手段は、当該規制手段が前記痕跡カバーと共に前記操作部を覆っている位置か
ら離れることにより前記解除状態となることを特徴とする特徴Ｃ１乃至特徴Ｃ５のいずれ
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か１つに記載の遊技機。
【０４５３】
　特徴Ｃ６によれば、規制手段と痕跡カバーとによって操作部を覆うことにより、それら
規制手段及び痕跡カバーによって操作部へのアクセスを抑制することができる。具体的に
は、作業ミス等に起因した操作部へのアクセスや、不正を目的とした同操作部へのアクセ
スを抑制することができる。
【０４５４】
　基板ケースを開封する場合には、規制手段が操作部を覆う位置から離れることで、同操
作部に対するアクセスが容易化される。これにより、上述したような操作部に対する不要
なアクセスを抑えつつ、それに起因した基板ケースの開封作業の煩雑化を抑制することが
できる。
【０４５５】
　また、痕跡カバーによって痕跡部を覆うことにより痕跡部を保護することができ、更に
は痕跡カバーによって痕跡部へのアクセスが制限されることで痕跡部に対する不正行為を
抑制することができる。このように防犯機能が付与された痕跡カバーを利用して、操作部
及び痕跡部を覆う構成とすれば、基板ケースにおける構成の煩雑化を抑えつつ、防犯機能
の向上に貢献することができる。
【０４５６】
　特徴Ｃ７．前記痕跡カバーは、前記規制手段側に開放された凹部を有し、
　前記操作部は、前記開放部分を通じた前記規制手段側への突出が抑えられた状態で前記
凹部内に配置されており、
　前記凹部の開放部分が、前記規制手段の壁面部（収容部４６１の外壁）よって塞がれて
いることを特徴とする特徴Ｃ６に記載の遊技機。
【０４５７】
　特徴Ｃ６に示したように、規制手段と痕跡カバーとによって操作部を覆う構成において
は、痕跡カバーの装着時等に規制手段と操作部とが干渉して破壊部が変位した場合に、基
板ケースを開封していないにも関わらず開封痕跡が残存するといった不都合が生じ得る。
これは、特徴Ｃ１に示した防犯機能の信頼性を低下させる要因となり得るため好ましくな
い。この点、本特徴に示すように、操作部を痕跡カバーの凹部内に収める構成とすれば、
そのような不都合の発生を好適に抑制することができる。
【０４５８】
　特徴Ｃ８．前記規制手段は、前記痕跡カバーを挟んだ両側に配置されており、
　前記凹部は、前記各規制手段に個別に対応させて設けられており、
　前記破壊部は、前記両規制手段の並設方向と同じ方向に延び、同方向と交差する方向に
変位することで前記痕跡部を破壊するように形成されており、
　前記破壊部の両端部には、前記各凹部に１対１で対応させて前記操作部がそれぞれ設け
られており、
　前記各規制手段には、前記各凹部に１対１で対応させて前記壁面部それぞれ設けられて
いることを特徴とする特徴Ｃ７に記載の遊技機。
【０４５９】
　特徴Ｃ８によれば、破壊部の両端部に操作部を２つ設けることにより、両手での操作が
可能となる。これにより、操作力を効率よく破壊力に変換することができ痕跡部を上手く
破壊できないといった不都合の発生を抑えることができる。このようにして、痕跡部を破
壊する際の確実性を高めることで、痕跡部の大型化を促進することができ、痕跡の視認性
向上が期待できる。
【０４６０】
　また、各操作部を凹部及び壁面部によって個別に覆う構成とすることにより、各操作部
へのアクセスを好適に抑制することができる。特に特徴Ｃ７に示した構成においては、規
制手段とは反対側に痕跡カバーが押される等した場合、壁面部と凹部との隙間が拡がって
上記アクセス抑制機能が低下すると想定される。この点、本特徴においては、痕跡カバー
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を挟んだ両側に規制手段を配置することで、上述したような痕跡カバーの動きを抑制し、
アクセス抑制機能を好適に担保することができる。
【０４６１】
　特徴Ｃ９．前記痕跡カバーは、前記基板ケースとは別体で設けられ、同基板ケースに対
して取り外しが規制された状態で取り付けられており、
　さらに、前記痕跡カバーは、前記痕跡部が前記痕跡を残存させる状態となった場合に取
り外し可能となることを特徴とする特徴Ｃ６乃至特徴Ｃ８のいずれか１つに記載の遊技機
。
【０４６２】
　特徴Ｃ６等に示したように、規制手段単独で操作部を覆うのではなく、痕跡カバーと共
に操作部を覆う構成とした場合、同特徴Ｃ６に示した効果を享受することができる反面、
以下の不都合が生じ得る。すなわち、痕跡カバーが取り外されることにより、操作部が露
出し、同操作部へのアクセスが容易化される。これは防犯機能向上の観点から好ましくな
い。この点、本特徴によれば、規制手段による規制が解除された後、痕跡部が痕跡を残存
させることで、痕跡カバーの取り外しが可能となる。つまり、規制手段による規制が解除
されることなく、痕跡カバーが取り外されることを抑制できる。これにより、操作部への
アクセスを好適に抑制することができ、上記不都合の発生を好適に払拭することができる
。
【０４６３】
　以下に、以上の各特徴を適用し得る遊技機の基本構成を示す。
【０４６４】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル４１）と、その操作
手段の操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、そ
の発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（誘導レール１００）と、遊技領域内
に配置された各遊技部品（釘８７等）とを備え、それら各遊技部品のうち所定の通過部（
一般入賞口８１等）を遊技球が通過した場合に遊技者に特典を付与する遊技機。
【０４６５】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄
列を最終停止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動
が開始され、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変
動が停止され、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者
に有利な特別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにした遊技機。
【０４６６】
　球使用ベルト式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄列を最終停
止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動が開始され
、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変動が停止さ
れ、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者に有利な特
別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにし、さらに、球受皿を設けてその球
受皿から遊技球を取り込む投入処理を行う投入装置と、前記球受皿に遊技球の払出を行う
払出装置とを備え、投入装置により遊技球が投入されることにより前記始動用操作手段の
操作が有効となるように構成した遊技機。
【符号の説明】
【０４６７】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、８０…遊技盤、１６０…主制御装置ユニット、１７
０…取付台、１８０…主制御装置、３１０…主制御基板、３２０…基板ケースとしての基
板ボックス、３２１…本体部、３２２…ケース側取付部としての軸受け、３３０…固定手
段、３３０Ａ…規制手段を構成する第１固定手段、３３０Ｂ…第２固定手段、３４１…貼
付ベース、３５０…ケース構成体としての表側構成体、３５５…規定部を構成するフック
部、３６１，３６２…解除部としてのアーム部、３７０…結合手段としての表側係止金具
、３９５…第１取付部としての表側軸受け部、４５０…ケース構成体としての裏側構成体
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、４５３…規定部を構成する溝部、４６１…覆い部としての収容部、４６５，４６６…繋
ぎ部、４７０…裏側係止金具、４９５…第２取付部としての裏側軸受け部、５００…痕跡
手段としての封印シール、５５０…カバー部材、６００…破壊部としての破壊用部材、６
０２…操作部、６８０…係止具。
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